
 

議案第９６号 

長与町基本構想の策定について 

令和２年１２月１日 

長与町長 吉 田 愼 一 

提案理由 

長与町基本構想の策定に関する条例（平成２５年条例第２１号）第２条第１項

の規定により、総合的かつ計画的な行政の運営を図るためのまちづくりの基本的

指針となる長与町基本構想を策定することについて、同条例第４条の規定に基づ

き議会の議決を求めるもの。 

上記議案を提出します。 
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第１節 まちの将来像 

Ⅰ．まちの将来像 

本町のまちづくりを取り巻く時代の潮流や、地域特性、これまでのまちづくりに対する評

価や期待（ニーズ）を総合的に勘案し、令和 3年度から 10年間の基本構想における「まち

の将来像」を次のとおり掲げます。 

 

 

 

 

 

Ⅱ．目指す姿 

 

「まちの将来像」に含まれるキーワードには、以下の３つの「目指す姿」に掲げる意味が

込められています。 

 

 

 

  

人・緑・未来 つなぎ はぐくむ ながよ 

～幸福度日本一のまちをつくる～ 

１．【人（をつなぎはぐくむ）】 人と人の繋がりがある、安心して暮らせるまち 

 

町民一人一人が手を取り助け合い、互いを尊重しながら、それぞれが有する資質や能力・可

能性を大切に育て、開花させることができるような地域社会を表現したものです。 

子育てや学校教育等、次世代を担う子どもたちを心豊かに健全に育成することに加え、現役

世代や高齢世代においても、それぞれのライフステージに応じ、健康づくり、スポーツ、文化

活動、ボランティア活動等を通して、誰もが心身ともに健康で、最後の瞬間まで、住み慣れた

地域で自分らしい暮らしを続けることができる成熟した地域共生社会を可能とするものです。 

 

 

２．【緑（をつなぎはぐくむ）】 自然を慈しむ、やすらぎのあるまち 

 

本町の穏やかな自然環境・自然景観はこれまで同様、次世代に受け継いでいくべき普遍的な

財産です。身近で美しい里山、長与川、大村湾などに親しみ、慈しみながら、その保全に努め

るとともに、環境に優しい持続可能な地域を創り、美しいまま次世代へ引き継いでいく決意を

表現したものです。 

さらに、自然からの恵みとも言える柑橘・オリーブを中心とした農業や水産業振興にも力を

注ぎ、農水産物を本町の有力な地域資源として磨き上げ、併せて農業や農地が有する多面的機

能を維持していく姿勢を包含しています。 

 

 

 

第１章 基本構想 
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３．【未来（をつなぎはぐくむ）】 未来を創り、育んでいくまち 

 

少子高齢化・人口減少問題、地域経済の疲弊等により地方を覆う閉塞感に苛まれることなく、

これらの課題に適切に対応し、今以上に豊かで活気ある地域社会を創り、次世代へ繋いでいく

という決意を表しています。 

併せて、結婚から子育てまでの包括的支援、多様化する働き方・ライフスタイルに対応した

移住・定住対策、生活基盤となる産業の振興、自然環境と都市機能が調和した住環境整備など

により、大きく人口を減らすことなく活気や賑わいにあふれる将来の長与町を表現したもので

す。また、日々変化していく未来に柔軟に対応することができる町であってほしいという想い

が込められています。 

 

 

【つなぎ はぐくむ】 

 

このフレーズは、「町民の相互扶助」、「町民一人一人が有する資質や能力・可能性を大切に育

て、開花させる地域社会」、「地域の資源を結集した力強い産業」を創っていく姿勢を表現した

ものですが、併せて、人、自然、歴史、文化、気候風土その他長与町を構成する様々な要素が、

互いに作用し合い高め合いながら、理想とする町の姿を目指していくという意味が込められて

います。 

 

 

【～幸福度日本一のまちをつくる～】 

 

活発な交流に培われた力強い地域力を結集し、これら３つの「目指す姿」の実現に努め、その先にあ

る「幸福度日本一のまち」を創っていくという強い決意を表したものです。 
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第２節 目標人口・世帯数 

Ⅰ．目標人口・世帯数 

 

 

 

 

 

 

 

目標人口           目標世帯数 

４２，０００人         １７，５００世帯 

 

 

 

 

 

 

 

本町は、自然と調和した機能的なまちづくり、子育て・教育環境の充実、穏やかな住環

境、交通利便性や地理的利点など、住環境の充実とともに人口を増やしてきました。 

全国的な人口減少及び少子高齢化が進む中においても、各種施策の効果的推進に努め、

若い世代の結婚・出産・子育ての願いがかない、新たな人が訪れ、活力ある産業があり、

いくつになっても安心して暮らせる町を実現するなど、本町の求心力を高めるまちづくり

を通じ、出生率の向上と定住人口の維持・増加を図り、10年後の令和 12年度目標人口を

42,000人と設定します。 

また、現在の平均世帯人員約 2.4人をこれからも維持していくことに努め、目標世帯数

を 17,500世帯とします。 
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第３節 土地利用の方向性 

Ⅰ．土地利用の方向性 

 

 

  

  

土地利用の方向性として、豊かな自然環境を守り育てながら、便利で快適なまちづくり

を進めることを基本とします。各地域の特性を活かしつつ、コンパクトで利便性の高い潤

いあふれる市街地の形成を進めながら、里山や海辺の美しい景観を守り育てるまちづくり

を展開します。 
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Ⅱ．ゾーン別土地利用方針 

まちの将来像の実現と町内の均衡ある発展を目指し、町内に自然環境、経済的・社会的条

件等による 4種類のゾーンを設定し、地域特性を活かしたまちづくりを進めるものとします。 

いこいのゾーン（住宅地域） 

特性 

市街化区域内の住居地域、商業・工業地域を基本とし、市街化調整区域及び一般区域内

の農業集落地域を含みます。低層住宅が原則ですが、条件に応じて土地の高度利用を図

り、高層住宅の整備も可能とします。 

今後の方向性 

商業機能や生活利便施設の充実強化、計画的な誘導による新たな住宅地の形成、道路・

公園など都市施設の整備による防災拠点・オープンスペースの確保等を進め、日常生活

の場として、便利で快適な居住環境の形成を図ります。 

 

やすらぎのゾーン（景観地域） 

特性 

海岸線を景観として持つ大村湾海岸地域及び沿岸地域で構成され、親水性のレクリエ

ーション機能を有する地域や港湾施設が立地しています。内陸部においては、農地や森

林などの緑地として保全されています。 

今後の方向性 

大村湾沿岸地域では漁業環境及び親水・海上系のレクリエーション機能の整備、港湾

機能の充実に努める一方、内陸部では市街地に隣接する緑地を保全するなど、自然環境・

自然景観の保全を図りつつ、これらを活用した自然と親しむ空間の形成を図ります。 

 

みどりとアグリのゾーン（農業・森林地域） 

特性 

森林及び農地を中心に構成されており、４つのゾーン中、最も広い面積を占めていま

す。自然環境の保全と農業生産の場として保全・整備する地域です。 

今後の方向性 

自然環境の保全及び森林や農業が有する多面的機能の維持・発揮を基本とし、優良な

農地の保全と農業の振興を図るとともに、森林地域では森林の保全・育成に加え、自然と

の触れ合いの場の充実を図ります。 

 

文化・情報のゾーン（学園地域） 

特性 

役場、図書館及び高等技術専門校・大学・高等学校等の高等教育機関が立地する地域

で、低層の住宅地や農地・森林と共存しています。 

今後の方向性 

既存の行政や教育・文化機能の充実、相互連携を推進するとともに、新たな町の特色や

情報産業等の誘導・創出を図ります。また、これら高等教育機関が有する人的資源・知的

資産を有効に活用し、町民の自己実現や人材育成、地域の活性化に繋げます。 



 

6 

 

 

 

 

第４節 まちづくりの基本目標 

Ⅰ．まちづくりの基本目標 

まちの将来像の実現に向け、推進すべき分野ごとの方向性を以下 6 項目の基本目標として

設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

基本目標１ 協働による持続可能な社会 

核家族化の進展による一人暮らし高齢者世帯及び高齢夫婦のみ世帯の著しい増加傾向は、そ

の合計が「65歳以上の者がいる世帯」中に過半数を占める（平成 29年）までとなっており、平

時での見守りや買い物支援、災害時の避難支援等が以前にも増して求められています。 

一方若い世代においても、孤立する子育て世帯の深刻な状況が問題視されており、地域での

子育て支援の重要性が増しています。 

さらに、近年全国各地で頻発する各種の自然災害や新興感染症の蔓延など、日常生活の様々

なリスクに適切に対応し、安心・安全な暮らしを守り、持続可能な地域社会を創るためには、

コミュニティや自治会、NPO、ボランティア、企業など、町民をはじめとした地域の多様な主体

間相互の幅広い分野での参画・協働が不可欠かつ効果的とされています。 

引き続き、積極的な情報公開により行政の透明性を高めるとともに、目的の共有や対等な関

係、適切な役割分担を図り、本来誰しもが持っている「助け合い」や「社会貢献」の気持ちを結

集した効果的な協働の実現に努めます。 

 

将来像 

基本目標２ 心を育む教育と文化 

全国的に少子化が課題となる中、子育て・教育環境への評価が高い本町には、多くの子育て

世代が暮らしています。 

これら次代を担う子どもたちを健やかに心豊かに育むことは、地域社会の重要な責務である

ことから、様々な取組を通じて、学校・家庭及び地域住民が互いに手を携え、町民を挙げて子

どもたちの健やかな成長を育むことを目指します。併せて、近年の国際化、情報技術の進展等

にも適切に対応し、子どもの力を最大限引き出す学びを実現し、一人一人の子どもたちが未来

社会を切り拓くための「生きる力」を育んでいくことを目指します。 

生涯学習では、「出会い」、｢ふれあい｣、｢学びあい｣を基本姿勢として、各種の講座や文化・

スポーツ活動などを通じ、人づくり・地域づくりを進め、誰もが生涯にわたって学び、生きが

いを持って活躍できる地域社会の実現に努めます。歴史的遺構や郷土芸能等、本町の有形・無

形の文化財については、大切に保存伝承・活用し、地域活性化と町への誇り・愛着の醸成を図

ります。 

さらに、年齢や性別、国籍などの違いにとらわれることなく、それぞれの個性を尊重し、差

別のない、誰もが活躍できる地域づくりを推進します。 
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基本目標３ 創造性と活力ある産業 

本町の農業を取り巻く環境は、担い手の高齢化や後継者不足、耕作放棄地の荒廃、国内外と

の産地間競争の激化など厳しさを増す一方で、近年、農業産出額が増加傾向にあることから、

引き続き農業生産基盤整備、担い手育成、生産性向上とブランド化、販路開拓・拡大等に努め

ます。 

水産業では、担い手の高齢化や後継者不足に加え、小規模零細経営及び大村湾の漁場環境改

善が課題とされており、経営安定化に向けた各種の取組が求められています。 

 商業では、大型商業施設の立地により商業環境の改善が見られるものの、商店街には空き店

舗が目立っており、工業に関しては、低迷を続けた出荷額・従業者数に近年増加傾向が見られ

ますが、将来にわたってまちの活気と賑わいを維持するためにも、経営基盤強化、人材育成、

事業承継等に向けた各種の支援策を講じ、商工業のなお一層の活性化に努める必要がありま

す。 

 さらに、これら産業の振興は、「まち」「ひと」「しごと」の好循環を確立し「活力ある地域

社会」を実現するという「地方創生」の観点からも最重要課題とされており、国や県、地元大

学と連携した未来技術の活用など時代に則した取組も想定し、各産業の振興に努めます。 

 

基本目標４ 魅力あるまちと新しいひとの流れ 

人口減少社会において持続可能な社会づくりを行うためには、町外における幅広い「関係人

口」を創出することが重要とされており、本町への興味関心を持ってもらうことをきっかけと

して、地域との多様な関わりや、移住・定住意向の醸成、将来の地域づくりの担い手となるこ

とが期待されています。 

波静かで安全な大村湾とその沿岸は、海と山のコントラストが美しい自然景観とも相まって、

海洋スポーツやサイクリングの舞台として脚光を浴びつつあり、近年は県内外から多くの訪問

客を受け入れています。これからは、本町の主要な観光資源としての「大村湾」の魅力に更に

磨きをかけ積極的に発信することで、関係人口になるきっかけづくり・土壌づくりを進めます。 

さらに「都市機能の利便性」と「身近で豊かな自然環境」を併せ持ち、「子育てと教育のまち」

として、内外で高い評価を得ている本町の暮らしやすさを積極的に発信し、関係人口の創出・

拡大と本町への移住・定住の拡大に努めます。 

また、生活圏を共有する長崎市中心部での新幹線の開業や長崎港の 2バース化、MICE施設の

整備など「100年に 1度」と称される再開発に際しても、この機会を逸することなく、新たな人

や企業等との繋がりを生み出し、関係人口の創出・拡大と本町への移住・定住の拡大に繋げま

す。 
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基本目標５ 安全・快適・便利な暮らし 

町民一人一人の日々の安全・安心な暮らしが、全てに優先する最重要課題であることは言う

までもありません。平和で穏やかな日常を維持していくため、多発・激甚化する自然災害や火

災など、不測の事態に即応できる体制づくりを進めるとともに、平時から防災・減災のための

各種の情報発信に努めます。 

さらに、詐欺・悪質商法等の犯罪やトラブル被害の未然防止、交通安全の推進など、身近な

生活に潜むリスクを回避するための情報発信にも努め、地域社会の安全意識高揚を図ります。 

また、機能的で快適な居住空間と利便性の高い暮らしをより高い次元で実現するため、住宅

環境・上下水道・道路・公園等各種の社会資本整備や地域公共交通の充実を図りつつ、自然景

観と調和した美しい市街地景観の形成に努めます。 

さらに、まちづくり全般の様々な場面において、日進月歩の情報技術の活用を図るとともに、

新たな時代に則した情報リテラシーの向上に努めます。 

 

基本目標６ ぬくもりのある健康と福祉のまち 

若い世代に対し、「結婚・妊娠・出産・子育て」各場面での保健・医療・福祉等、切れ目のな

い支援を積極的に推進し、出生数の増加に繋げ、活気ある地域社会を維持するよう努めます。 

一方、高齢者に対しては、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に提供される地域包

括ケアシステムの構築を進め、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けられ

るよう図るとともに、障がいの有無にかかわらず、誰もが互いに人格と個性を尊重し支え合っ

て共生する社会を目指し、障がい者の自立と社会参加の支援等を推進します。 

生活習慣病の発症・重症化予防に関しては、各種健診（検診）の実施、保健指導・健康相談、

健康ウォーキングの普及や運動プログラム開発、フレイルへの対応など各種の取組を総合的に

推進するほか、新たな感染症に対しては、適切な情報発信に努め、町民の暮らしを守る危機管

理体制の構築を図ります。 

さらに、地球温暖化防止やごみの減量化を推進するなど、環境負荷低減に努めるとともに、

本町の美しい自然環境や景観を大切に守り育て、持続可能で美しい長与町を次世代へ引き継ぐ

よう努めます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長与町第 10 次総合計画 

（前期基本計画） 

 

 

 

 

 

参考資料 
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第１節 前期基本計画の前提条件（人口ビジョン） 

 

本町の人口は、令和 2年 3月末現在、41,306人となっていますが、国立社会保障・人口問

題研究所準拠の推計人口によると、2060年には 28,182人（2015年人口比マイナス 33.8ポイ

ント）まで減少することが見込まれています。 

今後、国全体の人口が減少する中で、本町においても一定の人口減少は避けられないもの

と言えますが、移住・定住施策の更なる展開や、子育て環境の充実に伴う出生率の増加など

に努めることで、2040 年までに希望出生率 2.14、更には社会動態の均衡（社会増減±0）を

達成することで、2060 年に 37,000 人程度の人口水準を目指すこととします。こうした長期

ビジョンの経過の中で、10年後である 2030年度末人口（令和 12年度末）については、42,000

人を維持することを基本構想で掲げています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料）国立社会保障・人口問題研究所準拠推計及び長与町役場政策企画課作成 

(各年 10月 1日) 

 

 

 

42,548 42,113 

41,245 
40,042 

38,476 

36,648 

34,599 

32,490 

30,340 

28,182 

41,399 

42,166 41,690 
41,050 

40,284 
39,439 

38,606 
37,785 

37,002 

25,000

27,000

29,000

31,000

33,000

35,000

37,000

39,000

41,000

43,000

45,000

長与町の人口推計各パターン

①．国立社会保障・人口問題研究所準拠推計

②．目標推計人口

（人）

第２章 前期基本計画 
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第２節 計画の推進方策 

 

限られた経営資源の中で、効率的で効果的なまちづくりを進めるにあたって、「町民参加に

よる協働のまちづくり」、「計画に基づく予算編成と庁内体制の構築」、「広域連携によるまち

づくり」、「多様な産学官連携」、「PDCA※サイクルに基づく政策マネジメント」を基本とした計

画の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町民参加による協働のまちづくり 

本計画は、まちづくりの主役である

町民の皆様とともに進めていくことが

基本です。そのため、きめ細かな情報

発信をはじめ、多様な参画の機会を設

けるなど、協働のまちづくりを展開し

ます。 

多様な産学官連携 

長崎県立大学をはじめとする研究機

関や優れたノウハウを持つ民間企業の

皆様と連携し、地域資源の活用と、地

域の社会的課題の解決に努めます。 

 

計画に基づく予算編成と 

庁内体制の構築 

限られた経営資源を有効に活用する

ため、本計画に基づく予算編成に取り

組むとともに、戦略的で機動力のある

組織体制を構築します。特に、本計画

の目標達成の推進力となる「戦略プロ

ジェクト」には積極的な経営資源の投

入を図ります。 

PDCAサイクルに基づく 

政策マネジメント 

本計画を起点に、計画の立案（Plan）、

施策・事業の実行（Do）、実行の結果に

対する客観的な点検評価（Check）、評

価結果を踏まえた必要な改善・見直し

（Action）を継続的に行う「PDCAサイ

クル」を構築し、本計画を効率的・効

果的に推進します。 

この考え方を基に、本計画では、進行

管理の基本となる数値目標を 42 施策

全てに設定します。 

広域連携によるまちづくり 

連携中枢都市圏として連携協約を締

結している長崎市・時津町と連携しな

がら、一体的で利便性の高い生活圏域

を創出します。 
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第３節 施策体系 

基本計画は、４つの戦略プロジェクトと 42の施策で構成します。 

将来像 基本目標（6） 施策（42） 所管

 

戦略プロジェクト

1 多様な協働の環境づくり

9 生涯学習の推進

33 健康づくりの推進

16 農業の振興

22 移住・定住促進及び関係人口の拡大

24 市街地の整備

人
・
緑
・
未
来

つ
な
ぎ

は
ぐ
く
む

な
が
よ

～
幸
福
度
日
本
一
の
ま
ち
を
つ
く
る
～

2 地区コミュニティ活動の推進

3 自治会活動の推進

4 経営感覚のある行政運営

5 効率的な財政運営

6 乳幼児教育・保育の充実

8 青少年の健全育成

7 学校教育の充実

15 男女共同参画社会の実現

10 生涯スポーツの推進

11 文化・芸術の振興

12 国際色豊かなまちづくりの推進

13 人権の尊重

14 平和意識の高揚

20  工業の振興

17 林業の振興

18 水産業の振興

19 商業の振興

21 観光・シティプロモーションの振興

23 雇用環境の充実

25 上水道の整備

26 下水道の整備

27 道路の整備

28 地域公共交通の充実

29 地域情報化の推進

30 消防・防災体制の強化

31 交通事故防止対策の推進

32 安全な生活環境づくり

34 感染症対策の充実

35 医療体制の充実

36 結婚・妊娠・出産・子育て支援の充実

37 高齢者福祉の充実

38 地域福祉の充実

39 障がい者福祉の充実

40 社会保険制度の充実と原爆被爆者対策

41 快適で持続可能な生活環境づくり

42 ごみ・し尿の適正な処理

地域安全課､福祉課､介護保険課､政策企画課

生涯学習課､政策企画課

健康保険課､介護保険課

産業振興課

政策企画課､産業振興課

都市計画課､土木管理課､政策企画課

地域安全課

地域安全課

秘書広報課､総務課､政策企画課

財政課､政策企画課､税務課､収納推進課､契約管財課､
産業振興課

こども政策課､生涯学習課

生涯学習課､地域安全課､学校教育課

学校教育課､教育総務課

政策企画課

生涯学習課

生涯学習課

政策企画課

生涯学習課､学校教育課､総務課

総務課､生涯学習課､学校教育課

産業振興課

産業振興課

産業振興課

産業振興課

産業振興課､政策企画課､土木管理課

産業振興課､政策企画課

水道課

下水道課

都市計画課､土木管理課

政策企画課

政策企画課､総務課､秘書広報課､契約管財課､
生涯学習課､産業振興課､住民環境課

地域安全課

地域安全課､土木管理課

地域安全課､生涯学習課

健康保険課､こども政策課

健康保険課

こども政策課､政策企画課

介護保険課､福祉課､健康保険課､産業振興課

福祉課､介護保険課､地域安全課

福祉課

介護保険課､福祉課､健康保険課

住民環境課

住民環境課

②

訪
れ
た
い
、
住
ん
で
み
た
い
魅
力
的
な
ま
ち
づ
く
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

③

す
な
お
で
元
気
な
長
与
っ
子
育
成
プ
ロ
ジ
ェ
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ト

④

健
康
づ
く
り
と
長
生
き
・
安
心
ま
ち
づ
く
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

①

未
来
の
産
業
創
出
に
向
け
た
ま
ち
づ
く
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

1 協働による
持続可能な社会

5 安全・快適・

便利な暮らし

3 創造性と
活力ある産業

4 魅力あるまちと

新しいひとの流れ

2 心を育む

教育と文化

6 ぬくもりのある
健康と福祉のまち
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第４節 戦略プロジェクト 

国は、少子高齢化と人口減少対策を強力に推し進めるため、令和元年 12月に第２期「ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」を決定し、引き続き地方と一体となり、第１期の 5年間で

の取組を踏まえ、地方創生の目指すべき将来や、2020 年度を初年度とする今後 5 か年の目

標及び施策の方向性等を取りまとめました。 

 

 

 【国の第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」 における今後５か年の目標】 

 人口急減・超高齢化という我が国が直面する大きな課題に対し、政府一体となって取り組み、

各地域がそれぞれの特徴を活かした自律的で持続的な社会を創生することを目指す。 

人口減少を克服し、将来にわたって成長力を確保し、「活力ある日本社会」を維持するため、 

 「稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする」 

 「地方とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる」 

 「結婚・出産・子育ての希望をかなえる」 

 「ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる」 

という４つの基本目標に向けた政策を進める。 

 
本町も国の動向を踏まえ、人口減少と少子高齢社会に適切に対応し、将来にわたって「活

気ある長与町」を維持すると同時に、10年後の将来像「人・緑・未来 つなぎ はぐくむ な

がよ」を実現し、「幸福度日本一のまち」を創るため、本計画における 42の施策中から、関

連する主要な取組を集約※1し、国の 4つの基本目標に則して「4つの戦略プロジェクト」と

して整理し、その効果的な推進を図ることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、戦略プロジェクトには、取組の評価と計画の進行管理を効率的・効果的に推進する

ため、関連する数値目標を併せて盛り込みます。 

【本計画における戦略プロジェクト】 

 1 未来の産業創出に向けたまちづくりプロジェクト 

 2 訪れたい、住んでみたい魅力的なまちづくりプロジェクト 

 3 すなおで元気な長与っ子育成プロジェクト 

 4 健康づくりと長生き・安心まちづくりプロジェクト 

※1 ４２の施策中では、★印を付しています。 
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未来の産業創出に向けた 
ま ち づ く り プ ロ ジ ェ ク ト 1 

①地域資源・産業を活かした地域の競争力強化 
⚫ 農地の集約・流動化（賃貸借等）による耕作放棄地の解消及び発生防止（P82） 

⚫ 後継者の育成及び認定農業者※の経営基盤強化（P82） 

⚫ UIターン※と連携した新規就農者の確保（P82） 

⚫ スマート農業※普及のための環境整備（P82） 

⚫ 地場産業の６次産業化※や農商工連携※、企業参入等の促進（P83） 

⚫ 効率的な生産技術導入による高付加価値産品の生産（P83） 

⚫ 長与町農業支援センター※による総合的支援（P83） 

⚫ 特産品・農水産物のイベントの開催・PR（P96） 

⚫ 土産品・特産品の開発と販売体制の充実（P96） 

⚫ 森林経営管理制度の推進（P86） 

⚫ 漁場・藻場の再生のための調査・環境改善策の研究支援（P88） 

⚫ 水産加工品の開発・販売への支援（P88） 

⚫ 新事業等展開に向けた支援（P90） 

⚫ 後継者の育成と事業承継への支援（P90,92,100） 

⚫ 創業相談窓口・創業支援ネットワークの充実（P90） 

⚫ チャレンジショップ※を活用した創業支援（P90） 

⚫ 新分野進出等への経済的・技術的支援（P92） 

 【稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする】 

人口減少・少子高齢化が進行し、地域における労働力人口の減少、消費市場の縮小が懸念さ

れる中、賑わいと活気を維持するとともに、人が訪れ、住み続けたいと思えるような地域を実

現するためには、地域の稼ぐ力を高め、魅力的な仕事・雇用機会を創出し、誰もが安心して働

けるようにすることが重要です。 

ここでは、既存産業の育成・拡充に努め、関係機関と連携した新たな産業・雇用創出、人材

育成を図ることで、町内や圏域で働き、住み続けられるような「しごとづくり」を目指します。 

また、未来技術を活用し、将来の産業基盤構築に向けた環境・教育の整備に努めるなど、た

だ住むだけではない、「何かを生み出す可能性」づくりに挑戦します。  
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②多様な主体と連携した産業・雇用・人材の創出 

⚫ 大学等と連携した各種プログラムの企画・実践及び産業振興・人材育

成の推進（P44） 

⚫ 県や近隣市町と連携した企業誘致活動（P100） 

⚫ テレワーク※・サテライトオフィス※の推進（P100,116） 

⚫ ハローワーク等関係機関と連携した就業機会の提供（P100） 

⚫ 関係機関と連携した創業支援（P100） 

⚫ 仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し（P78） 

③未来に向けた長与の基盤を創る 
⚫ Society5.0 など時代に則した新たな取組の研究・推進（P116） 
⚫ 県立大学情報セキュリティ産学共同研究センター（仮称）※を活

用した産業振興（P100,116） 
⚫ 町内情報通信環境の整備推進・活用（P116） 
⚫ ふるさとキャリア教育※の推進（P61） 

（関連する主な数値目標） 
 

分類 数値目標 現状値（R1) 目標値（R7) ページ 

  町内事業所就業者数 9.239人(H28) 9,500人 100 

① 農業産出額 
288千万円
(H30) 

320千万円 
82 

① 農地利用集積面積 1.8ha 10ha 82 

① 耕作放棄地解消面積 6.4ha 8.0ha 82 

① 有害鳥獣による被害額 892.1万円 584.0万円 82 

① 認定新規就農者※数 2人 4人 82 

① 認定農業者数 73人 75人 82 

① 農産物直売所販売額 426.8百万円 440.0百万円 83 

①  ふるさと応援寄附金返礼品数 75種 200種 83 

① 森林経営管理制度意向調査実施面積 0ha 42ha 86 

① 漁獲（水揚げ）量 11.8t 12.0t 88 

① 小売業年間販売額 
21,926百万円
（H28） 

24,000百万円
（H28） 

90 

① 創業支援相談件数 11件 15件 90 

① 創業関係セミナー参加者数 13件 20件 90 

① 製造品出荷額 5,343百万円 6,000百万円 92 

② 県立大学シーボルト校との連携事業件数 10件 12件 44 

③ ICTを活用した新たな取組数 0件 5件 116 

③ AI、RPA※等業務効率化のための先端技術導入 未導入 導入済 50 
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訪れたい、住んでみたい 
魅力的なまちづくりプロジェクト    2 

 【地方とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる】 

 将来にわたって活気と賑わいを維持していくためには、「地方にこそ求める暮らしが

ある」といった夢や希望を抱いて地方への移住を希望する「ひとの流れ」を受け入れる

ことも重要です。 

 ここでは、地元の誰もが知っている本町の「都市機能の利便性」や「身近で豊かな自

然環境」、「子育てと教育のまちであること」を効果的に発信したり、遊び心のあるイベ

ントや事業を展開していくことで、「長与って面白い」「長与を訪れたい」と思わせるよ

うな「つながり」づくりに努めます。 

さらには、新図書館の整備を推進するなど生活環境の魅力をより一層向上させ、興味

を持つだけでなく移住をしたくなるまち、今住んでいる人もずっと住み続けたくなるま

ちを目指します。 

 

①長与の魅力を高め、発信し、新たな人の流れを創る 
⚫ 農業体験・漁業体験等の推進（P96） 

⚫ 特産品・農水産物のイベントの開催・PR（P96） 

⚫ 観光ルート・ネットワークの構築（P96） 

⚫ 県や近隣市町と連携した観光プロモーション等の推進（P96） 

⚫ シーサイドストリート※を活用したシーサイドマルシェ※等のイベント開催（P96） 

⚫ 県、大村湾流域市町と連携した広域的な取組の推進（P96） 

⚫ 大村湾の景観を活かした自転車関連事業（長崎県サイクルツーリズム※等）の推進

（P96） 

⚫ 県等と連携した特定複合観光施設（IR）の開業に向けた取組と情報発信（P96） 

⚫ 大村湾を活かした海洋スポーツの推進（P68,96） 

⚫ 自然と触れ合える遊歩道の整備（P104） 

⚫ 親子や多世代で楽しめる中尾城公園のリニューアル（P104） 

⚫ 新幹線開業に向けた関係機関と連携した取組の推進（P96,114） 

⚫ 国や県と連携した MaaS※の導入検討（P114） 
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②長与への移住・定住の流れを創る 
⚫ 移住・定住促進に向けた情報発信（P98） 

⚫ 若者を中心とした定住意識の醸成（P98） 

⚫ 関係人口の創出・拡大と交流人口の拡大に向けた継続的な取組の推進（P98） 

⚫ ふるさと応援寄附金制度の有効活用（P54,98） 

⚫ テレワーク・サテライトオフィスの推進（P100,116） 

③生活環境の魅力を高める 
⚫ 新図書館の整備推進（P66） 

⚫ 広域行政による行政サービス・施策の推進（P50） 

⚫ 連携中枢都市圏における連携事業の推進（P50） 

⚫ 土地区画整理事業の推進と適正な市街地形成の誘導（P104） 

⚫ 公共施設の再配置等の検討（P104） 

⚫ 交通事業者と連携した既存路線バスのルート・ダイヤ見直し（P114） 

⚫ 自然環境と調和した美しい市街地景観形成（P105） 

⚫ 自然景観の保全（P150）   

⚫ 環境美化活動の推進（P150） 

 
（関連する主な数値目標） 
分類 数値目標 現状値（R1） 目標値（R7） ページ 

  社会動態 －232人 ±0人 98 

① 主要イベント来客数 47,037人 50,000人  96 

① 特産品・農水産物イベントの回数 5回 6回 96 

① 体験ペーロン※参加者数 3,206人 3,744人 96 

② 移住相談者数 29人 40人 98 

② 
ながさき移住サポートセンター※及び町が関与し
た移住者数 

27人 30人 98 

② 移住ホームページ閲覧件数 1,572件 1,700件 98 

② ふるさと応援寄附金ホームページ閲覧件数 29,566件 56,000 件 98 

② 
テレワーク・サテライトオフィス等の誘致事業所
数 

0件 3件 100 

③ 
長崎広域連携中枢都市圏ビジョン 
「生活関連機能サービス向上」分野における連携
事業数 

21件 27件 50 

③ 公共交通が充実していると思っている人の割合 27.8% 33.0% 114 

③ 
新たな交通路線の導入（町内循環線バス、広域循
環線バスなど） 

未導入 導入済 114 

③ MaaSの導入 未導入 導入済 114 
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す な お で 元 気 な 長 与 っ 子 

育 成 プ ロ ジ ェ ク ト 3 

 【 結 婚 ・ 出 産 ・ 子 育 て の 希 望 を か な え る 】 

 少子化が進行する理由は、「非婚化・晩婚化・晩産化」にあるとされ、さらに就業状

況の変化に伴う結婚・出産・子育てに対する経済的負担感や子育てと仕事の両立のしに

くさなどの要因が複雑に絡み合っています。 

 ここでは、長期的な視点に立った少子化対策を進める観点から、結婚・妊娠・出産・

子育ての各段階に応じ、きめ細やかな対策を総合的に推進し、子どもを安心して生み育

てやすい環境整備に努めるとともに、幼児教育・保育サービス、放課後児童クラブ※の

充実、「仕事と生活の調和」（ワーク・ライフ・バランス※）の実現にも努め、「仕事と子

育ての両立」を図ります。 

 さらに、学校教育にも引き続き注力し、国際化、情報技術の進展等への対応と、子ど

もの力を最大限引き出す学びを実現し、たくましく心豊かな長与っ子を育みます。 

 

① 子どもを安心して産み育てやすいまちを創る 
⚫ 広域連携による婚活支援事業の実施（P137）   

⚫ 子育て世代包括支援センター※の強化（P136） 

⚫ マタニティ教室など妊産婦の健康づくり（P136） 

⚫ 全戸訪問等による健康づくりに関する周知の徹底（P136） 

⚫ 障がい児福祉サービスの充実（P137） 

⚫ 児童虐待予防と対応の体制強化（P137） 

⚫ 病児・病後児保育※の充実（P137） 

⚫ ブックスタート事業※の充実（P58） 

⚫ ファミリープログラム※による家庭教育支援（P58） 

⚫ 親子や多世代で楽しめる中尾城公園のリニューアル（P104） 

②子育てと仕事が両立できるまちを創る 
⚫ ファミリーサポートセンター※の近隣市町との相互利用（P137） 

⚫ 幼児教育・保育サービスの量的確保及び質の向上（P137） 

⚫ 放課後児童クラブの充実（P137） 

⚫ 子育て・介護支援環境整備と相談体制の充実（P78） 

⚫ 仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し（P78） 
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③たくましく心豊かな長与っ子を育む教育環境を創る 

⚫ すなおで元気な長与っ子を育むために「家庭教育 10か条」の推進（P64） 

⚫ メディア安全指導の充実（P64,116） 

⚫ 一人一人に目が行き届く指導の充実（P60） 

⚫ ながよ検定※の充実（P60） 

⚫ 特別支援教育※の充実（P60） 

⚫ 道徳教育・人権教育の充実（P60） 

⚫ スポーツ・文化活動の推進（P60） 

⚫ いじめなど心の問題に対応する取組（P60） 

⚫ 不登校ゼロを目指す取組の推進（P60） 

⚫ 英語教育の充実（P61） 

⚫ 国際交流の推進（P61） 

⚫ コミュニティスクール※（学校運営協議会）の推進（P61） 

⚫ ふるさとキャリア教育の推進（P61） 

⚫ 学校 ICT教育の推進と環境整備（P61） 

 
（関連する主な数値目標） 

分類 数値目標 現状値（R1） 目標値（R7） ページ 

  合計特殊出生率※ 1.57(H30) 1.88 136 

  
子育て支援や子育て環境が充実していると 
思っている人の割合 

70.4% 75.0% 136 

① 婚活支援事業を通して結婚した人数 1人 10人 137 

① 家庭教育学級の開催数（乳幼児） 3回 24回 58 

① 保育士・教諭向け学習会の参加人数 467人 508人 58 

① 
「ファミリープログラム」を導入した研修会等の
実施回数（乳幼児） 

2回 12回 58 

① 子育て Webサイト大きくなーれ閲覧件数 59,328件 70,000 件 136 

① 3～4か月児乳幼児健診受診率 97.1% 100% 136 

② 子育て支援センター※（児童館）延べ利用者数 15,746人 17,000人 137 

② 保育所待機児童数 0人 0人 137 

② 保育施設定員数 1,063人 1,123人 137 

③ 学校教育における独自の取組・先駆的な取組の数 5件 12件 60 

③ 
地域人材を活かした授業コンテンツ数（各校平
均） 

9件 12件 61 

③ 家庭教育学級の開催数（小・中学校） 32回 37回 64 

③ 
「ファミリープログラム」を導入した研修会等の
実施回数（小・中学校） 

15回 24回 64 

③ メディア安全指導の実施回数 12回 16回 64 
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健康づ く り と 長生 き ・ 安心 

ま ち づ く り プ ロ ジ ェ ク ト 4 

 【ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる】 

 急速に高齢化が進み、高齢者世帯の増加や単身化が進行している中で「まち」の活力

を維持するためには、生涯現役の社会づくりを推進し、住民の皆様が将来にわたって、

安心して健やかに暮らすことができる地域を創ることが求められています。 

 ここでは、町民一人一人の疾病・介護予防※や健康増進の取組を支援するとともに、

スポーツを通じた健康づくりを進めます。 

 さらに、誰もが住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生最後まで続けられるよう、

医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に提供される地域包括ケアシステムの構

築を進めます。 

 また、安心して住み続けられるまちづくりには、地域の安全・安心の確保が不可欠な

ことから、防災、防犯、交通安全の確保とその有力な担い手である自治会や地区コミュ

ニティ※組織等各種団体相互の連携強化に努めます。 

① 町民一人一人の主体的な健康づくりを応援する 
⚫ 健康づくりに取り組む団体等の育成と活動支援（P128） 

⚫ 特定健康診査※、がん検診等各種検診事業の実施（P128） 

⚫ 保健指導、栄養指導、健康教育、健康相談事業等の充実（P128） 

⚫ フレイルなど心身の課題へのきめ細やかな対応（P128） 

⚫ 心の健康・引きこもり等相談支援体制の構築（P129） 

⚫ 自殺対策連絡会議と連携した自殺対策計画の推進（P129） 

⚫ 新型インフルエンザ※等新興感染症による健康被害低減のための危機管理体制の構築

（P132） 

②スポーツや運動を通じた健康づくりを応援する 
⚫ スポーツを通じた健康増進・心身形成・病気予防に向けた取組の推進（P68） 

⚫ 各種スポーツ大会・スポーツ教室の開催（P68） 

⚫ スポーツ団体等の育成（P68） 

⚫ 民間と連携した健康ウォーキングの普及（コース設定やイベント開催）（P128） 

⚫ 健康寿命※の延伸を目的とした運動プログラムの開発やサービス事業の 

充実・育成（P128） 
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③住み慣れた地域で自分らしい 
暮らしを続けることができるよう応援する 
⚫ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業の推進（P128,140） 

⚫ 老人クラブ・自治会・サロン・ボランティア等による地域の支え合い活動の

拡大（P140） 

⚫ 認知症予防と認知症に理解があるまちづくりの推進（P140） 

⚫ 在宅医療・介護の連携と充実（P140） 

⚫ 見守りや生活支援の推進（P142） 

⚫ 福祉の担い手・団体の育成（P142） 

⚫ ユニバーサルデザイン※のまちづくり（P105） 

 

④美しい自然と共生した、外出が楽しくなるまちづくり 

⚫ 自然と触れ合える遊歩道の整備（P104） 

⚫ 自然環境と調和した美しい市街地景観形成（P105） 

⚫ 生涯学習の各種講座・学級等の開催（P66） 

⚫ 文化活動・教室等の普及・支援（P70） 

⑤地域の繋がりと安全安心な暮らしを応援する 
⚫ 地区コミュニティ組織・人材のネットワーク強化と相互交流の促進（P46） 

⚫ 自治会（組織・人材）、NPO、関係団体等のネットワーク強化（P48） 

⚫ 地域防災計画に基づく適切な災害対応（P118） 

⚫ 災害に対する知識の普及と情報発信（P119） 

⚫ 地域・関係機関等と連携した交通安全対策の推進（P122） 

⚫ 自治会・地区コミュニティ組織等と連携した防犯活動の実施（P124） 

⚫ 郷土芸能の後継者育成・支援（P70） 

（関連する主な数値目標） 
分類 数値目標 現状値（R1） 目標値（R7） ページ 

  長与町に住み続けたいと思う人の割合 83.8% 87.3% 98 

① 平均自立期間（男性） 80.35歳(H27) 延伸 128 

① 平均自立期間（女性） 84.49歳(H27) 延伸 128 

① 運動習慣者の割合（特定健診問診） 43.7% 50.0% 128 

① ミックンポイント事業※参加者数（累計） 1,500人 3,500人 128 

② スポーツ施設利用者数（小・中学校施設を含む） 350,100人 368,000人 68 

② スポーツイベント参加者数 8,104人 9,300人 68 

③ 要介護認定率 16.4% 16.0% 140 

③ 認知症サポーター数 2,995人 4,000人 140 

③ 
支え合いながよ第２層協議体※設置数 
（コミュニティごとに設置） 

0か所 5か所 142 

③ 避難行動要支援個別支援計画※作成地区数 27地区 47地区 142 

④ 公立公民館等(6施設)の利用者数 115,143人 116,000人 66 

④ 町民文化ホール利用者数 35,914人 42,000人 70 

④ 町民文化祭の参加者数（延べ） 5,290人 6,300人 70 

⑤ 自治会加入率 68.0% 70.0% 48 

⑤ 防災メール登録者数（SNS※登録者含む） 4,874人 7,700人 118 

⑤ 交通事故発生件数 90件 減少傾向の維持 122 

⑤ 犯罪認知件数 49件 減少傾向の維持 124 
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分野別まちづくり計画は、6 つの基本計画に基づく、42 の施策の具体的な取組等を示し

ています。各分野の見方は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第５節 分野別まちづくり計画 

それぞれの施策を 

見開きで整理しています。 

施策の名称 

 

取組を進める所管課 

（令和３年３月現在） 

各施策の目標と

取組の意図・背

景などを整理し

ています。 

施策に関連する

まちの現状や課

題をコンパクト

に整理していま

す。 

施策の SDGｓ

該当分野 
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施策の達成度を具体的に計るための指標を施策ごとに設定し

ています。原則として R1年度を基準値とし、計画期間である

R7年度を最終目標としています。 

施策の目標を達成する

ための取組の方向性と、

具体的な取組を示して

います。 

 

←主な取組 

※は用語解説です。 
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基本目標 

１ 
協働 

分 野 別 ま ち づ く り 計 画 

協働による持続可能な社会 

基本目標 １ 
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１ 多様な協働の環境づくり  
所管／地域安全課、福祉課、 

介護保険課、政策企画課 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画の目標 

町民とともに長与の未来を考え、共感し、実践できる“協働”の環境を創ります。 

現状と課題 

 
SDGs 
該当分野 

基本目標 1 協働による持続可能な社会 

積極的に参加

している

6.8 

内容によっては

参加している

44.1 

ほとんど参加

していない

25.0 

まったく参加

していない

18.8 

無回答

5.3 

■地域活動に参加している割合（単位：％） 

資料）長与町まちづくり町民意識調査 

（令和元年） 

⚫ まちづくりを町民とともに考え、実践していく“協働”

は、本町のまちづくりの基本的な考え方のひとつで

す。 

⚫ 地方創生の観点からも、地域に関わる一人一人が

地域の担い手として自ら積極的に参画し、地域資

源を活用しながら、NPO、企業などの多様な主体と

連携・協働することが求められています。 

⚫ まちづくりの主役が、町民一人一人であるという意

識啓発・情報共有のための情報発信を進めなが

ら、多様な場面における参画の機会を設けます。 

⚫ さらに、本町の地域資源のひとつである大学等の

研究機関と連携し、産業振興や人材育成を図りま

す。 

【協働の基本原則】 

① 目的の共有 協働には、担い手間で「なぜ、何のためにやるのか」

という「目的」の共有が必要です。 

② 自主性と 

自立性 

本町が目指す協働は、担い手の「自主性と自立性」に

基づき、自らの責任において取り組むことが求められ

ます。 

③ 相 互 理 解 と

役割分担 

効果的な協働には、協働の相手方の特性を十分に理

解し尊重すると同時に、適切な役割分担に努める必

要があります。 

④ 対等な関係 協働は、あくまで対等な関係であるべきで、間違って

も一方が他方に従属することがないよう留意しなけれ

ばなりません。 

⑤ 情 報 の 共 有

と公開 

担い手間での問題意識の共有が協働の動機となり、

先進的な事例等についての情報発信は、新たな取組

と担い手の拡大に寄与します。 

⑥ 評価と見直し 協働の取組を効果的に進め、定着を図るには、PDCA

サイクルによる評価と見直しを実施するなど常に改善

に努める姿勢が求められます。 

 資料）長与町協働のまちづくり基本方針 

（平成 24 年 3 月策定） 

 

少子高齢化などの背景の中、協働の重要性はより高まっています。 

 

 

 

 

 

 

多様な協働の環境づくり

多様な協働の機会づくり

協働を支える団体や人材の育成と活動支援

大学連携による協働のまちづくりの推進
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主な達成目標 現状値（R1） 目標値（R7） 

ボランティア活動に 

参加している人の割合 
10.1％ 15.0％ 

 

（具体的な取組） 

１ 多様な協働の機会づくり 

多様な協働の機会を創出するため、町内で実施されている各種のイベントの企画・開催をはじめ、庁内の審議会や
計画策定段階におけるワークショップなど、町民参画の機会や場を設けます。 

【主な取組】 ● 町が主催する各種イベント等における協働の推進 

● 審議会等における町民参画の機会づくり 

● まちづくり計画策定段階における町民参画の機会づくり（アンケート、ワークショップ等） 
  

 

２ 協働を支える団体や人材の育成と活動支援 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
ボランティア活動に参加している人の割合 10.1％ 15.0％ 
協働に関する意識啓発や情報共有を図るため、町のホームページや広報誌など既存媒体を活用した情報発信に

努めます。また、各種研修会や講座等を開催し協働を支える団体・人材を育成するほか、各種団体や人材のネットワ
ーク化、マッチング機会の提供による活動支援を行います。 

【主な取組】 ● 広報誌やホームページによる情報発信 

● 各種講習会・研修会等の開催  

● 地域で活動する団体への活動支援と相互ネットワークの構築 
  

 

３ 大学連携による協働のまちづくりの推進 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
県立大学シーボルト校との連携事業件数 10 件 12 件 
町内に立地する長崎県立大学シーボルト校や県立長崎高等技術専門校などは、本町の有力な地域資源です。こ

れらの研究機関と連携し、公開講座や学術講座、各種の交流事業の企画・実践に取り組みます。 

【主な取組】 ★ 大学等と連携した各種プログラムの企画・実践及び産業振興・人材育成の推進 
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２ 地区コミュニティ活動の推進  所管／地域安全課 

 
SDGs 
該当分野 

基本目標 1 協働による持続可能な社会 
 

 

計画の目標 

小学校区を基本とした５つの地区コミュニティ活動を支援し、 
住民参加によるまちづくりを活性化させます。 

⚫ 近年、地区コミュニティは、地域への誇りと愛着の

醸成、災害対応力の向上など多様な意義や価値を

有するのみならず、地域の合意形成を図る上でも

有用と考えられ、その維持・強化の必要性が強調

されています。 

⚫ 小学校区を基本とした本町の５つの「地区コミュニ

ティ」は、住民参加による手づくりのまちづくりを進

める重要な枠組であり、更なる活性化が求められ

ています。 

⚫ 本町では、引き続き主体的な地区コミュニティ活動

を人的・財政的に支援するとともに、多様な情報発

信を通じて活動への理解の醸成と参加促進を図り

ます。 

５つの地区コミュニティを単位にまちづくりが展開されています。 

 

 

 

 

 

 

本町では、昭和 47 年に自治省（現在の総務省）のモデルコミュニ

ティ構想に基づき、高田地区がモデルに指定され、現在の「高田地区

コミュニティ活動推進会議」が設立。平成 14 年度より「生き活きコミュ

ニティ振興プラン：21」事業が実施され、各小学校区を単位とした地区

コミュニティづくりが進められました。 

 現在、自治会会員数の減少により地区コミュニティの会員も減少傾

向にあります。地区コミュニティの活動活性化のため、自治会加入率

の向上と併せ、若い世代の活動参加を促進するために、情報発信等

により地区コミュニティの理解醸成を図る必要があります。 

現状と課題 

地区コミュニティ活動の推進

地区コミュニティ活動への支援

地区コミュニティへの理解醸成と参加促進
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主な達成目標 現状値（R1） 目標値（R7） 

地域活動に参加している人の割合 50.9％ 60.0％ 

 

（具体的な取組） 

１ 地区コミュニティ活動への支援 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
コミュニティ地区連絡協議会事業回数 6 回 9 回 
主体的な地区コミュニティ活動の活性化のための人的支援や財政支援を行うほか、リーダーの育成及び組織・人

材のネットワーク化や相互交流の場の創出に努めます。 

【主な取組】 ● 地区コミュニティ組織への人的支援 

● 地区コミュニティ組織への財政支援 

● 地区コミュニティリーダー育成のための研修会・講演会等の開催 

★ 地区コミュニティ組織・人材のネットワーク強化と相互交流の促進 

  

 

２ 地区コミュニティ活動への理解醸成と参加促進 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
コミュニティ活動・イベント等の 
広報誌掲載回数 0 回 4 回 

地区コミュニティ活動への理解醸成と参加促進を図るため、広報誌やホームページ、SNS など各種媒体を活用した

情報発信に努めます。 

【主な取組】 ● 広報誌やホームページ、SNS等による情報発信 

   

 

 

 

 

 

  

 

【各地区コミュニティにおける将来像】 
 
長与中央地区 
緑と水をまもり、人にやさしく、住んでよかった中央地区 
～子どもも大人も多様な交流で取り組む安心安全な地域づくり～ 
長与南地区 
みんな笑顔 快適に安心して暮らせる潤いのある南地区 
～絆を深めて共生・共働の地域づくり～ 
長与北部地区 
笑顔でふれあい 緑と人とが調和し豊かな心を育む北部地区 
～子どもから高齢者まで、みんなにやさしく安全安心な地域づくり～ 
高田地区 
安心安全で人にやさしく、いつまでも住みつづけたいまち 高田 
～子どもから大人までやさしさでつながる地域づくり～ 
上長与地区 
みんなでめざそう！「人情」と「笑顔 100％」の住みよい地域 上長与 
～若い力が活かされ、思いやりのある心豊かな人集う地域づくり～ 
 
出典：各地区コミュニティ作成「まちづくり計画書」(H26.3) 
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３ 自治会活動の推進 所管／地域安全課 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SDGs 
該当分野 

基本目標 1 協働による持続可能な社会 
 

 

計画の目標 

安全・安心な暮らしを支える最も身近な住民組織として、 
自治会活動への支援と持続可能な自治会組織の育成に努めます。 

現状と課題 

⚫ 本町には 50 の自治会があり、それぞれの自治会

で、地域安全パトロールなどの防犯活動やごみス

テーションの清掃といった環境美化活動などが行

われているほか、鯉のぼりの設置や夏祭りの開催

など自治会ごとに様々な工夫を凝らした活動も行

われています。一方で、近所づきあいの希薄化に

よる加入率の低下や高齢化による役員のなり手不

足が課題となっています。 

⚫ 本町では、引き続き、それぞれの自治会が主体的

に活動できるよう支援するとともに、積極的な情報

発信により自治会活動への理解の醸成と加入促

進に取り組みます。 

⚫  

 
資料）地域安全課 

78.1%

76.3%
75.4%

74.2%
73.3%

72.5%

71.5%

69.9%
69.2%

68.0%

62%

64%

66%

68%

70%

72%

74%

76%

78%

80%

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01

加入率

〇啓発活動 

  ・庁舎懸垂幕の設置 

  ・自治会にのぼり旗を設置 

  ・各地区に横断幕を設置 

  ・加入促進グッズの作成 

〇自治会加入促進調査研究会の開催 

  ・加入促進について、自治会長会をはじめとした

関係団体での協議を実施しています。 

〇開発事業者への自治会加入への協力依頼 

  ・新しく入居する住民に対し、建築主や家主の方

からの加入の呼びかけをお願いしています。 

自治会加入率は低下傾向。 

町では自治会や関係団体の協力を得ながら、

以下の取組を行っています。 
■自治会加入率の推移（単位：人） 

【のぼり旗】 

 

自治会活動の推進

自治会活動への支援

自治会活動への理解醸成と加入促進
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主な達成目標 現状値（R1） 目標値（R7） 

自治会加入率 68.0％ 70.0％ 

 

（具体的な取組） 

１ 自治会活動への支援 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
研修開催数 1 回 2 回 
主体的な自治会活動を促進するための財政支援を行います。また、活動の活性化を図るため、自治会同士や関係

機関とのネットワーク強化に努めるとともに、持続可能で効果的な自治会活動を担うコミュニティリーダーの育成を目
指し、各種研修会・役員交流会・講演会等を開催します。 

【主な取組】 ● 自治会活動への財政支援 

● 研修会等の開催によるリーダー育成 

★ 自治会（組織・人材）、NPO、関係団体等のネットワーク強化 
  

 

２ 自治会活動への理解醸成と加入促進 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
自治会加入促進に係る 
広報誌掲載回数 1 回 4 回 

自治会活動への理解醸成と加入促進を図るため、広報誌やホームページ、SNS など各種媒体を活用した情報発
信を行い、さらに新設住宅の建築主や開発事業者など関係者に対し、自治会加入への理解・協力を呼びかけます。 

【主な取組】 ● 広報誌やホームページ、SNS等による情報発信 

● 建築主や開発事業者など関係者に対する自治会加入への理解・協力の呼びかけ   
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４ 経営感覚のある行政運営 
所管／秘書広報課、総務課、 

政策企画課 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SDGs 
該当分野 

基本目標 1 協働による持続可能な社会 
 

 

計画の目標 

現状と課題 

⚫ 今の時代にふさわしい質の高い行政サービスを提

供していくため、積極的に情報公開・情報発信する

とともに広聴機会を充実させるなど、行政運営上の

透明性の確保に努めます。 

⚫ さらに、従来から広域で取り組んできた消防・救

急、火葬場運営等に加え、地方創生の観点から一

定の圏域人口を確保し、活力ある社会経済を維持

するための拠点として形成した連携中枢都市圏に

ついて、取組の深化に努めます。 

⚫ また、職員の人材育成に取り組みながら、民間活

力の効果的な導入や、ICT 技術の活用等により、

効率的で質の高い行政サービスの展開を図りま

す。 

地域課題の解決や住民サービスの向上に向け、広聴機会の充実を図るととも
に、広域行政や ICT 技術の活用等により、効率的で質の高い行政運営に努め
ます。 
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■市区町村別人口 1 万人あたり職員数（単位：人） 

効果的・効率的な行政運営を目指します。 

本町における人口 1 万人あたり職員数は県内で最も少ない状況です。持続可能で質の高い行政運営のた
め、長崎市・時津町と連携した広域行政の取組を推進していくほか、職員の人材育成等に努めます。また、透
明性の確保のため、広報・広聴機会の充実を図り、町民の声を反映した町づくりに努めます。 

■広域行政による取組例  

 

資料）総務省 給与・定員等の調査結果 

（平成 31 年 4 月 1 日時点） 

長崎県後期高齢者医療広域連合※（県下全市町） 
国民健康保険における財政運営（長崎県と県下全市町） 
長与・時津環境施設組合（一般廃棄物処理） 
消防・救急業務（1 市 2 町） 
火葬場の設置・運営（1 市 2 町） 
広域的な二次救急医療体制の維持・確保（1市2町、西海市） 
ファミリーサポートセンターの相互利用（1 市 2 町） 
図書館・図書室の相互利用（1 市 2 町） 
合同企業面談会の実施、学生等の地元定着支援（1 市 2 町） 
移住相談会の共同実施（1 市 2 町） 
広域避難体制の構築（1 市 2 町） 

※1 市 2 町：長崎市・長与町・時津町 

経営感覚のある行政運営

行政情報の発信と広聴機会の充実

行政改革の推進

広域行政の推進

多様な官民連携手法(PPP）の導入検討
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主な達成目標 現状値（R1） 目標値（R7） 

SNS による情報発信数 229件 290件 

 

（具体的な取組） 

１ 行政情報の発信と広聴機会の充実 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
町ホームページ更新件数 1,275 件 1,440 件 

SNS フォロワー数 3,507 人 6,300 人 

行政運営における透明性を確保するとともに、幅広い行政情報を町民に的確にわかりやすく伝えるため、広報誌
やホームページ、SNS など多様な媒体を利用した情報発信に努めます。また、町民のまちづくりに対するニーズを広
く把握するため、ほっとミーティング※やまちづくり提案箱等による広聴機会の充実を図ります。 

【主な取組】 ● 広報誌やホームページ、テレビ、SNSなど多様な媒体を利用した情報発信 

● 情報アクセシビリティ※の向上 

● ほっとミーティングやまちづくり提案箱等による広聴機会の充実 
  

 

２ 行政改革の推進 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
AI、RPA 等業務効率化のための先端技術導入 未導入 導入済 
職員研修の受講者数（回・1 人あたり） 3.2 回 3.6 回 
組織全体の生産性向上に向けた定員管理の適正化及び給与の適正化に努めます。また、効率的で効果的な事

務・業務を推進するため、職員の意識啓発に努めながら ICT 技術の有効活用を推進するとともに、多様化・高度化す
る政策課題に的確に対応できる政策形成能力やマネジメント力、コミュニケーション力を持つ職員の育成を目指し、各
種研修を実施します。 

【主な取組】 ● 定員管理の適正化 

● 給与の適正化 

● 職員の意識啓発と事務効率化の推進 

●  AI、RPA等の ICTを活用した事務効率化の推進 

● 情報公開・個人情報保護の推進 

● 人材育成の推進と職員の能力開発 

  

 

３ 広域行政の推進 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
長崎広域連携中枢都市圏ビジョン 
「生活関連機能サービス向上」分野における連携事業数 21 件 27 件 

広域行政による効率的で効果的な行政サービス・施策の推進を図ります。また、生活圏を共有し、本町とともに連
携中枢都市圏を形成する長崎市・時津町と連携したまちづくりを推進します。 

【主な取組】 ★ 広域行政による行政サービス・施策の推進 

★ 連携中枢都市圏における連携事業の推進   
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４ 多様な官民連携手法(PPP※）の導入検討 

民間の優れたノウハウを活用し、効率的で質の高い行政運営を行うことを目的に、アウトソーシング※や PFI※など
多様な官民連携手法（PPP）の導入を検討します。 

【主な取組】 ● アウトソーシングなど多様な民間活力の導入促進 

   

  

■町の広報誌はスマートフォン・タブレットからも閲覧できます 

■長与町の SNS アカウント 
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５ 効率的な財政運営 
所管／財政課、政策企画課、 

税務課、収納推進課、 
契約管財課、産業振興課 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
SDGs 
該当分野 

基本目標 1 協働による持続可能な社会 
 

計画の目標 

自主財源の確保に努めながら、施策評価※等の PDCA と連動した 
効率的で健全な財政運営を行います。 

⚫ 本町の財政運営は、各種の指標によると、現在は

安定的な状況にありますが、社会保障関係費の大

幅な伸びや進行中の大型公共事業、さらに今後、

老朽化した公共施設等の維持管理経費の増大が

見込まれるなど、将来的には厳しいものになること

が懸念されます。 

⚫ そのため、財政の健全性を維持し、最小の経費で

最大の効果をあげるよう、施策評価等の PDCA と

連動した効率的な財政運営を基本に、自主財源の

確保や町有財産の有効活用等に総合的に取り組

みます。 

 

現状と課題 

※その他の内訳 

繰越金(5 億 6,979 万円) 

諸収入(1 億 5,050 万円) 

寄附金(6,173 万円) 

財産収入(1,010 万円) 

※その他の内訳 

商工費(8,497 万円) 

労働費(4,893 万円) 

災害復旧費(1,929 万円) 

諸支出金(302 万円) 

令和元年度 

一般会計決算 

＜歳入＞ 

135 億 8,544万円 

健全化判断比率 　 単位 ：　％

早期健全化基準 財政再生基準

実質赤字比率 － 13.83 20.00 － －

連結実質赤字比率 － 18.83 30.00 － －

実質公債費比率 7.5 25.0 35.0 7.2 0.3

将来負担比率 5.4 350.0 　 14.7 -9.3

令和元年度決算 平成30年度
決算

増減

健全な財政運営が推進されていますが、将来に備え、

一層の財政効率化が必要です。 

【健全化判断比率※】 
○実質赤字比率及び連結実質赤字比率※は、赤字が生じていないため「－」で表記しています。 
○各比率において、ひとつでも「早期健全化基準」を超えると財政健全化計画の策定が義務づけら
れ、さらに「財政再生基準」を超えると財政再生計画として再度計画を策定しなければなりません。 
また、財政再生基準を超えると地方債による財務運営ができなくなるなど、行政運営に実質的な制
約が生じてくることになります。 

【資金不足比率※】 
○資金不足比率は、資金不足が生じていないため「－」で表記しています。 
○資金不足比率が「経営健全化基準」を超えた公営企業会計は、「経営健全化計画」の策定が義
務づけられます。 

＜歳出＞ 

127 億 3,763万円 
町税

46億8,819

万円(35%)

繰入金

5億6,963万円(4%)

分担金・負担金

2億4,421万円(2%)

使用料・手数料

1億8,827万円(1%)

その他(※)

7億9,212万円

(6%)

国・県支出金

30億2,192万円

(22%)

地方交付税

21億3,297万円

(15%)

町債

10億6,060万円(8%)

地方消費税交付金

6億4,862万円(5%)

地方譲与税

1億451万円(1%)
その他交付金

1億3,440万円(1%)

歳入 

自主 

財源 

48% 

依存 

財源 

52% 

資金不足比率 　 単位 ：　％

資金不足比率 － － －

令和元年度決算 平成30年度
決算

増減
経営健全化基準

20.00

民生費

51億1,084万円

(40%)

教育費

16億922万円

(13%)

土木費

14億3,141万円

(11%)

公債費

13億6,390万円

(11%)

総務費

13億2,544万円

(10%)

衛生費

10億4,502万円(8%)

消防費

3億7,280万円(3%)

農林水産業費

1億8,806万円(2%)
議会費

1億3,473万円(1%)

その他(※)

1億5,621万円(1%)

 歳出 

効率的な財政運営

効率的な財政運営

自主財源の確保

町有財産の適正管理と有効活用
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主な達成目標 現状値（R1） 目標値（R7） 

健全化判断比率 
抵触なし 

（全て基準値以下） 
抵触なし 

（全て基準値以下） 
 

（具体的な取組） 

１ 効率的な財政運営 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
健全化判断比率 抵触なし（全て基準値以下） 抵触なし（全て基準値以下） 

資金不足比率 資金不足なし 資金不足なし 

持続可能で健全な財政基盤を構築するため、限られた財源の有効活用や事業の重点化を図るほか、施策評価や

事務事業評価※と連動した効率的・効果的な財政運営に努めます。 

【主な取組】 ● 施策評価や事務事業評価と連動した財政運営 

   

２ 自主財源の確保 

税負担の公平化と税収の安定確保を図るため、適正な課税を行うとともに、滞納処分の厳格化に努めます。また、
ふるさと応援寄附金制度の有効活用を図ります。 

【主な取組】 ● 適正な課税実施 

● 滞納処分の厳格化 

★ ふるさと応援寄附金制度の有効活用 
  

 

３ 町有財産の適正管理と有効活用 

公共施設等総合管理計画※に基づき、公共施設等の長期的視点による老朽化対策、適切な維持管理・修繕、トー
タルコストの縮減・平準化に努めます。また、利活用されていない土地等の財産の売払い等を検討します。 

【主な取組】 ● 公共施設等総合管理計画に基づく適正な維持管理の推進 
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基本目標 

２ 
教育・文化 

分 野 別 ま ち づ く り 計 画 

心を育む教育と文化 

基本目標 ２ 
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６ 乳幼児教育・保育の充実 所管／こども政策課、生涯学習課 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SDGs 
該当分野 

基本目標２ 心を育む教育と文化 

 

 

計画の目標 

現状と課題 

家庭・地域、保育所や幼稚園、認定こども園※が一体となり 

質の高い乳幼児教育・保育を推進します。 

⚫ 乳幼児教育・保育は、生涯にわたる人格形成の基

礎や、その後の義務教育の基礎を培うという観点

から、非常に重要なものであり、就学前から積極的

に取り組むことが求められます。 

⚫ 子どもたちの健やかな成長の出発点として、また、

親子の絆づくりや親育ちの場として、家庭教育は、

とても重要なものです 

⚫ 本町では、保育所や幼稚園、認定こども園におけ

る質の高い乳幼児教育・保育を推進するとともに、

家庭や地域における教育力の充実に向けた取組

を強化します。 

（課題） 
・核家族化、地域との繋がりの希薄化が進み、孤立し、不安

な気持ちで子育てをしている親が増えています。 

・本町では、子育ての不安や悩みを、参加者同士が話し合
いながら親として子どもとどう向き合っていくかを学ぶファミ
リープログラムを実施しており、仲間づくりの場としても一
翼を担っています。 

（現状） 
・ブックスタート事業や家庭教育学級等を実施し、親子の触 

れ合いや絆づくり、家庭教育力の向上に努めています。 

・保育士、教諭向けの学習会を行い、質の高い乳幼児教育・ 
保育を推進しています。 

・子育て支援センター、ひばり学級※で保護者向けの子育て講 
座を行っています。 

質の高い乳幼児教育の展開が求められています。 

乳幼児教育・保育の充実

保育所・幼稚園・認定こども園における

乳幼児教育・保育の充実

家庭や地域での教育力の充実

子育て座談会 

ベビーマッサージ 
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主な達成目標 現状値（R1） 目標値（R7） 

家庭教育学級の開催数 

（乳幼児） 
3回 24回 

 

（具体的な取組） 

１ 保育所・幼稚園・認定こども園における乳幼児教育・保育の充実 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
保育士・教諭向け学習会の参加人数 467 人 508 人 
一人一人の個性を伸ばし、自ら活動する意欲や態度を育てる教育・保育活動に努めます。また、保護者支援の充

実を図るとともに、教育・保育の指導力や資質向上に向けた各種研修等による保育士等の人材育成に努めます。 

【主な取組】 ● 乳幼児教育・保育の充実 

● 保護者支援の充実 

● 保育士等の人材育成 
  

 

２ 家庭や地域での教育力の充実 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
「ファミリープログラム」を導入した研修会

等の実施回数（乳幼児） 
2 回 12 回 

家庭や地域での教育力の充実を目指し、望ましい親子の触れ合いや接し方等に関する認識を深めるために、ブッ
クスタートや家庭教育学級、親子教室、子育て研修会等の実施・開催に努めます。 

【主な取組】 ★ ブックスタート事業の充実 

★ ファミリープログラムによる家庭教育支援 

● 家庭教育学級の普及・支援・充実 

● 親子教室・子育て研修会等の開催 
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７ 学校教育の充実 所管／学校教育課、教育総務課 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SDGs 
該当分野 

基本目標２ 心を育む教育と文化 
 

 

   

計画の目標 

現状と課題 

学校での学びにより子どもたちが自他の幸せのために 

より良い未来を創り上げる資質や能力を育成します。 

⚫ 学んだことを未来に活かそうとする「学びに向かう

力」や「人間性」などを育成します。 

⚫ 社会や生活で生きて働く「知識」及び「技能」を育成

します。 

⚫ どのような状況にも対応できる「思考力」「判断力」

「表現力」を育成します。 

⚫ これらを実現するための教育環境を構築します。 

 

長与町では、未来を見据えた様々な事業に取り
組んでいます。 

 「ながよ検定」による基礎学力の確実な定着、グ
ローバル社会を生きる子どもたちに「長与町英語
による国際コミュニケーション活動（NICE）」「ロボ
ットプログラミング」「起業教育」など様々な分野に
興味関心を持つきっかけを作る事業を実施 

 地域とともに学校づくりを進める「全小学校コミュ
ニティスクールの導入」 

 オンライン授業に向けての「オンライン学習プラッ
トフォームの構築」 

 学校教育を支える優秀な人材を輩出する「教師
塾」を創設し、「情熱」、「指導力」、「人間力」の高
い教師を育成 

予測困難な時代ですが、現状にとらわれず、様々
な新しい取組を実行していきます。 

「未来を見据えた」教育が求められています。 

■学校教育における独自の取組・先駆的な取組 

 

学校教育の充実

基礎・基本の定着と活用力の向上

一人一人のニーズに応じた特別支援教育の充実

豊かな心の啓培

健康安全教育の推進

国際化に対応できる人材の育成

地域と連携した教育の推進

教育環境の充実

教職員の資質向上
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主な達成目標 現状値（R1） 目標値（R7） 

学校教育における独自の取組・ 

先駆的な取組の数 
5件 12件 

 

（具体的な取組） 

１ 基礎・基本の定着と活用力の向上 

基礎学力の確実な定着を目指し、児童生徒一人一人の能力や実態に応じたきめ細やかな教育を推進します。また、
子どもの学びの習慣化を目指し、「ながよ検定」の充実を図るとともに、新しい学習指導要領を踏まえた主体的・対話
的で深い学びを推進します。 

【主な取組】 ★ 一人一人に目が行き届く指導の充実 

★ ながよ検定の充実 

● 主体的・対話的で深い学びの推進 
  

 

２ 一人一人のニーズに応じた特別支援教育の充実 

児童・生徒一人一人の教育ニーズを把握し、個の力を高め、自立的な生活や学習を支援するため、特別支援コー

ディネーター※を中心とした支援体制の充実を図ります。 

【主な取組】 ★ 特別支援教育の充実 

   

３ 豊かな心の啓培 

 現状値（R1） 目標値（R7） 

「どんな理由があってもいじめはいけない」と回答した割合 小学校 98.3％ 
中学校 98.0％ 

小学校 100％ 
中学校 100％ 

道徳教育や人権教育、さらに読書などの文化的活動やスポーツを通して、他者を思いやり生命や人権を尊重する
心、自然や美しいものに感動する心、正義感や公正さを重んじる心など、豊かな人間性と社会性を育む教育を推進し
ます。また、不登校ゼロを目指す取組を進めます。 

【主な取組】 ★ 道徳教育・人権教育の充実 

★ スポーツ・文化活動の推進   

★ いじめなど心の問題に対応する取組 

★ 不登校ゼロを目指す取組の推進  

  

 

４ 健康安全教育の推進 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
防災訓練実施数（各校平均） 3 回 3 回 

家庭に対する食育※情報提供回数(各校平均) 8 回 10 回 

感染症や熱中症から身を守り、健康で安全に生活する力を育む健康安全教育や災害時に生き抜く力を育む防災
教育を推進します。また、食に関する正しい知識と習慣が身につくよう、指導を行います。 

【主な取組】 ● 感染症の防止 

● 熱中症の防止 

● 防災教育の推進 

● 食育の推進 
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５ 国際化に対応できる人材の育成 

国際感覚のある個性豊かな人材の素地の育成のため、小・中学校における英語教育や国際交流を推進します。 

【主な取組】 ★ 英語教育の充実 

★ 国際交流の推進   

 

６ 地域と連携した教育の推進 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
地域人材を活かした授業コンテンツ数 

（各校平均） 9 件 12 件 

学校と保護者や地域の皆様がともに知恵を出し合い、学校運営に意見を反映させることで、協働しながら子どもた
ちの豊かな成長を支え、地域とともにある学校づくりを進める「コミュニティスクール」を推進します。さらに、地域の産
業・職業にまつわる教育や起業家教育など、教育現場等における「ふるさとキャリア教育」を進めます。 

【主な取組】 ★ コミュニティスクール（学校運営協議会）の推進 

★ ふるさとキャリア教育の推進   

 

７ 教育環境の充実 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
トイレの洋式化率 55.3％ 70.0％ 

安全・安心で時代にふさわしい環境づくりのため、老朽施設・設備の計画的な更新を図るほか、ICT 教育環境の整
備、教職員が児童生徒と向き合う時間を確保し、教育の質的向上をもたらす統合型校務支援システム※の活用を推
進します。 

【主な取組】 ★ 学校 ICT教育の推進と環境整備    

● 統合型校務支援システムの活用推進      

● 安全・安心な学校施設の維持・管理 

● 老朽施設・設備の計画的な更新 

  

 

８ 教職員の資質向上 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
研修会の年間参加回数（平均） 1.97 回／人 3 回／人 
新たな時代のニーズや課題に対応できる教職員の資質向上を図るため、情報活用能力向上研修等の開催に努め

ます。さらに、危機管理を学ぶリスクマネジメント※に関する研修会や未来の教育に関する研修会を開催します。 

【主な取組】 ● ICT教育に関する研修会の開催 

● リスクマネジメントに関する研修会の開催 

● 未来の教育に関する研修会の開催 
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８ 青少年の健全育成 
所管／生涯学習課、地域安全課、 

学校教育課 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本町では地区コミュニティや自治会を中心とした防犯パトロール、青少年育成連絡協議会・学校・少年補導員を中心としたパトロー
ルを実施するなど青少年の健全育成に努めています。 

 スマートフォン等の普及により、インターネットへのアクセスが容易になり、SNS でのなりすまし投稿や無料電話アプリによる悪口の
書き込みなどのトラブルが増加しています。周囲の大人がその危険性を理解した上で、子どもたちと一緒にインターネットの使い方
を考えていくことが大切です。 

 
SDGs 
該当分野 

基本目標２ 心を育む教育と文化 
 

 

計画の目標 

家庭や学校、地域が一体となった青少年の健全育成を進めます。 

現状と課題 

⚫ 次代を担う青少年の健全育成のために、発

達段階に応じ、家庭・学校・地域社会等がそ

れぞれの役割を自覚しながら連携を深め、

十分な方策を講じていく必要があります。 

⚫ 本町では、コミュニティスクールを中心に地

域総がかりでの教育に取り組み、家庭、学

校、地域が一体となった青少年の健全育成

を進めます。 

■長崎県の刑法犯少年検挙・補導人員の推移（単位：人） 

資料）長崎県警察統計資料を基に作成 

176 196 206 146 136 114 66 74 87 67

706 761 634 579
426 327 182 219 110 127

882
957

840
725

562
441

248 293
197 194

-300

200

700

1200

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

触法少年 犯罪少年 合計

第１条 家族の信頼 

第２条 命の尊さ 

第３条 学力の定着 

第４条 家族の団らんときずな 

第５条 食生活の大切さ 

第６条 あいさつの習慣化 

第７条 善悪の区別 

第８条 ふるさとを愛する心 

第９条 地域全体で子育て 

第１０条 携帯電話やパソコンなどの使い方 

 
家庭教育１０か条 

長崎県の刑法犯少年検挙・補導人員は減少傾向にあります。 

 

 

【触法少年】14 歳未満の罪を犯した少年  

【犯罪少年】14 歳以上 20 歳未満の罪を犯した少年  

青少年の健全育成

健全な環境づくり

家庭の教育力の向上

青少年の社会活動への参画促進と指導者の育成
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主な達成目標 現状値（R1） 目標値（R7） 

家庭教育学級の開催数 

（小・中学校） 
32回 37回 

 

（具体的な取組） 

１ 健全な環境づくり 

健全な社会環境づくりを目指し、県が推進している「ココロねっこ運動※」と連動させながら、コミュニティスクールを
中心に、家庭、学校、地域、関係機関・団体の相互の連携を深め、青少年を取り巻く環境の浄化や非行・事故防止活
動、オアシス運動※など町民一体となった健全育成活動を実施します。 

【主な取組】 ● コミュニティスクールの体制及び活動の充実 

● 青少年の健全育成活動の実施（夜間パトロール、立入調査等）    

 

２ 家庭の教育力の向上 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
「ファミリープログラム」を導入した研
修会等の実施回数（小・中学校） 15 回 24 回 

メディア安全指導の実施回数 12 回 16 回 

小・中学校における PTA や家庭教育学級、学年・学級懇談会等の場を活用して、すなおで元気な長与っ子を育む

ために「家庭教育 10 か条」の普及・推進を図ります。また、子育ての不安や悩みを参加者同士が話し合いながら楽し
く学ぶ「ファミリープログラム」を導入した研修会やメディア安全指導等の充実を図るなど、家庭の教育力の向上に努
めます。 

【主な取組】 ★ すなおで元気な長与っ子を育むために「家庭教育 10か条」の推進 

● 「ファミリープログラム」を導入した研修会等の充実 

★ メディア安全指導の充実    
  

 

３ 青少年の社会活動への参画促進と指導者の育成 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
子ども会育成会連絡協議会リーダー 
登録者数 7 人 10 人 

青少年の文化・スポーツ活動、子ども会活動、ボランティア活動、子ども向け講座など多様な体験・交流活動を実
施します。また、青少年の主体的な社会活動への参加を促すために、ジュニアリーダー等の育成を支援します。 

【主な取組】 ● 多様な社会活動等への参加促進 

● ジュニアリーダーの育成   
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９ 生涯学習の推進 所管／生涯学習課、政策企画課 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ この先の人口減少局面においても活気にあふれ、

温もりのある地域を維持していくためには、誰もが

居場所と役割を持つ「生涯活躍のまち」を創ってい

くことが求められており、「生涯学習」は、欠くことが

できない重要なテーマです。 

⚫ 多様化するニーズを踏まえ、生涯学習の基盤とな

る各種講座や学級等の生涯学習推進体制の充実

を図りながら、学習施設の維持管理と社会教育関

係団体の育成・支援に努めます。 

⚫ 生涯学習のシンボルとして、新しい図書館整備を

推進します。 

誰もが居場所と役割を持つことができる「生涯活躍のまち※」を実現するため、 
「生涯学習のまちづくり」を進めます。  

 
SDGs 
該当分野 

基本目標２ 心を育む教育と文化 
 

 

計画の目標 

現状と課題 

■町立図書館利用状況の推移（単位：冊、人） 

資料）生涯学習課 

多様化するニーズに対応した生涯学習の基盤づくりが求められています。 

 
・誰もがいつでも、どこでも自らのスタイルで学習することができる生涯学習の場を提供します。 

・電子図書館※を整備し、読書環境の充実を図ります。 

・施設整備の改善及び利用参加が少ない若い世代や男性の学習ニーズの把握と利用促進が課題です。 

■生涯学習講座数、実施回数、参加者数の推移 

単位：講座、回、人 

 H27 H28 H29 H30 R1 

講座数 87 87 86 84 82 

実施回数 808 786 748 707 754 

受講者数 11,605 11,909 10,568 10,045 9,773 

 資料）生涯学習課 65,646 67,856 69,151 70,579 72,411 74,523 

32,598 33,290 26,945 26,912 26,700 26,287 

160,825 185,072 196,924 209,440 221,284 228,857 

4.9
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H26 H27 H28 H29 H30 R1

蔵書冊数 登録者数

貸出冊数 登録者1人あたり貸出冊数

町民1人当たり貸出冊数

生涯学習の推進

生涯学習推進体制の整備

生涯学習関連施設の整備

学校教育と連携した社会教育の推進

社会教育関係団体の育成・支援
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主な達成目標 現状値（R1） 目標値（R7） 

公民館講座の受講者数 

（実人数） 
1,542人 1,600人 

 

（具体的な取組） 

１ 生涯学習推進体制の整備 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
町民 1 人あたりの図書貸出冊数 5.5 冊 6.0 冊 

自主講座（サークル）数 237 団体 250 団体 

町民が主体的に生涯学習に取り組めるよう、推進体制を整備し、各種講座等の開催のほか、生涯学習に関する情
報発信の充実を図ります。また、いつでも、どこでも気軽に読書に親しむことができるよう電子図書館の充実に努めま
す。 

【主な取組】 ● 生涯学習に関する情報発信の充実 

★ 生涯学習の各種講座・学級等の開催 

● 自主サークルの活動支援とネットワーク化 

● 電子図書館の充実 

● 県立大学シーボルト校や県立長崎高等技術専門校等と連携した事業・講座等の開催 

  

 

２ 生涯学習関連施設の整備 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
公立公民館等(6 施設)の利用者数 115,143 人 116,000 人 

身近な学習の場、交流の場を兼ね備えた新たな生涯学習の拠点となる新図書館づくりに取り組みます。また、公民
館など既存の生涯学習施設の適切な維持管理に努めます。 

【主な取組】 ★ 新図書館の整備推進 

● 公民館など既存施設の維持管理   

 

３ 学校教育と連携した社会教育の推進 

より良い学校教育を通してより良い社会を創るために、学校教育及び社会教育を含めた地域全体の教育力を活性
化させ、地域の特色ある教育資源を活用した地域学校協働活動※を支援します。 

【主な取組】 ● コミュニティスクールの運営に基づく地域学校協働活動の支援・充実 

   

４ 社会教育関係団体の育成・支援 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
講師リスト登録者数 106 人 130 人 

リーダーの養成や研修活動などを支援し、社会教育関係団体の育成に努めます。また、指導者ネットワークを構築
し、各種団体の活性化を推進します。 

【主な取組】 ● 各種研修活動等の開催支援 

● 各種団体の指導者間のネットワークの構築   
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１０ 生涯スポーツの推進 所管／生涯学習課 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SDGs 
該当分野 

基本目標２ 心を育む教育と文化 
 

計画の目標 

現状と課題 

町民が気軽に参加でき、生きがいや健康づくりの意識の高揚を図る 
生涯スポーツを推進します。 

⚫ スポーツは楽しみながら健康づくりや仲間づくりを

広げる重要な意味を持っています。本町では生涯

スポーツの普及を図るため、各種スポーツ大会・講

座等の開催のほか、スポーツ団体の育成や活動

支援等に努めてきました。 

⚫ 今後も多くの町民が気軽に参加できるスポーツ大

会や教室等の充実を図るほか、体育協会及び総

合型地域スポーツクラブ※等の団体や指導者の育

成、さらにはスポーツ施設の運営体制の充実を図

ります。 

⚫ さらに、風光明媚で波静かな大村湾を活かし、ペー

ロン競漕に加え、新たな海洋スポーツの推進を図

ります。 

■成人のスポーツ実施率の推移（単位：％） 

資料）スポーツ庁 

■長与町スポーツ施設の利用者数(R1)（単位：人） 

本町のスポーツ施設の利用者数は、スポーツ環境の充実とともに、年間 35 万人まで増加しました。 

スポーツを「する」だけではなく、「みる」・「ささえる」など多様な参画からスポーツ人口を拡大し、スポーツを生活の一部とする

ことで、心も体も健康で楽しい人生が送れる環境づくりが求められています。 

スポーツ施設の利用者数は、年間 35 万人。 

スポーツ環境の充実・スポーツ参画人口の拡大で、心も体も健康で人生楽しく！ 
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週1回以上（全体） 週1回以上（男性） 週1回以上（女性） 週3回以上（全体）

生涯スポーツの推進

スポーツ・健康まちづくりの推進

スポーツ大会・教室の充実及び参加促進

スポーツ団体・指導者の育成

スポーツ環境の充実と有効活用

資料）生涯学習課 
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主な達成目標 現状値（R1） 目標値（R7） 

スポーツ施設利用者数 

（小・中学校施設を含む） 350,100人 368,000人 

 

（具体的な取組）  

１ スポーツ・健康まちづくりの推進  

 現状値（R1） 目標値（R7） 
スポーツ講座の参加者数 1,955 人 2,060 人 
スポーツを通じた心身の健康増進・健康寿命の延伸を図るため、スポーツを楽しみながら継続できるような講座等

の開催を推進します。 

【主な取組】 ★ スポーツを通じた健康増進・心身形成・病気予防に向けた取組の推進 

● 軽スポーツ※・ニュースポーツ※の普及 

● 健康づくりのための各種講座の開催 
  

 

２ スポーツ大会・教室の充実及び参加促進 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
スポーツイベント参加者数 8,104 人 9,300 人 
生涯スポーツの普及促進を図るため、多くの町民が参加できる各種のスポーツ大会や教室を企画・開催します。ま

た、大村湾を活かした海洋スポーツの推進を図るとともに、生涯スポーツに関する情報発信の強化に努めます。 

【主な取組】 ● 生涯スポーツに関する情報発信の強化 

★ 各種スポーツ大会・スポーツ教室の開催 

★ 大村湾を活かした海洋スポーツの推進 
  

 

３ スポーツ団体・指導者の育成 

広く町民にスポーツを楽しんでもらえるよう、関係機関・団体の組織強化やスポーツクラブ等への活動支援に取り
組むほか、指導者の発掘・育成と指導者組織の充実を図ります。 

【主な取組】 ★ スポーツ団体等の育成 

● 体育協会・長与スポーツクラブ・各種競技団体等への支援 

● スポーツ推進委員や指導者の発掘・育成と指導者組織の充実 
  

 

４ スポーツ環境の充実と有効活用 

各種スポーツ施設及び管理運営体制の充実を図り、既存施設の有効活用に努めます。また、老朽施設・設備の計

画的な改修に努めます。 

【主な取組】 ● 老朽施設・設備の計画的な改修  

● 予約管理システムの適正な運用   
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１１ 文化・芸術の振興 所管／生涯学習課 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化財をはじめとする地域文化の保存・活用を図りながら、 
町民が主体的に参加できる文化・芸術環境を創造します。 

⚫ 芸術や学問などの精神的活動をはじめとする文化

や郷土芸能などの地域ごとに世代を通じて伝承さ

れていく文化は、人々が心豊かに生活していくため

に、また、地域の活性化を図る上で欠かせないも

のです。これからも文化に親しむ機会を充実させる

ことが重要となります。 

⚫ 本町が有する有形・無形文化財をはじめとする多

様な文化的資源の保存や活用、町民の文化・芸術

活動の支援を行い、鑑賞機会の充実を図りなが

ら、多様な文化・芸術のまちづくりを進めます。 

 

 
SDGs 
該当分野 
 

基本目標２ 心を育む教育と文化 
 

計画の目標 

現状と課題 

・ 郷土芸能を継承する若い世代が減少しているため、存続ができなくなった郷土芸能保存会があります。 

・ 多角的視点から学ぶことができるよう、文化財に関する講座をテーマを決めて実施しています。 

・ 文化ホールを文化振興の拠点とし、「子どものための弦楽器講座」を開催しています。町が所有するバイオ

リンやチェロなどの弦楽器に触れることができる貴重な機会を提供しています。 

■町の伝統芸能（無形文化財） 

地域文化の保存・活用が求められています。 
 

■文化ホール利用者数・稼働率推移 

38,586 35,778 33,446 37,003 35,914 
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文化ホール利用者数（人） 全室稼働率（％）
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資料） 生涯学習課 
■町の有形文化財 
  寺屋敷跡五輪塔群（県指定）、中尾城土塁（町指定） 

文化・芸術の振興

文化財の保存・活用

文化・芸術環境の創造

地域文化の振興

上段：川船(船津）、龍踊り(斎藤）、浮立(岡）、なぎなた踊(嬉里） 

中段：琴の尾太鼓（本川内）、にわか(西高田）、浮立(平木場）、 

獅子舞(吉無田） 

下段：獅子舞(道ノ尾） 
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主な達成目標 現状値（R1） 目標値（R7） 

町民文化ホール利用者数 35,914人 42,000人 

 

（具体的な取組） 

１ 文化財の保存・活用 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
遺跡巡り参加者数 25 人 40 人 
長与皿山窯跡※をはじめとする本町の貴重な文化財の適正な保存に努めながら、本町の個性として多様なまちづ

くりへの活用に努めます。また、郷土芸能を後世に受け継ぐための後継者育成に努めます。 

【主な取組】 ● 文化財（有形、無形、史料等）の保存・活用 

● 各種講座等を通じた文化財に関する理解の醸成と郷土愛の育成 

★ 郷土芸能の後継者育成・支援 
  

 

２ 文化・芸術環境の創造 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
町民文化祭の参加者数（延べ） 5,290 人 6,300 人 

町民主体による文化活動の振興を図るため、文化・芸術団体の育成を図りつつ、多様な文化活動や各種教室等の
開催を支援します。また、町民文化ホールをはじめとする文化施設の適正な維持管理を図りつつ、優れた文化・芸術
を鑑賞する事業や町民文化祭を開催します。 

【主な取組】 ★ 文化活動・教室等の普及・支援  

● 文化・芸術団体の育成 

● 文化・芸術の鑑賞・発表機会の充実 

● 文化施設等の適正な維持・管理 

  

 

３ 地域文化の振興 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
陶芸の館利用者数（陶芸講座参加者含む） 2,108 人 2,600 人 
歴史等に関する講座参加者数（延べ） 145 人 200 人 

長与の地に古くから伝わる長与焼※などの歴史的背景について、図書館や陶芸の館等を中心に情報を発信し、ふ
るさとを学ぶ機会の提供と郷土愛の育成を図ります。 

【主な取組】 ● 図書館や陶芸の館等を活用した地域文化の情報発信と各種プログラムの実施 

● 各種講座等を通じた歴史等に関する理解と郷土愛の育成  
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１２ 国際色豊かなまちづくりの推進 所管／政策企画課 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SDGs 
該当分野 

基本目標２ 心を育む教育と文化 
 

計画の目標 

国際色豊かで多文化が共生するまちづくりを進めます。 

現状と課題 

■外国人住民登録者数（単位：人） 

資料）住民基本台帳（各年 12 月末日現在） 

⚫ 多様化・複雑化する地域課題の解決を図り、活気

あふれる温もりのある地域を維持していくために

は、外国人を含む多様な人材の活躍が求められて

います。 

⚫ こうした中、本町にも多様な国籍の外国人が暮らし

ており、国際文化への理解の醸成や外国人が暮ら

しやすいまちづくりは重要な課題となっています。 

⚫ 本町では、町民が国際理解を深める多様なプログ

ラムを開催するほか、外国人の暮らしやすさに配

慮したまちづくりを進め、併せてそれを担う人材や

団体の育成に取り組むなど、国際色豊かで多文化

が共生するまちづくりを進めます。 

本町では 100 名以上の外国人が暮らしています。 

町民のレベルでの交流や国際化への対応、多文化を受け入れることができるまちづくりが求められています。 

・ 長与町では長与町国際交流協会を国際交流推進

の中心組織として位置づけ、支援しています。 

・ 語学講座、留学生や町内在住外国人との交流会

などを中心に、町民の国際交流意識の醸成を図っ

ています。 

26 25 28 29 33
15 15 15 12 1313 8 9 8 1010 9 9 11 13
34 41 34 45

49

94 97

26
28

34

192 195

121
133

152

0

50

100

150

200

H27 H28 H29 H30 R1

中国 韓国 アメリカ フィリピン ベトナム その他

国際色豊かなまちづくりの推進

国際交流と多文化共生の推進

姉妹都市交流の推進
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主な達成目標 現状値（R1） 目標値（R7） 

国際交流事業参加者数 263人 300人 

 

（具体的な取組） 

１ 国際交流と多文化共生の推進 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
国際交流事業参加者数 263 人 300 人 
町民が国際理解を深めることができるよう、国際交流活動や外国語・文化に関する講座等を実施・開催します。ま

た、外国人の暮らしやすさに配慮したまちづくりを推進し、併せてそれを担う人材や団体の育成に取り組みます。 

【主な取組】 ● 国際交流を促進する各種講座・プログラム等の開催 

● 外国人の暮らしやすさに配慮したまちづくりの推進 

● 国際色豊かなまちづくりを支える人材や団体の育成 
 

 

２ 姉妹都市※交流の推進 

町民の国際理解を深め、国際感覚を醸成するため、姉妹都市であるアメリカのウェザースフィールド町※との多様
な分野での交流を促進します。 

【主な取組】 ● 姉妹都市との交流プログラムの実施 

   

  

 

■長与町イメージキャラクター「ナガヨミックン」（左）と、 

ウェザースフィールド町のイメージキャラクター 「ミスターレッド」（右） 
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１３ 人権の尊重 
所管／生涯学習課、学校教育
課、 
     総務課 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SDGs 
該当分野 

基本目標２ 心を育む教育と文化 
 

 

計画の目標 

全ての人々の人権が尊重される社会をつくります。 

現状と課題 

23,866 23,593 23,062 22,312 
20,705 20,675 20,012 

16,481 

224 

379 
448 

374 
276 

216 184 175 
0

200

400

600

0

10,000

20,000

30,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

全国 長崎

■人権侵犯事件の受理及び処理件数（単位：件） ■人権侵害をされたと思ったときの対応 

資料）法務省「人権侵犯事件統計」 

⚫ 人権は、人種や性別、年代を超えて、誰にでも認

められる基本的な権利であり、私たちが幸せに生

きるためのものです。日本国憲法をはじめ、様々な

法律により私たちの人権は保護され、そのための

様々な施策が実施されています。 

⚫ 本町では、全ての人々の人権が尊重されるまちづ

くりを目指し、人権・同和教育の推進を図るほか、

人権に関する相談機関との連携と啓発活動の推

進を図ります。 

 

 

■人権における重要課題（資料：長崎県人権教育・啓発基本計画（第２次改訂版） 
・女性の人権 ・HIV 感染者・ハンセン病回復者等の人権 

・子どもの人権 ・犯罪被害者等の人権 

・高齢者の人権 ・インターネットによる人権侵害 

・障がいのある人の人権 ・性的マイノリティ※の人権 
・同和問題 ・その他の人権問題（原爆被爆者、災害時における人権尊重、アイヌの人々、                                

・外国人の人権  刑を終えて出所した人、北朝鮮当局による拉致問題 など） 

 

相談しやすい環境を整えるとともに、周囲の人達に対する教育・啓発を

一層推進し、支え合える信頼関係と体制づくりを行うことが必要です。 

人権侵犯事件の件数は減少してきていますが、県民意識調査では、公的な機関に相談できず、多くの人が「だまってがまんした」と
回答しています。このように、依然として社会的弱者にまつわる様々な人権問題が存在しており、不安を抱えていたり、生きづらさに
悩んだりしている人がいます。 

資料）長崎県 人権に関する県民意識調査(2016 年 3 月) 

人権の尊重

人権・同和教育、啓発の推進

相談機関との連携と啓発活動の推進

51.9 
36.3 

31.9 
26.6 

5.0 
4.1 

2.5 
2.2 
1.9 
1.3 
0.9 

4.1 
1.3 
1.3 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

だまってがまんした
友人、上司に相談

家族や親戚に相談
自分で処理

行政担当課に相談
弁護士等に相談

警察に相談
法務局、人権擁護委員に相談

自治会、民生委員に相談
民間団体に相談

新聞、マスコミに相談
その他

覚えていない
無効・無回答

%
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主な達成目標 現状値（R1） 目標値（R7） 

家庭教育学級における 

人権教育の開催数 
5回 8回 

 

（具体的な取組） 

１ 人権・同和教育、啓発の推進 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
家庭教育学級における人権教育の 
開催数 5 回 8 回 

人権意識の啓発を図るため、家庭教育学級等による情報発信を行うほか、人権作文・標語コンクールなどの開催、
学校教育における人権教育の充実に努めます。  

【主な取組】 ● 家庭教育学級等による人権意識の啓発 

● 人権作文・標語コンクールの開催 

● 各種機関・行事・講座等における子どもの人権教育の充実 

● 西彼杵郡人権教育研究大会の開催 

● 「ながよ人権 12か月」の配布による啓発 

● 学校教育における人権教育の充実  

  

 

２ 相談機関との連携と啓発活動の推進 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
啓発活動･相談機会の提供･情報提供回

数 
28 回 30 回 

人権に関する相談機関との連携・連絡と啓発活動の推進に努めます。 

【主な取組】 ● 人権擁護委員、法務局及び県など相談機関との連携・連絡 

● 人権週間、人権の花運動※など啓発活動の実施   
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１４ 平和意識の高揚 所管／総務課、生涯学習課、 
     学校教育課 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  。・￥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SDGs 
該当分野 

基本目標２ 心を育む教育と文化 
 

計画の目標 

核兵器の廃絶と「紛争と戦争のない世界の実現」を目指します。 

現状と課題 

⚫ 長崎市に隣接する本町は、原爆により人的・物的

被害を被った被爆地です。道ノ尾駅や町内の学校

には救護所が設けられ、市内から「原爆救援列車」

で救出されてくる大勢の負傷者に対し、救護活動

が行われました。 

⚫ こうした背景もあり、本町は核兵器の廃絶と「紛争

と戦争のない世界の実現」を願い、平成 6 年度に

「平和で安全な町」宣言を行い、平和の広場の整

備、平和教育のほか各種事業を展開してきまし

た。 

⚫ 今後も、平和事業の実施により、平和意識の高揚

に努めます。 

戦後 75 年を経過し、戦争・原爆の体験者が

高齢化し減少する中、体験の継承が困難にな

っています。 

戦争や核兵器の恐ろしさとともに、真の平和

を希求する想いを世代を超えて共有し、一人一

人の身の回りから平和の実現に取り組んでいく

ことが必要です。 

平和を希求する意識を、新たな世代へ継承していく必要があります。 

平和意識の高揚

平和意識の高揚
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主な達成目標 現状値（R1） 目標値（R7） 

平和のつどいへの参加・協力者数 368人 400人 

 

（具体的な取組） 

１ 平和意識の高揚 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
平和のつどいへの参加・協力者数 368 人 400 人 

平和コンサートへの参加者数 568 人 750 人 

平和のつどいや平和コンサートにて恒久平和を発信するほか、当時の資料を活用した被爆の実相の継承、小・中
学校における平和学習等により、平和意識の高揚を図ります。 

【主な取組】 ● 平和学習の推進 

● 平和のつどいの開催 

● 平和コンサートの開催 

● 被爆体験談集の公開や原爆展の開催等による被爆の実相の継承 

  

 

  

 

■平和モニュメント（原爆救援列車 後継機）の車輪 ■長与国民学校高田分校の説明板 
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１５ 男女共同参画社会の実現 所管／政策企画課 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権侵犯事件統計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SDGs 
該当分野 

基本目標２ 心を育む教育と文化 
 

計画の目標 

男女があらゆる分野で活躍できる、男女共同参画社会を目指します。 

現状と課題 

賛成

31.8 

39.2 

26.8 

反対

41.7 

34.1 

47.0 

どちらとも

言えない

24.8 

25.0 

25.0 

無回答

1.6 

1.7 

1.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=990）

男性（n=408）

女性（n=564）

3.4

9.8

4.4

41.9

4.4

33.8

2.2

1.6

11.3

5.3

32.8

6

40.4

2.5

0 20 40 60

仕事を優先

家庭生活を優先

個人の生活を優先

仕事と家庭生活を両立

仕事と個人の生活を両立

仕事、家庭生活、個人の生活すべて並立

無回答

男性 n=408 女性 n=564

52.2

5.4

3.9

26.5

2.2

7.6

2.2

34.4

24.1

3

27

3.5

5.3

2.7

0 10 20 30 40 50 60

仕事を優先

家庭生活を優先

個人の生活を優先

仕事と家庭生活を両立

仕事と個人の生活を両立

仕事、家庭生活、個人の生活すべて並立

無回答

男性 n=408 女性 n=564

“男性優遇”

54.9

60.8

10

36.6

60.9

34.1

70.1

68.5

“平等”

30.4

21.6

71.4

39.3

23.6

46

16.3

17.8

“女性優遇”

6.7

4.7

3

7.3

1.8

6.3

2.2

4.1

「わからない」

「無回答」

8.1

12.8

15.6

16.7

13.6

13.6

11.4

9.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家庭生活

職場

学校教育

法律や制度

行政の方針決定の場

地域活動

慣習・しきたり等

社会全体

■“男は仕事、女は家庭”という考え方について 

■ワーク・ライフ・バランスの希望と現実 

資料）長与町第３次男女共同参画計画（平成 29 年アンケート結果） 

＜希望＞ ＜現実＞ 

■現在の社会における男女の地位 

⚫ 本町では、平成 29 年度に「第３次男女共同参画計

画」を策定し、男女共同参画社会の実現に向けた

取組を進めています。 

⚫ 男女が自らの意思に応じて、あらゆる分野で活躍

できる社会づくりを目指し、家庭・地域・職場等が一

体となった男女共同参画社会に向けた取組を進め

ます。 

⚫ 地方創生の観点からも、子育て世代の女性が働き

ながら安心して妊娠、出産し、仕事と育児を両立で

きるような職場環境の整備や改正女性活躍推進法

の着実な施行に取り組み、女性の活躍を推進して

いくことが必要です。 

男女がともに活躍できる男女共同参画社会の形成が求められています。 

男女共同参画社会の実現

男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備

あらゆる分野における女性の活躍

安全・安心な暮らしの実現

推進体制の整備・強化
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主な達成目標 現状値（R1） 目標値（R7） 

社会全体において男女が平等と 

感じる割合 
17.8％ 20.0％ 

（具体的な取組） 

１ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
DV※予防教室の開催中学校数 3 校 3 校 
男女共同参画社会の実現に向け、子育て・介護支援の環境整備や相談体制の充実を図るとともに、広報・啓発活

動や学校における男女平等教育の推進を図ります。 

【主な取組】 ● 広報・啓発活動の推進 

★ 子育て・介護支援環境整備と相談体制の充実 

● 学校における男女平等教育の推進 
  

 

２ あらゆる分野における女性の活躍 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
町の審議会への女性の登用率 32.6％ 40.0％ 
あらゆる分野において女性が活躍できる社会を目指し、施策・方針決定過程における女性の参画機会の拡大を図

るとともに、仕事と家庭の両立支援や能力開発・人材育成などを支援します。 

【主な取組】 ● 女性の能力開発や人材育成への支援 

● 施策・方針決定過程における女性の参画機会の拡大 

★ 仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し 

● 家庭・地域における男女共同参画の推進 

  

 

３ 安全・安心な暮らしの実現 

男女の人権が尊重される社会の実現のため、あらゆる暴力の根絶に向けた取組やひとり親世帯、高齢者、障がい
のある人などへの支援を含め、誰もが安心して暮らせる社会を目指します。 

【主な取組】 ● 暴力の予防と根絶 

● 生涯を通じた女性の健康支援 

● ひとり親世帯・高齢者・障がい者への支援 
  

 

４ 推進体制の整備・強化 

男女共同参画社会の実現に向け、横断的な庁内推進体制の整備・充実を図るとともに、男女共同参画推進委員
会との連携強化に努めます。 

【主な取組】 ● 庁内推進体制の整備・充実 

● 男女共同参画推進委員会との連携   
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基本目標 

３ 
産業・雇用 

分 野 別 ま ち づ く り 計 画 

創造性と活力ある産業 

基本目標 ３ 
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１６ 農業の振興 所管／産業振興課 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SDGs 
該当分野 

基本目標３ 創造性と活力ある産業 

計画の目標 

現状と課題 

107 86 115 129 132
157 117 92 83 61

336
240 221 178 149

123
94 95 89 124

0

1000

H7 H12 H17 H22 H27
専業農家 第1種兼業農家 第2種兼業農家 自給的農家

537 523 479 466
723

■農家世帯数の推移（単位：世帯） 

■経営耕地面積（販売農家） （単位：a（アール）） 

資料）農林業センサス 

⚫ 本町の農業は、みかんの栽培を中心に行われてき

ましたが、近年では荒廃地を活用したオリーブ栽培

も行われています。しかし、農家世帯数の減少や

高齢化による担い手不足、年々増加する耕作放棄

地対策が重要な課題となっています。 

⚫ 国は、農作業の効率化や省力化による生産性の

向上等に加え、農地の集約等による生産コストの

低減等を通じた所得の向上を進め、農業の成長産

業化を目指すこととしています。 

⚫ 今後は、引き続き生産基盤整備・充実等、生産性

の向上を進めながら、担い手育成、経営基盤強化

及び労力支援に努めます。また、みかんやオリー

ブなどの特産品については、ブランド化や販路拡

大を推進するなど戦略的な取組を進めます。 

 

生産性の向上や担い手育成、ブランド化により持続可能な農業を目指します。 

■農業算出額（千万円） 

（出典）農林水産省市町村別農業産出額（推計） 

 

農家世帯数や経営耕地面積が減少傾向にあり、耕作放棄地が増加しています。 

農業生産基盤の充実や担い手育成、ブランド化による持続可能な農業の振興が求められています。 
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加工農産物

農業の振興

農業生産基盤の充実・維持管理

担い手育成・経営基盤の強化及び

労力支援体制の整備

生産性の向上とブランド化、販路拡大

体験農業の推進
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主な達成目標 現状値（R1） 目標値（R7） 

農業産出額 288千万円(H30) 320千万円 

 

（具体的な取組） 

１ 農業生産基盤の充実・維持管理 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
農地利用集積面積 1.8ha 10ha 
耕作放棄地解消面積 6.4ha 8.0ha 
有害鳥獣による被害額 892.1 万円 584.0 万円 
生産性の向上や施設の維持を図るため、農業生産基盤の整備や農家間の連携強化、機械化の促進、農地の集

約等を図るとともに、県が設置する｢農地中間管理機構※｣と連携し、農地集積を推進します。さらに中山間地域等直
接支払※や多面的機能支払※を活用し、耕作放棄地の解消及び発生防止に努めます。また、イノシシやアナグマ等の
有害鳥獣対策を推進するほか、農業用ため池の保全・活用・安全管理を推進します。 

【主な取組】 ★ 農地の集約・流動化（賃貸借等）による耕作放棄地の解消及び発生防止 

● 農業生産基盤の整備・充実（農地改良、農道・用排水施設等） 

● 有害鳥獣対策の推進 

● 農業用ため池の保全と活用及びため池ハザードマップ※の周知 

  

 

２ 担い手育成・経営基盤の強化及び労力支援体制の整備 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
認定新規就農者数 2 人 4 人 
認定農業者数 73 人 75 人 
長崎県や農業協同組合等関係機関、UI ターン施策と連携し、農業後継者・新規就農者の確保・育成を図ります。ま

た、認定農業者制度の活用による経営基盤の強化を図り、労力支援体制の整備を推進します。さらに、ドローン※等
の活用をはじめとしたスマート農業普及のための環境整備に取り組みます。 

【主な取組】 ★ 後継者の育成及び認定農業者の経営基盤強化 

★ UI ターンと連携した新規就農者の確保 

● 労力支援体制の整備 

★ スマート農業普及のための環境整備 
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３ 生産性の向上とブランド化、販路拡大 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
農産物直売所販売額 426.8 百万円 440.0 百万円 
ふるさと応援寄附金返礼品数 75 種 200 種 
６次産業化や農商工連携などに積極的に取り組むとともに、高付加価値産品の生産を支援します。また、長与町

農業支援センターを総合的な窓口として経営改善に向け積極的な支援に努めます。地産地消※を推進するため、直
売所の体制強化や学校給食との連携を推進し、ふるさと応援寄附金を活用した PR と販路拡大を目指します。 

【主な取組】 ★ 地場産業の６次産業化や農商工連携、企業参入等の促進 

★ 効率的な生産技術導入による高付加価値産品の生産 

★ 長与町農業支援センターによる総合的支援 

● 地産地消の推進による直売所の体制強化支援 

● ふるさと応援寄附金返礼品による販路拡大 

  

 

４ 体験農業の推進 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
ふれあい農園※契約貸出率 89.1％ 100％ 
ふれあい農園・民間の貸し農園による体験農業の環境づくりを推進し、作物の植え付け・栽培・収穫等を通じた体

験プログラムを展開する取組を支援します。  

【主な取組】 ● ふれあい農園・民間貸し農園、教育ファーム※による体験農業の推進 

● 体験農業の普及支援    
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１７ 林業の振興 所管／産業振興課 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SDGs 
該当分野 

基本目標３ 創造性と活力ある産業 
 

計画の目標 

現状と課題 

人工林

294

天然林

665

竹林

14

その他

18

人工林 天然林 竹林 その他

合計 991ha 

■長与町内の民有林の種別（単位：ha） 

資料）平成 30 年度長崎県の森林・林業統計 

⚫ 国は、林業の成長産業化と森林資源の適切な管

理の両立を図るため、令和元年 4 月より森林経営

管理制度をスタートさせました。内容は、森林の経

営管理の集積・集約化を推進するとともに、森林整

備等を通じて森林の多面的機能の維持・向上に取

り組むというものです。 

⚫ 本町では、制度の趣旨を踏まえ、経済的側面のみ

ならず、土砂災害の防止や水源のかん養※、自然

環境の保全、地球温暖化の防止など多面的機能

の維持・向上に向け、森林の保全や治山事業の促

進を図ります。 

 

森林整備等を通じ、森林の多面的機能の維持・向上に取り組みます。 

■新たな法律により「森林経営管理制度」がスタートしました。 

手入れ不足の人工林が増加しています。 
森林経営の集積・集約化による森林整備の促進が求められています。 

資料）林野庁 

林業の振興

森林の保全と活用

治山事業の推進
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主な達成目標 現状値（R1） 目標値（R7） 

森林経営管理制度 

意向調査実施面積 
0ha 42ha  

 

（具体的な取組） 

１ 森林の保全と活用 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
森林経営管理制度意向調査実施面積 0ha 42ha 
長崎県林業公社や長崎南部森林組合と連携した間伐※や枝打ち等により適正な森林の機能維持を図ります。 

また、経営管理が行われていない人工林については、森林経営管理制度を活用して森林所有者へ意向調査を行い、
森林施業を行う民間事業者との仲介を行うことで林業経営の効率化及び森林管理の適正化を図り、林業の持続的発
展を推進します。 

【主な取組】 ● 適切な間伐・枝打ち 

★ 森林経営管理制度の推進    

 

２ 治山事業の推進 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
補助治山事業（累計） 7 件 9 件 
土砂災害の防止や水源のかん養など、森林の持つ多面的機能を発揮させるため、保育等による治山事業整備に

努めます。 

【主な取組】 ● 森林の保育等による治山事業整備 
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１８ 水産業の振興 所管／産業振興課 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SDGs 
該当分野 

基本目標３ 創造性と活力ある産業 
 

計画の目標 

現状と課題 

■漁業就業者の推移（単位：人） 

資料）漁業センサス（H30） 

■年齢別漁業就業者数（単位：人） 

 

⚫ 本町の漁業は、動力船の大部分が 1 トン未満で小

規模経営が中心となっており、就業者の減少と高

齢化が進行しています。 

⚫ 国は、水産資源の適切な管理と水産業の成長産

業化を両立させ、所得向上と年齢バランスのとれ

た漁業就業構造を確立することを目指し、新たな

資源管理システムの構築、漁場の有効利用、生産

から流通までが連携した水産業全体の生産性の

向上等を推進することとしています。 

⚫ 本町でも、引き続き漁場・藻場の環境改善に取り

組むとともに、つくり育てる漁業の推進や販売体制

の充実、体験漁業の推進などに努め、水産業の振

興と経営改善を図ります。 

漁場環境改善や「つくり育てる漁業の推進」により水産業の振興を図ります。 

資料）大村湾漁協調べ 

■漁獲量（単位：t） 

 

漁業就業者数は減少傾向にあり、漁場環境が悪化しています。 
継続的な漁場環境改善の取組とつくり育てる漁業の振興、体験漁業の推進等による担い手確保が

求められています。 

資料）漁業センサス（H30） 
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６次産業化による消費拡大の促進
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主な達成目標 現状値（R1） 目標値（R7） 

漁獲（水揚げ）量  11.8t 12.0t  

 

（具体的な取組） 

１ 漁業生産基盤の整備 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
漁獲（水揚げ）量 11.8t 12.0t 
漁業生産基盤の整備を図るため、関係機関と連携しながら漁場の環境調査を行うとともに、漁場の環境改善方策

等の研究を支援します。 

【主な取組】 ★ 漁場・藻場の再生のための調査・環境改善方策の研究支援 

● 海底耕うん※、浮遊物等除去による漁場環境改善への支援   

 

２ つくり育てる漁業の推進 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
漁業資源（ヒラメ・ナマコ等）の放流数 43,500 尾 80,000 尾 
持続可能で経営効率が高い漁業を目指し、ヒラメなどの稚魚放流事業をはじめとする“つくり育てる漁業”を推進し

ます。また、多様な交流や人材育成のための漁業体験を推進します。 

【主な取組】 ● ヒラメ・ナマコ等種苗の放流事業の実施 

● 稚ナマコの定着・中間育成、カキ養殖への支援 

● 水産多面的発揮対策事業の推進 

● 漁業体験の推進 

  

 

３ ６次産業化による消費拡大の促進 

水産物の消費拡大を図るため、直売所及びふるさと応援寄附金返礼品を通じた販売促進に努め、水産加工品の
開発と販売を支援します。 

【主な取組】 ★ 水産加工品の開発・販売への支援 

● 直売所及びふるさと応援寄附金返礼品を通じた消費拡大   
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１９ 商業の振興 所管／産業振興課 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SDGs 
該当分野 

基本目標３ 創造性と活力ある産業 
 

計画の目標 

現状と課題 

32,837

27,089

22,529 23,345
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16,001
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卸売業 小売業

■小売業年間販売額の推移（単位：百万円） 

資料）平成 19 年まで、及び平成 26 年は商業統計調査、

平成 24 年、28 年は経済センサス-活動調査 

既存店舗の経営安定化支援や創業・事業承継支援等により、 

更なる商業振興に努めます。 

⚫ 本町の商業環境は、隣接する長崎市や時津町と

一体となった商圏が形成されています。近年では

町内にも大型商業施設が立地し、利便性が向上し

ましたが、町民意識調査では、商業機能の更なる

強化を求める意見も見られるなど、本町の課題の

ひとつとなっています。 

⚫ 今後は、既存店舗の経営安定化と販売力向上に

向けた支援を充実するとともに、チャレンジショップ

を活用した創業支援や先代経営者から事業を承継

した後継者への支援、情報発信の強化など一層の

商業振興に取り組みます。 

資料）長与町まちづくり町民意識調査 

（令和元年） 

■買い物で最も行く地域（単位：％） 

 

買い物の多くを時津町・長崎市に依存する本町ですが、近年大型商業施設の進出もあり、ニーズに応じた商

業環境が求められます。 
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商業の振興

経営安定化と販売力向上に向けた支援

創業支援事業の推進

地域特性に応じた商業環境の充実
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主な達成目標 現状値（R1） 目標値（R7） 

小売業年間販売額 21,926百万円(H28) 24,000百万円 

 

（具体的な取組） 

１ 経営安定化と販売力向上に向けた支援 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
1 店あたり商品販売額（小売業） 114 百万円（H28） 135 百万円 
商業者の経営改善を図るため、経営指導やリーダー人材育成講座など各種事業を展開します。また、新サービス

や新事業の展開を後押しするとともに、キャッシュレスなどの ICT等の活用や店舗リフォームなどを支援します。また、
関係機関と連携した融資制度等の活用促進及び相談体制の構築を図るとともに、後継者の育成や事業承継への支
援を行います。 

【主な取組】 ● 個別経営指導による競争力の高い店舗育成・ネットワーク化 

★ 新事業等展開に向けた支援 

● ICT等を活用した経営改善に関する情報発信の充実 

● 各種融資制度の活用促進、相談体制の充実 

● 店舗リフォームの推進 

★ 後継者の育成と事業承継への支援 

  

 

２ 創業支援事業の推進 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
創業支援相談件数 11 件 15 件 
創業資金貸付件数 0 件 3 件 
創業関係セミナー参加者数 13 人 20 人 
創業者（創業希望者、創業後 5 年未満）に対して、関係機関と連携して窓口相談、支援セミナー、相談会、専門家

による個別指導等を実施して起業の促進を図ります。また、チャレンジショップを活用した創業支援を行います。 

【主な取組】 ★ 創業相談窓口・創業支援ネットワークの充実 

● 創業支援融資制度の活用促進 

● 空き店舗等の解消に向けた情報発信の強化 

★ チャレンジショップを活用した創業支援 

  

 

３ 地域特性に応じた商業環境の充実 

買い物における利便性向上を図るため、更なる商業機能の立地を促進するとともに、SNS 等による効果的な情報

発信に努めます。 

【主な取組】 ● 商業機能の立地促進 

● SNSなどを活用した情報発信の強化   
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２０ 工業の振興 所管／産業振興課 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SDGs 
該当分野 

基本目標３ 創造性と活力ある産業 
 

計画の目標 

現状と課題 

■製造品出荷額の推移（単位：百万円） ■事業所数の推移（単位：事業所） 

資料）工業統計調査（各年 12 月 31 日現在） 資料）工業統計調査（各年 12 月 31 日現在） 

⚫ 本町の工業は、中小規模の事業所が多く、事業所

数は減少傾向にある一方、製造品出荷額は、近年

増加傾向にあります。工業の振興は雇用の場に不

可欠な観点です。 

⚫ 昨今、国は経営者の高齢化や後継者不足が深刻

化する中で、中小企業・小規模事業者が有する技

術などの経営資源や雇用を喪失させないために

は、次世代への適切かつ円滑な事業承継が必要

であると強調しています。 

⚫ 今後は、持続可能な経営基盤づくりに向けた技術

力向上や人材育成に関する各種事業を展開する

ほか、新分野への進出支援に加え事業承継への

支援を進めます。 

持続可能な経営基盤づくりや新分野への進出・事業承継を後押しし、 

更なる工業振興に努めます。 

製造品出荷額について、近年増加傾向にありましたが、令和元年には減少が見られます。 
各事業所に対する伴走型支援が求められています。 

工業の振興

持続可能な経営基盤づくりへの支援

新分野への進出支援
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主な達成目標 現状値（R1） 目標値（R7） 

製造品出荷額 5,343百万円 6,000百万円 

 

（具体的な取組） 

１ 持続可能な経営基盤づくりへの支援 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
 1 事業所あたり出荷額 242.9 百万円 250.0 百万円 
既存事業者の経営安定化と持続可能な発展を図るための基盤づくりとして、技術力・生産性の向上や人材育成に

関する各種事業を実施します。さらに、関係機関と連携した融資制度等の活用や相談体制の構築、事業承継への支
援に努めます。 

【主な取組】 ● 技術力及び生産性の向上や人材育成に関する各種事業の実施 

● 融資制度等の活用や相談・経営指導体制の確立による経営基盤の強化 

★ 後継者の育成と事業承継への支援（再掲） 
  

 

２ 新分野への進出支援 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
ものづくり人材育成事業参加者数 32 人 35 人 
新分野進出を促進するため、関係機関と連携した融資制度の活用や技術的支援に努めます。また、産学金官民

等の連携・交流による新技術・新製品開発を支援します。 

【主な取組】 ★ 新分野進出等への経済的・技術的支援 

● 産学金官民・企業間の連携・異業種交流による新技術・新製品開発への支援   
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基本目標 

４ 
移住・定住 

分 野 別 ま ち づ く り 計 画 

魅力あるまちと新しいひとの流れ 

基本目標 ４ 
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２１ 観光・シティプロモーションの振興 
所管／産業振興課、政策企画

課、土木管理課 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓ 

 

 

 

 

 

 

 
SDGs 
該当分野 

基本目標４ 魅力あるまちと新しいひとの流れ 
 
 

計画の目標 

現状と課題 

■主要イベント来客数の推移 

資料）産業振興課 

⚫ 本町は、大村湾をはじめ、琴ノ尾岳、堂崎の 2 か所

の自然公園、歴史・文化資源など豊富な地域資源

を有しており、交流人口拡大に向けた効果的な活

用が期待されています。 

⚫ 今後は、農業・漁業体験等の推進や各種のイベン

ト開催、広域的な観光プロモーションなど多様なプ

ログラムの導入を図るとともに、土産物・特産品開

発に取り組みます。また、各種メディアを活用した

シティプロモーション※により、町のイメージアップを

図ります。 

⚫ 特に近年、観光資源としての大村湾が脚光を浴び

ており、県や流域市町とも連携しながら大村湾を活

かした交流促進・地域活性化に努めます。 

大村湾等の地域資源を活かし、交流拡大とイメージアップ、地域活性化を図ります。 

町内主要イベント来客数は近年増加傾向。 

更なる増に向け、近隣市町との連携が求められます。 

（人） 

37,451 
41,163 

45,235 

39,122 

47,037 

0
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50,000
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●町内における主要イベント来客数については、近年 

増加傾向が見られます。 

天候などによる中止のほか、新型コロナウイルスに

よるイベントの自粛など、外的要因もありますが、更

なるイベント来客数の増加、及び町への人の流れの

創出を図る必要があります。 

●また、新幹線の開業や大村湾の観光資源としての活

用など、県や近隣市町との連携を行いながら、新た

な観光機会の創出・活用に向けた取組が求められま

す。 

観光・シティプロモーションの振興

地域資源を活かした多様な交流促進

情報発信・シティプロモーションの推進

大村湾を活かしたまちづくりの推進
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主な達成目標 現状値（R1） 目標値（R7） 

主要イベント来客数 47,037人 50,000人 

 

（具体的な取組） 

１ 地域資源を活かした多様な交流促進 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
特産品・農水産物イベントの回数 5 回 6 回 
体験ペーロン参加者数 3,206 人 3,744 人 
交流促進による地場産業等の活性化を図るため、農業体験や漁業体験など体験型観光の推進のほか、地域資源

を活用した土産品・特産品開発及び販売体制の充実に努めます。また、観光ルート・ネットワーク構築と合わせた案
内板やサインなどの観光基盤整備や観光プロモーションの推進を図ります。さらに、来るべき新幹線開業に向け、新
たな交流拡大と地域経済活性化を目指し、関係機関と連携した取組を推進します。 

【主な取組】 ★ 農業体験・漁業体験等の推進 

★ 特産品・農水産物のイベントの開催・PR 

★ 土産品・特産品の開発と販売体制の充実 

★ 観光ルート・ネットワークの構築 

● 観光案内板や誘導サイン等の観光基盤整備  

★ 県や近隣市町と連携した観光プロモーション等の推進 

★ 新幹線開業に向けた関係機関と連携した取組の推進 

  

 

２ 情報発信・シティプロモーションの推進 

町のイメージアップや認知度の向上、ひいては地場産業等の活性化を図るため、観光マップ等の整備による情報
発信の強化に努めるとともに、多様な情報媒体を活用したシティプロモーションを推進します。 

【主な取組】 ● 観光マップ等の整備による観光情報発信の強化 

● 各種メディアを活用したシティプロモーションの推進   

 

３ 大村湾を活かしたまちづくりの推進 

大村湾の特性を活かした海洋スポーツを推進するほか、県や流域市町と連携した各種の取組・イベント開催等に
より大村湾を活かしたまちづくりを進めます。 

【主な取組】 ★ シーサイドストリートを活用したシーサイドマルシェ等のイベント開催 

★ 県、大村湾流域市町と連携した広域的な取組の推進 

★ 大村湾の景観を活かした自転車関連事業（長崎県サイクルツーリズム等）の推進 

★ 県等と連携した特定複合観光施設（IR）の開業に向けた取組と情報発信 

★ 大村湾を活かした海洋スポーツの推進（再掲） 
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２２ 移住・定住促進及び関係人口の拡大 所管／政策企画課、 

産業振興課 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SDGs 
該当分野 

基本目標４ 魅力あるまちと新しいひとの流れ 

計画の目標 

移住・定住の促進と関係人口の創出・拡大により、定住人口の増加を図ります。 

現状と課題 

■社会動態（単位：人） 

資料）長崎県異動人口調査 

 

⚫ 少子高齢化による人口減少と若年層を中心とした

東京圏への人口流出により、地方における生産年

齢人口が減少しています。こうした中、地方への人

の流れをつくり、東京圏への一極集中を是正する

ためには、若い世代を中心に地方移住への関心

が高まってきている傾向を的確に捉え、地方移住

の動きを後押しすることが必要とされています。 

⚫ 本町では、本町出身の若者の定住意識醸成に加

え、移住相談体制の充実や情報発信の強化など

都市圏からの移住・定住施策の充実を図るととも

に、将来的な移住者の増加にも繋がることが期待

される関係人口の創出・拡大に向けた取組を強化

します。 

県外への転出超過は重要な課題となっています。 
県や周辺市町と連携しながら、移住・定住の取組を推進する必要があります。 

■本町からの県外転出先の内訳（単位：％） 

資料）長崎県異動人口調査より作成（令和元年） 

福岡県, 

25.8%

東京都, 

11.0%

神奈川県, 

8.5%外国, 6.2%熊本県, 

4.9%

大阪府, 

4.0%

その他, 

39.6%
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主な達成目標 現状値（R1） 目標値（R7） 

社会動態 －232人 ±0人 

 

（具体的な取組） 

１ 移住・定住促進 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
移住相談者数 29 人 40 人 

ながさき移住サポートセンター及び町が 
関与した移住者数 27 人 30 人 

長与町に住み続けたいと思う人の割合 83.8％ 87.3％ 

移住促進に向け、相談体制の充実を図るとともに、移住希望者への効果的な情報発信を強化します。また、若者を
中心とした定住意識の醸成を図ります。 

【主な取組】 ★ 移住・定住促進に向けた情報発信 

● 移住相談体制の充実 

● 支援金等の移住・定住促進事業の実施 

★ 若者を中心とした定住意識の醸成 

  

 

２ 関係人口創出・拡大に向けた取組 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
移住ホームページ閲覧件数 1,572 件 1,700 件 
ふるさと応援寄附金ホームページ 
閲覧件数 29,566 件 56,000 件 

関係人口の創出・拡大に向け継続的な取組を推進します。また、ふるさと応援寄附金制度を有効活用した情報発
信や関係づくりを進めます。 

【主な取組】 ★ 関係人口の創出・拡大と交流人口の拡大に向けた継続的な取組の推進 

★ ふるさと応援寄附金制度の有効活用（再掲）   
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２３ 雇用環境の充実 所管／産業振興課, 
政策企画課 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SDGs 
該当分野 

基本目標４ 魅力あるまちと新しいひとの流れ 
 

計画の目標 

現状と課題 

16,386 18,432 19,419 19,581 20,192 
602 851 1,028 1,078 759 11,251 13,127 13,862 14,386 14,380 

0

20,000

40,000

H7 H12 H17 H22 H27

就業者 完全失業者 非労働力人口

32,493 34,779 35,143 35,905

28,250

4.0 

3.8 

3.3 

3.1 

0.2 
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0.9 
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18.9 
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3.5 

3.5 
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1.4 

1.4 

34.4 

40.4 

42.7 

45.7 

5.0 

4.7 

4.7 

4.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H12

H17

H22

H27

農業 漁業 建設業
製造業 電気・ガス・熱供給・水道業 情報通信業
卸売・小売業・飲食業 金融・保険業 不動産業
サービス業 公務

34.6 48.9 9.8 3.9 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

通勤先

長与町 長崎市 時津町 諫早市
大村市 西海市 佐世保市 雲仙市
その他市町村 他県

■労働力状態別人口(15 歳以上)（単位：人） 

資料）国勢調査（平成 27 年） 

■産業分類別就業人口比率 

■15 歳以上の勤務先 

資料）国勢調査（平成 27 年） 

⚫ 日本全体として人口減少が進行し、特に、地方におい

て労働力人口の減少、消費市場の縮小が懸念される

中、人が訪れ、住み続けたいと思えるような地域を実

現するためには、地域の稼ぐ力を高め、やりがいを感

じることのできる魅力的な仕事・雇用機会を十分に創

出し、誰もが安心して働けるようにすることが重要で

す。 

⚫ また、誰もが居場所と役割を持つ全世代・全員活躍型

の「生涯活躍のまち」の実現には、「活躍・しごと」が重

要な要素です。 

⚫ 本町では、女性、高齢者、障がい者、若者等の新規

就業及び社会参加の促進等に向け、関係機関と連携

した支援や企業誘致、起業・創業支援等、多様なニー

ズに応じた雇用環境の創出を図ります。 

誰もが居場所と役割を持つ「生涯活躍のまち」の実現に向け、多様なニーズに応じ

た雇用機会の創出に努めます。 

就業者数は増加傾向。 
多様な働き方に対応した雇用環境の創出が求められています。 

常住地
通勤・通学先 実数（人） 比率 実数（人） 比率

6,816 34.6% 930 37.0%
9,619 48.9% 1,312 52.2%
1,932 9.8% 68 2.7%

760 3.9% 88 3.5%
174 0.9% 34 1.4%
97 0.5% 8 0.3%
67 0.3% 11 0.4%
15 0.1% 1 0.0%
43 0.2% 3 0.1%

159 0.8% 60 2.4%
19,682 100.0% 2,515 100.0%計

大村市
西海市
佐世保市
雲仙市
その他の市町村
他県

通勤先 通学先

長与町
長崎市
時津町
諫早市

■通勤・通学に伴う流入・流出人口 

※総数は不詳を含む 

雇用環境の充実

企業誘致による雇用機会の拡大

多様な就業ニーズに応じた雇用機会の創出
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主な達成目標 現状値（R1） 目標値（R7） 

町内事業所就業者数 9,239人（H28） 9,500人 

 

（具体的な取組） 

１ 企業誘致による雇用機会の拡大 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
テレワーク・サテライトオフィス等の 
誘致事業所数 

0 件 3 件 

オフィス系企業の誘致による雇用環境の改善と地域経済の活性化を目指し、国・県等と連携した誘致活動を行い
ます。さらに、テレワーク・サテライトオフィスを推進し、県立大学情報セキュリティ産学共同研究センター（仮称）と連
携した取組を進めるなど、新たな就業者の確保に努めます。 

【主な取組】 ★ 県や近隣市町と連携した企業誘致活動 

★ テレワーク・サテライトオフィスの推進 

★ 県立大学情報セキュリティ産学共同研究センター（仮称）を活用した産業振興 
  

 

２ 多様な就業ニーズに応じた雇用機会の創出 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
シルバー人材センター会員数 293 人 320 人 
高齢者や女性の就業機会の拡大を図るため、シルバー人材センターへの運営支援を行うほか、ハローワークと連

携し、就業希望者に対するきめ細かな情報提供を行います。また、町内での創業・起業に対し関係機関と連携した支
援を行います。さらに、障がいの特性に応じた農福連携※の導入について検討します。 

【主な取組】 ★ ハローワーク等関係機関と連携した就業機会の提供 

● シルバー人材センターへの運営支援 

★ 関係機関と連携した創業支援 

● 広域連携による雇用創出 

● 大学との連携による雇用創出 

● 後継者の育成と事業承継への支援（再掲） 

● 障がいの特性に応じた農福連携の検討 
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基本目標 

５ 
生活環境 

分 野 別 ま ち づ く り 計 画 

安全・快適・便利な暮らし 

基本目標 ５ 

す姿） 
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２４ 市街地の整備 所管／都市計画課、土木管理課、
政策企画課 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SDGs 
該当分野 

基本目標５ 安全・快適・便利な暮らし 

計画の目標 

自然環境と調和した、誰もが暮らしやすい魅力的な市街地を形成します。 

現状と課題 

⚫ 本町は、高度成長期以降の宅地開発を背景に人

口が着実に増加してきました。本町への根強い住

宅需要に加え進行中の区画整理事業もあり、今

後、転入者の増加が期待されます。 

⚫ 引き続き関連法令等に基づく指導・誘導を行いな

がら、良好な市街地形成に向け、住宅環境や公

園・緑地、河川や港湾等の都市基盤の整備及び維

持・管理に努めます。 

⚫ さらに、持続可能な行政サービスの提供に向けた

公共施設の再配置を検討するとともに、都市基盤

の付加価値を高める景観形成やユニバーサルデ

ザインへの対応を進めます。 

■高田南土地区画整理事業完成イメージ 

 

高度経済成長期から続く団地造成により、現在のまちの姿が形成されています。 

持続可能な発展のために計画的な市街地の形成が求められています。 

■人口推移と住宅団地の整備（単位：戸） 

資料）国勢調査を基に作成 

資料）都市計画課 

 

12,078 14,008 
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30,896 
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10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
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45,000

S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27

人口
人口増加率

S47 丸尾第二団地（142） 
S47～S48 青葉台（343） 
S47～S50 丸田アパート（550） 
S47～S49 長与ニュータウン（1,340） 
S49～S50 二丁間団地（340） 
S47～S52Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ工区（842） 
S52～S59 北部地区（230） 
S59～S62 南陽台団地（513） 

S61～H5 長崎サニータウン（809） 

H6～H11 緑ヶ丘団地（442） 
H6～H13 まなび野（700） 
H8～H10 フォーレツインキャッスル（251） 
H24～H28 ヴューテラス長与北陽台(350) 

市街地の整備

計画的な土地利用の推進と新市街地の形成

住宅環境の整備

公園・緑地の整備

橋梁・河川・港湾の整備

良好な景観形成や

ユニバーサルデザインへの対応
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主な達成目標 現状値（R1） 目標値（R7） 

高田南土地区画整理事業における 

整備進捗率 

（道路）55.6％ 

（宅地）58.6％ 

100％ 

100％ 

 

（具体的な取組） 

１ 計画的な土地利用の推進と新市街地の形成 

 現状値（R1） 目標値（R7） 

高田南土地区画整理事業における 
整備進捗率 

（道路）55.6％ 100％ 

（宅地）58.6％ 100％ 

貴重な自然環境を守り、町全体の均衡ある発展を図るため、人口動態等を踏まえながら、関連する法律や条例・
要綱等に基づき、適切な民間開発の指導に努めます。また、都市計画マスタープラン等をもとに、土地区画整理事業
の計画的な推進や適正な市街地形成の誘導、用途地域等の見直し、公共施設再配置の検討、急傾斜地の適正な管
理などを推進します。 

【主な取組】 ● 「長与町開発行為等指導要綱」の周知及び適切な民間開発の指導 

● 住宅団地開発に際してのわかりやすい住所の表示 

★ 土地区画整理事業の推進と適正な市街地形成の誘導 

● 用途地域等の適正な見直し 

★ 公共施設の再配置等の検討 

● 急傾斜地の適正な管理 

  

 

２ 住宅環境の整備 

空き家のデータベース化により、適正な管理を促進します。また、公営住宅の居住性・安全性を確保しつつ長期的
な活用を図るため、計画的に長寿命化型改善を行います。 

【主な取組】 ● 空き家のデータベース化と適切な空き家管理の促進 

● 公営住宅の長寿命化型改善   

 

３ 公園・緑地の整備 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
町民 1 人あたりの公園保有面積 8.6 ㎡ 10.0 ㎡ 
町民の憩いの空間となる公園・緑地の確保を図るため、土地区画整理事業や民間開発と連動した公園整備を進め

ます。また、地域の特性に配慮した公園施設の整備や親子や多世代で楽しめるような中尾城公園の再整備等を行い
ます。 

【主な取組】 ● 関連事業と連携した公園・緑地の整備 

● 町民参加による既存公園・緑地の適切な維持管理と緑化の推進 

● 地域の特性に配慮した公園施設の整備 

★ 親子や多世代で楽しめる中尾城公園のリニューアル 

★ 自然と触れ合える遊歩道の整備 
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４ 橋梁・河川・港湾の整備 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
橋梁長寿命化修繕計画(R2～R11)に 
基づく令和 7 年度までの点検・修繕 
実施率 

点検 15.2％ 

修繕 0％ 
点検 100％ 

修繕 100％ 

橋梁の長寿命化修繕計画に基づく計画的な整備や、河川・港湾の整備を推進します。 

【主な取組】 ● 河川・港湾の整備 

● 橋梁の長寿命化修繕計画に基づく計画的な整備の推進   

 

５ 良好な景観形成やユニバーサルデザインへの対応 

自然環境と調和した美しい市街地景観形成に努めるほか、屋外広告物対策やユニバーサルデザインのまちづくり
を推進します。 

【主な取組】 ★ 自然環境と調和した美しい市街地景観形成 

● 屋外広告物対策の推進 

★ ユニバーサルデザインのまちづくり 
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２５ 上水道の整備 所管／水道課 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SDGs 
該当分野 

基本目標５ 安全・快適・便利な暮らし 
 

計画の目標 

安全な水の安定的な供給を維持します。 

現状と課題 

■料金収入と給水人口の状況 

資料）水道課 

⚫ 本町の水道事業は昭和 35 年に運用を開始してか

ら 60 年が経過し、これまで 8 期の事業拡張等を行

いながら安全で安定的な給水を行っています。 

⚫ 引き続き、浄水場の適切な運転管理や老朽施設

の計画的な更新等により、安全な水の安定的な供

給に努めます。また、効率的で持続可能な水道事

業を展開するため、経営基盤の強化を図ります。 

給水人口の減少により、料金収入は減少傾向にありますが、施設の老朽化による更新費用は増えてい
くと予測しています。 

今後、水道事業を維持・向上していくため、経営面、施設面、人材面など、様々な視点から基盤の強化
が求められています。 

■建設改良費の推移 
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上水道の整備

安全な水の安定供給

経営基盤の強化

将来を見据えた水道施設の整備

広域的な連携の推進
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主な達成目標 現状値（R1） 目標値（R7） 

管路全体耐震適合率 33.3％ 37.9％ 

 

（具体的な取組） 

１ 安全な水の安定供給 

中長期的な視点での安全な水の安定供給を図るため、水質管理計画を策定します。また、浄水場の適切な運転管
理に努めます。 

【主な取組】 ● 水質管理計画の策定 

● 浄水場の適切な運転管理   

 

２ 経営基盤の強化 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
水道有収率※ 91.5％ 92.5％ 
持続可能な水道事業を行うため、水道事業経営戦略を踏まえた計画的な財政運営に努めます。 

【主な取組】 ● 水道事業経営戦略を踏まえた財政運営 

   

３ 将来を見据えた水道施設の整備 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
管路全体耐震適合率 33.3％ 37.9％ 
老朽施設の計画的な更新を行うとともに、ダウンサイジング※に配慮した合理的な施設の構築を推進します。 

【主な取組】 ● 老朽施設の計画的な更新 

    

４ 広域的な連携の推進 

将来にわたり、安全・安心な水の供給を図るため、広域的な連携による業務共同化などの検討を行います。 

【主な取組】 ● 施設共同化の検討 

● 業務共同化の検討 
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２６ 下水道の整備 所管／下水道課 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SDGs 
該当分野 

基本目標５ 安全・快適・便利な暮らし 
 

計画の目標 

下水道施設の長寿命化や経営基盤の強化に取り組みながら、 

安定的な下水道事業を推進します。 

現状と課題 

■下水道整備状況（％） 

資料）下水道課 

⚫ 本町の下水道は、昭和 40 年代からの急激な人口

増加を背景に、昭和 48 年に公共下水道事業が開

始されました。令和元年度末現在、整備済区域は

851ha、普及率は 99.4％と、長崎県下では最も高い

普及率となっています。 

⚫ 今後は、下水道事業の経営基盤の強化に努めな

がら、長崎県が策定した大村湾流域別下水道整備

総合計画に基づき、下水道の高度処理※施設の導

入を更に推進し、大村湾の水質保全に努めます。

また、老朽施設の長寿命化等を図り、安定的な下

水道事業を推進します。 

大村湾流域別下水道整備総合計画に基づき 

下水の高度処理を推進しています。 

資料）長崎県大村湾流域別下水道整備総合計画 

下水道普及率は全国トップクラスの水準。 
老朽施設の計画的な更新を図りつつ、持続可能な汚水
処理を推進する必要があります。 
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下水道の整備

下水道施設の整備

経営基盤の強化

下水道施設の長寿命化等への対応

下水道資源の有効利用
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主な達成目標 現状値（R1） 目標値（R7） 

高度処理施設の整備 1系列／6系列 3系列／6系列 

 

（具体的な取組） 

１ 下水道施設の整備 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
高度処理施設の整備 1 系列／6 系列 3 系列／6 系列 
大村湾の環境保全及び水質改善を図るため、高度処理施設の整備に努めます。 

【主な取組】 ● 高度処理施設の拡充 

   

２ 経営基盤の強化 

持続可能で効率的な下水道事業を展開するため、経営戦略を踏まえた財政運営に努めるとともに、包括的民間委
託※による経営効率化を進め、広域化・共同化等による事業運営を検討します。 

【主な取組】 ● 経営戦略を踏まえた財政運営 

● 包括的民間委託の推進による経営の効率化 

● 広域化・共同化による効率的な事業運営の検討 
  

 

３ 下水道施設の長寿命化等への対応 

下水道施設の長寿命化を図るため、適切な維持管理による施設機能の向上に努めます。 

【主な取組】 ● 適切な維持管理による施設機能の向上 

   

４ 下水道資源の有効利用 

下水道資源の有効利用に関する調査・研究を推進し、資源・エネルギー循環の形成を図ります。 

【主な取組】 ● 下水道資源の有効利用に関する調査・研究 
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２７ 道路の整備 所管／都市計画課、 
土木管理課 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SDGs 
該当分野 

基本目標５ 安全・快適・便利な暮らし 
 

計画の目標 

暮らしと経済活動を支える道路網の整備を推進します。 

現状と課題 

区分 実延長（ｍ） 舗装率（％）
国道 8,676.3 100.0
県道 14,407.3 100.0
町道 203,723.8 100.0

■道路の状況（単位：ｍ、％） 

平成 30 年 4 月 1 日現在 

※町道については平成 31 年 4 月 1 日現在 

⚫ 本町の道路は、国道 207 号、県道長崎多良見線、

県道東長崎長与線、県道長与大橋町線を幹線とし

た道路体系で形成されており、これまで、関係機関

と連携しながら幹線道路の整備促進や町道整備を

進めてきました。 

⚫ 平成29年には都市計画道路西高田線の新設区間

について整備が完了するなど、渋滞緩和に向け、

一定の成果をあげていますが、町内では依然とし

て朝夕を中心に道路渋滞が発生しており、町民意

識調査でも道路整備の重要性が指摘されていま

す。 

⚫ 引き続き関係機関と連携し、幹線道路や町道の計

画的な整備と維持管理・安全対策を推進し、道路

ネットワークの利便性や快適性の向上を図ります。 

都市計画道路は 17 路線。 
円滑な交通のための計画的な道路の整備と維持管理が必要です。 

■都市計画道路西高田線の新設区間 ⚫ 都市計画道路は 17 路線が都市計画決定されてお
り、その中で整備率は 89％、未整備延長は 1.9km
です。 

⚫ 長崎県交通渋滞対策協議会において、道の尾交
差点、長与交差点（下高田）、三彩橋交差点の 3 か
所が、主要渋滞箇所に選定されています。 

道路の整備

幹線道路の整備

生活道路の維持管理と安全対策の推進



112 

  

 

 

主な達成目標 現状値（R1） 目標値（R7） 

都市計画道路  

西高田線整備進捗率 
48.1％ 92.6％ 

 

（具体的な取組） 

１ 幹線道路の整備 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
都市計画道路 高田越中央線整備進捗率 52.2％ 100％ 
円滑な幹線道路ネットワークの形成を図るため、未整備区間の進捗を図るとともに、周辺市町を結ぶ幹線道路であ

る国道 207 号・県道長崎多良見線、広域ネットワークを形成する「西彼杵道路」「長崎南北幹線道路」の早期整備に向
けた働きかけを行います。 

【主な取組】 ● 市街地整備等と連携した都市計画道路整備の推進 

● 国道 207号・県道長崎多良見線の早期整備への働きかけ 

● 地域高規格道路「西彼杵道路」「長崎南北幹線道路」の早期整備への働きかけ 
  

 

２ 生活道路の維持管理と安全対策の推進 

 現状値（R1） 目標値（R7） 

グリーンベルト※整備延長 5,016m 7,516m 
安全な道路環境を維持するため、緊急性を考慮した計画的な維持補修を実施します。また、関係機関との連携に

基づき、交通事故を未然に防ぐための安全な道路環境の整備を推進します。  

【主な取組】 ● 適正な維持補修の実施 

● 道路網の計画的な整備改修  

● 交通事故を未然に防ぐ安全な道路環境の整備 
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２８ 地域公共交通の充実 所管／政策企画課 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SDGs 
該当分野 

基本目標５ 安全・快適・便利な暮らし 
 

計画の目標 

誰もが便利に移動できる地域公共交通体系を構築します。 

現状と課題 

■鉄道乗客数の推移（単位：人/日） 

資料）九州旅客鉄道株式会社長崎支社 

⚫ 本町の公共交通体系は、鉄道、路線バス等から構

成されており、通勤・通学や買い物、通院などの日

常生活で幅広く利用されています。しかし、町民意

識調査では、公共交通の改善や更なる充実を求め

る意見が多く寄せられています。 

⚫ 今後、高齢化の進行等により公共交通の重要性

は一層高まることが予想されることから、引き続き

交通事業者など関係機関と連携し、路線バス・鉄

道の充実、コミュニティ交通※の導入検討を行いな

がら、利用促進策を推進します。 

⚫ さらに、地域の移動手段の確保・充実や公共交通

機関の維持・活性化等を目的とする MaaS につい

て、国や県などの関係機関と連携し、導入を検討し

ます。 

まちの姿や需要の変化に応じて、バス路線の新設等の見直しがなされています。今後も重要な生活インフラ
として、公共交通の維持・改善や利用促進を図っていく必要があります。 

■通勤に適したバス（バイパス便）の運行 

バイパス経由 

■ビューテラス北陽台やイオンタウン長与への経由地追加 

本町における地域公共交通は、その重要性がますます高まっています。 

725 736 801 886 920 966 987 1,052 1,095 1,132

363 363 378 393 415 453 462 497 518 538 

1,865 1,867 1,901 1,950 1,927 1,979 1,943 1,973 1,930 1,917
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地域公共交通の充実

路線バス・コミュニティ交通体系の充実

鉄道の充実

公共交通の利用促進
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主な達成目標 現状値（R1） 目標値（R7） 

公共交通が充実していると 

思っている人の割合 
27.8％ 33.0％ 

（具体的な取組） 

１ 路線バス・コミュニティ交通体系の充実 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
新たな交通路線の導入 
（町内循環線バス、広域循環線バス 
など） 

未導入 導入済 

町内や周辺市町への身近な移動手段となる路線バスの充実を図るため、交通事業者と連携したバスルート・ダイ

ヤの継続的な見直しに努めるとともに、コミュニティバス※や乗合タクシーなどコミュニティ交通の導入を検討します。 

【主な取組】 ★ 交通事業者と連携した既存路線バスのルート・ダイヤ見直し 

● コミュニティバスや乗合タクシーなどコミュニティ交通の導入検討   

 

２ 鉄道の充実 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
JR 一日平均乗客数（本川内駅除く） 3,453 人(H30) 3,700 人 
鉄道事業者に対し、朝夕の通勤・通学時間帯の列車増便・増結や駐輪・駐車場の整備等の要請を行います。さら

に来るべき新幹線開業に向け、関係機関と連携した取組を推進します。 

【主な取組】 ● 朝夕の通勤・通学時間帯の列車増便・増結や駐輪・駐車場の整備等の要請 

★ 新幹線開業に向けた関係機関と連携した取組の推進（再掲）   

 

３ 公共交通の利用促進 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
MaaS の導入 未導入 導入済 

国や県などの関係機関と連携し、次世代の移動サービスとして期待される MaaS（Mobility as a Service モビリティ・

アズ・ア・サービスの略）の導入検討を進めます。また、公共交通利用促進に向けた情報発信の強化とともに、全ての
人が快適に利用できるハード・ソフトの充実を図る公共交通バリアフリー※化を推進します。 

【主な取組】 ● 公共交通利用促進に向けた情報発信の強化 

● 公共交通バリアフリー化の推進 

★ 国や県と連携した MaaSの導入検討 
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２９ 地域情報化の推進 
所管／政策企画課、総務課、秘書広報課、 

契約管財課、生涯学習課、 
産業振興課、住民環境課 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SDGs 
該当分野 

基本目標５ 安全・快適・便利な暮らし 
 

計画の目標 

現状と課題 

⚫ 情報通信技術などの未来技術は、距離と時間の

制約を克服し、人の能力・活動を拡張・効率化・代

替することで、単に直面する課題に対処するだけ

ではなく、モノやサービスの生産性・利便性を飛躍

的に高めるとともに、新しいサービスを生み出し、

新たな雇用を創出するなど産業や生活などの質を

高めることが期待されています。 

⚫ 本町では、国が進める「地域における Society 5.0

の推進」を受け、地域における情報通信基盤等の

環境整備を進めた上で、未来技術の活用による地

域課題の解決、地域の魅力向上に努めます。 

⚫ さらに、新たな時代に対応した情報リテラシー教育

の充実に努めます。 

情報通信技術を活用し、豊かで魅力あるまちづくりを展開します。 

資料）内閣府ホームページ「Society 5.0 - 科学技術政策 - 」 

 
情報通信技術など、未来技術を活用しながら本町の課題や困難の克服を図っていく必要があります。 

また、スマートフォン等の普及により、幅広い世代がインターネットを利用していますが、これを正しく活用するための知識を

身につける情報リテラシー講座の開催及び指導する講師の確保・育成が求められます。 

新たな技術の活用、及びこれを安全に利用できる知識が求められています。 

 ■インターネットの利用頻度 

資料）総務省 令和元年通信利用動向調査 

地域情報化の推進

ICTを活用した多様なまちづくりの展開

庁内業務のICT活用推進

情報リテラシーの向上

毎日少なくとも

1回は利用
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主な達成目標 現状値（R1） 目標値（R7） 

ICT を活用した新たな取組数 0件 5件 

（具体的な取組） 

１ ICT を活用した多様なまちづくりの展開 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
オープンデータ※公開数 9 件 15 件 
Society5.0 など新たな時代の潮流や未来技術を活用した各種行政サービスの提供や情報発信などに関する研究

及び取組を推進します。また、県立大学情報セキュリティ産学共同研究センター（仮称）を活用した産業振興やテレワ
ーク・サテライトオフィスの推進、オープンデータの公開など、ICT を活用した多様なまちづくりを展開します。 

【主な取組】 ● ICTを活用した各種行政サービスの提供と情報発信 

● オープンデータの公開推進 

● マイナンバーカードの取得・活用推進 

★ テレワーク・サテライトオフィスの推進（再掲） 

★ 県立大学情報セキュリティ産学共同研究センター（仮称）を活用した産業振興（再掲） 

★ Society5.0など時代に則した新たな取組の研究・推進 

★ 町内情報通信環境の整備推進・活用 

  

 

２ 庁内業務の ICT活用推進 

各種情報システム及び情報ネットワークの運用・構築やセキュリティ対策を推進するとともに、職員への ICT 教育・

研修の実施や、AI、RPA 等の導入検討など庁内業務の効率化・最適化を図るための取組を推進します。 

【主な取組】 ● 職員の ICT教育・研修の実施 

● 各種情報システム及び全庁情報ネットワークの運用・構築 

● 情報セキュリティ※対策の推進 

● AI、RPA等の ICTを活用した事務効率化の推進（再掲） 

  

 

３ 情報リテラシーの向上 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
ICT 関連講習会延べ受講者数 187 人 440 人 
メディア安全指導延べ受講者数 1,578 人 1,770 人 

SNS にまつわる深刻なトラブルに巻き込まれることなく、子どもから高齢者までの誰もが安全にインターネットやタブ

レット・スマートフォン等を利活用できるよう、ICT に関する各種講座の開催や情報発信に努めます。 

【主な取組】 ● 情報化に向けた各種講座等の開催 

● メディア安全指導の充実    
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３０ 消防・防災体制の強化 所管／地域安全課 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SDGs 
該当分野 

基本目標５ 安全・快適・便利な暮らし 
 

 

計画の目標 

現状と課題 

資料）地域安全課（各年度末現在） 

⚫ 近年の全国的な自然災害の激甚化を踏まえ、

人々が安心して住み続けられるまちづくりがこれま

で以上に必要とされています。 

⚫ 本町では、消防団員の充足率、自主防災組織※の

組織率がともに9割を超え、町民一人一人が「自分

たちの地域は自分たちで守る」という誇りを持ち、

行政と協働で災害に強いまちづくりを目指していま

す。 

⚫ 引き続き河川や急傾斜地の適正管理など防災・減

災に取り組むほか、地域に密着した消防団や自主

防災組織等の充実・強化、ICT の利活用や広域連

携による防災・災害対応の強化を図り、さらに大規

模災害発生時には、業務継続計画※（BCP）により

行政機能の維持・継続に努めます。 

災害や緊急事態から町民の生命と財産を守る消防・防災体制を強化します。 

 近年、全国的な異常気象により災害が激甚化しており、防災・減災に一層取り組む必要があります。 

■町内の土砂災害の様子（令和 2 年 7 月撮影） 

消防・防災体制の強化

消防・救急・緊急体制の充実・強化

防災・減災への取組

地域と連携した災害に対する備えと意識啓発

広域連携による安全確保のための取組の推進

（大規模災害やテロ等の対策）
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主な達成目標 現状値（R1） 目標値（R7） 

風水害による死傷者数 0人 0人 

 

（具体的な取組） 

１ 消防・救急・緊急体制の充実・強化 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
消防団員数 284 人 290 人 
消防施設・設備、消防水利の計画的な整備や広域消防と連携した体制強化を進めるとともに消防団の活性化・機

能強化に努め、身近な地域の消防・救急体制の充実・強化を図ります。 

【主な取組】 ● 消防施設・設備等の計画的な整備・維持管理 

● 広域消防による消防・救急体制の強化 

● 消防団の活性化と機能強化 
  

 

２ 防災・減災への取組 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
防災メール登録者数（SNS 登録者含む） 4,874 人 7,700 人 
ICT 等を活用し、多様な手段により防災情報を発信するとともに指定避難所等におけるプライバシーの確保や感染

症対策など環境整備に努めます。また、日頃から河川や急傾斜地等の適正管理に努めるなど、国土強靱化計画※に
基づく防災・減災の取組を進め、災害発生時には、地域防災計画に基づく適切な災害対応のほか、業務継続計画
（BCP）に基づく行政機能の維持・継続に努めます。 

【主な取組】 ● ICT等を活用した多様な媒体による防災情報の発信 

● 指定避難所等の環境整備 

● 災害の未然防止・減災のための河川・急傾斜地等の適正管理 

★ 地域防災計画に基づく適切な災害対応 

● 業務継続計画（BCP）に基づく被災時における行政機能の維持・継続 

● 国土強靭化計画に基づく防災・減災の取組 
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３ 地域と連携した災害に対する備えと意識啓発 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
自主防災組織の組織率 98.3％ 100％ 

事業所との協定締結数 16 件 26 件 

自主防災組織による防災体制の強化や各種ハザードマップを活用した危険箇所の周知など、日頃から、地域と連
携した災害に対する備えと意識啓発に努めます。さらに、災害発生時には、避難行動要支援者避難支援プラン※に基
づき、高齢者や障がい者等の実効性のある避難支援に努めます。 

【主な取組】 ★ 災害に対する知識の普及と情報発信 

● 各種ハザードマップ（土砂災害ハザードマップ等）を活用した危険箇所の周知 

● 自主防災組織による身近な防災体制の強化 

● 避難行動要支援者避難支援プランに基づく支援の強化 

● 協定等を活用した事業所等との連携推進 

  

 

４ 広域連携による安全確保のための取組の推進（大規模災害やテロ等の対策） 

大規模災害等への対応として、国や県など関係機関と連携した防災施策の推進のほか、連携中枢都市圏におけ
る避難所の相互利用をはじめとした災害対策の充実、国民保護計画※に基づく対策など、広域連携による安全確保
の取組を推進します。 

【主な取組】 ● 国・県など関係機関と連携した防災施策の推進 

● 連携中枢都市圏における災害対策の充実 

● 国民保護計画に基づく適切な対策の推進 
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■長与町ハザードマップ（嬉里郷・北陽台） 
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３１ 交通事故防止対策の推進 所管／地域安全課 
     土木管理課 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SDGs 
該当分野 

基本目標５ 安全・快適・便利な暮らし 
 

計画の目標 

現状と課題 

■交通事故発生状況（単位：件、人） 

⚫ 本町では、交通事故の未然防止を目指し、子ども

や高齢者を中心に、交通安全教育や自転車教室、

参加体験型講習会等を開催し、交通安全意識の

啓発及び交通マナーの向上に努めてきました。 

⚫ 引き続き、交通安全施設や安全な道路環境整備に

努めるほか、警察や交通安全協会・交通指導員な

ど関係機関・団体と連携し、交通安全に対する意

識啓発に努めます。 

⚫ また、不幸にも交通事故被害者となった場合に

は、ワンストップによる被害者支援を実施します。 

交通事故がない安全なまちづくりを目指します。 

平成 26 年に比べ、令和元年の交通事故発生件数及び死傷者数は約 4 割減の成果となりました。 
今後も一層の交通事故減少を目指し、警察及び関係機関・団体と連携し、高齢者・子ども・歩行者及び自転車

等の安全の確保に努めます。 

■通学時見守りの状況 

発生件数は減少傾向に。 

今後も交通事故のないまちづくりが求められています。 
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資料）地域安全課及び長崎県警交通事故発生状況 

 

交通事故防止対策の推進

交通安全に関する意識啓発

交通安全対策の推進



122 

  

 

 

主な達成目標 現状値（R1） 目標値（R7） 

交通事故死傷者数 115人 減少傾向の維持 

                         

（具体的な取組） 

１ 交通安全に関する意識啓発 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
高齢者事故発生件数（運転・歩行） 31 件 減少傾向の維持 
警察や交通安全協会等と連携し、広報・啓発活動を実施します。また、高齢者や子どもたちを対象とした交通安全

教育や、高齢者運転免許証自主返納奨励事業を推進します。 

【主な取組】 ● 交通安全意識高揚のための広報・啓発活動の充実 

● 高齢者や子どもに対する交通安全教育の実施 

● 高齢者運転免許証自主返納奨励事業の実施 
  

 

２ 交通安全対策の推進 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
交通事故発生件数 90 件 減少傾向の維持 
歩道やガードレール・カーブミラーなど交通安全施設の整備・維持管理や速度規制・進入規制など交通規制の適正

化に努めます。また、高齢運転者へのサポカー補助金※の推奨や地域・関係機関等と連携した交通安全対策を推進
します。不幸にも交通事故被害者となった場合は、ワンストップによる被害者支援を実施します。 

【主な取組】 ● カーブミラー等の交通安全施設の整備・維持管理 

● 交通規制（速度規制や進入規制等）の適正化 

● 高齢運転者へのサポカー補助金の推奨 

★ 地域・関係機関等と連携した交通安全対策の推進 

● 交通事故を未然に防ぐ安全な道路環境の整備（再掲） 

● 交通事故被害者に対する支援 
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３２ 安全な生活環境づくり 所管／地域安全課 
生涯学習課 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
SDGs 
該当分野 

基本目標５ 安全・快適・便利な暮らし 
 

計画の目標 

現状と課題 

⚫ 本町では、平成 19 年に「長与町犯罪のない安

全・安心まちづくり推進条例」を制定し、犯罪を

未然に防ぐまちづくりに取り組んできました。し

かし、全国的に振り込め詐欺などの悪質な犯

罪が後を絶たない中、本町においても窃盗犯

等の犯罪が認知されています。 

⚫ 今後も、警察や防犯協会をはじめ、自治会や

地区コミュニティなど関係機関・団体と連携し、

犯罪を未然に防ぐまちづくり・人づくりに取り組

みます。 
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R1 1市町あたり平均（左軸）

■犯罪認知件数（単位：件） 

犯罪を未然に防ぐまちづくり・人づくりを進めます。 

■長崎県及び長与町の犯罪認知件数（単位：件） 

長崎県は全国でも犯罪認知件数の少ない地域ですが、長与町はその県内でも、更に少ない状況にあります。 

平成 27 年に比べ令和元年の犯罪発生件数は、4 割減の成果となっています。一方、悪質な振り込み詐欺等の

犯罪も巧妙化しており、今後も警察及び関係機関・団体と連携し、犯罪防止に努めます。 

長与町は全国的に見ても、犯罪発生率が少ない安全なまちです。 

 

270.1 

646.4 

0

100

200

300

400

500

600

700

長崎県 全国

全国の刑法犯認知件数

11.8

21.4

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

長与町 県内平均

県内の刑法犯認知件数

※人口 10 万人あたり 

刑法犯認知件数

（H30 ） 

※人口 1 万人あたり 

刑法犯認知件数 

（令和元年） 

資料）長崎県警 犯罪統計（令和元年 確定値）及び 
警察庁 警察白書（令和元年） 

安全な生活環境づくり

防犯に関する意識啓発

犯罪を防ぐ地域づくり

安全な消費生活環境の整備
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主な達成目標 現状値（R1） 目標値（R7） 

犯罪認知件数 49件 減少傾向の維持 

 

（具体的な取組） 

１ 防犯に関する意識啓発 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
犯罪認知件数 49 件 減少傾向の維持 
警察等関係機関と連携し、町民の協力を得ながら広報啓発活動を積極的に展開し、地域ぐるみでの防犯意識の高

揚を図ります。 

【主な取組】 ● 防犯に関する意識啓発・情報発信 

● 防犯に関する出前講座や相談事業の充実   

 

２ 犯罪を防ぐ地域づくり 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
子ども 110 番※の家設置数 335 戸 400 戸 

子ども 110 番の車台数 132 台 150 台 

防犯灯の維持管理や民間事業者と連携した防犯環境づくりに努めるとともに、自治会・地区コミュニティと連携した
防犯活動を実施し、地域は自分たちで守るという連帯感の醸成と、犯罪のない地域社会の実現を目指します。また、
不幸にも犯罪被害者となった場合は、ワンストップによる被害者支援を実施します。 

【主な取組】 ★ 自治会・地区コミュニティ組織等と連携した防犯活動の実施 

● 防犯灯の維持管理 

● 子ども 110番の家・車制度の推進 

● 商業施設等の民間事業者と連携した防犯環境づくり 

● 犯罪被害者に対する支援 

  

 

３ 安全な消費生活環境の整備 

振り込め詐欺などの犯罪や消費者トラブルを未然に防ぐために、多様な媒体を利用した情報発信に取り組むととも
に、消費生活センター等の関係機関と連携した相談体制の充実を図ります。 

【主な取組】 ● 振り込め詐欺などに関する情報発信と意識啓発 

● 長崎県消費生活センター等の関係機関と連携した相談体制の充実   
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基本目標 

６ 
健康・福祉 

分 野 別 ま ち づ く り 計 画 

ぬくもりのある健康と福祉のまち 

基本目標 ６ 
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３３ 健康づくりの推進 所管／健康保険課、 
介護保険課 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SDGs 
該当分野 

基本目標６ ぬくもりのある健康と福祉のまち 

計画の目標 

健康寿命の延伸と健康格差※の縮小を図ります。 

現状と課題 

■死因別死亡率 

 

資料）健康保険課 

⚫ 急速に高齢化が進む中で、誰もが住み慣れた地域

で、自分らしい暮らしを人生の最後まで続けられるよ

うにするためには、住民個人による疾病・介護予防や

健康増進の取組に加え、地域住民や多様な主体が支

え合える環境づくりが重要です。 

⚫ また、国は、フレイルなどの心身の多様な課題に対応

したきめ細やかな保健事業を行うため、運動、口腔、

栄養、社会参加等の観点から「保健事業と介護予防

の一体的な実施」を推進しており、加えて、スポーツを

通じた健康増進の取組を進めています。 

⚫ 本町では、これらの観点を踏まえ、引き続き意識啓発

や主体的な健康づくり活動への支援、生活習慣病の

発症予防・重症化予防対策、健康ウォーキング、心の

健康づくり、食育、口腔ケア※等、健康寿命の延伸と

健康格差の縮小を目指した各種の取組を総合的に推

進します。 

特定健康診査受診率は上昇してきており、被保険者の健康に対する意識の高まりが表れています。 

資料）長崎県衛生統計年報 

 

■国民健康保険 特定健康診査受診率と特定保健指導※実施率 

（単位：人） 
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生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底
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食育による健康づくり

口腔ケアによる健康づくり
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主な達成目標 現状値（R1） 目標値（R7） 

平均自立期間 
（男性）80.35歳(H27) 

（女性）84.49歳(H27) 
延伸 

 

（具体的な取組） 

１ 健康寿命の延伸に向けた意識啓発と主体的な活動支援 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
運動習慣者の割合（特定健診問診） 43.7％ 50.0％ 
ミックンポイント事業参加者数（累計） 1,500 人 3,500 人 
主体的に健康づくりに取り組む団体等の育成と活動支援を行うほか、幅広い情報発信・意識啓発に努めます。 

【主な取組】 ● 健康づくりに関する情報発信・意識啓発 

★ 健康づくりに取り組む団体等の育成と活動支援   

 

２ 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
特定健康診査受診率（国保） 49.1％ 60.0％ 

特定保健指導実施率（国保） 56.9％ 60.0％ 

メタボリックシンドローム※該当者割合（国保） 19.1％ 18.0％ 
疾病の早期発見、早期治療を図るため、特定健康診査やがん検診等の各種検診事業を実施します。また、健診後

の保健指導や健康相談事業、集団に向けた健康教育事業等の充実を図ります。 

さらに、健康ウォーキングの普及や運動プログラム開発、フレイルへの対応など各種の取組を総合的に推進します。
これら心身の多様な課題に対応したきめ細やかな保健事業を行うため、保健事業と介護予防の一体的な実施を推進
します。 

【主な取組】 ★ 特定健康診査、がん検診等各種検診事業の実施 

● 各種健診（検診）の受診勧奨事業の実施 

★ 保健指導、栄養指導、健康教育、健康相談事業等の充実 

● 関係機関と連携した重症化予防事業の充実 

★ 民間と連携した健康ウォーキングの普及（コース設定やイベント開催） 

★ 健康寿命の延伸を目的とした運動プログラムの開発やサービス事業の充実・育成 

★ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業の推進 

★ フレイルなど心身の課題へのきめ細やかな対応 

● 大学や民間と連携した各種の研究・実証事業等の推進 
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３ 心の健康づくりと自殺対策 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
自殺死亡者数 10 人 減少 
うつ病など心の病気に対する正しい知識の普及や対応等に関する周知・啓発を行うとともに、健康教育の実施と相

談支援体制の構築を図ります。また、自殺対策連絡会議と連携し、自殺防止に努めます。 

【主な取組】 ● 心の病気の正しい知識の普及や対応等に関する周知・啓発 

● うつ病の予防、早期発見、早期治療に繋がる健康教育の実施 

★ 心の健康・引きこもり等相談支援体制の構築 

★ 自殺対策連絡会議と連携した自殺対策計画の推進 

  

 

４ 食育による健康づくり 

 現状値（R1） 目標値（R7） 

朝食を毎日食べている割合（小学 6 年生） 男子 87.6％ 
女子 89.8％ 

男子 100％ 
女子 100％ 

食を通じた健康づくりを目指し、「長与町食育推進計画」を基本に、家庭、学校、地域等における食育を推進します。
また、関係機関と連携し、食の安全確保に向けた取組を実施します。 

【主な取組】 ● 学校等と連携した食育の推進 

● 食育に関する情報発信 

● 食の安全確保に向けた取組 
  

 

５ 口腔ケアによる健康づくり 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
虫歯のない者の割合（3 歳児健診） 86.1％ 90.0％ 
全身の健康状態に大きく影響する口腔ケアによる健康づくりを図るため、正しい知識の普及やフッ化物応用※の推

進、歯周疾患検診の推進に努めます。 

【主な取組】 ● 口腔ケアの正しい知識の普及 

● フッ化物応用（塗布・洗口）の推進 

● 歯周疾患検診の推進 
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長与町健康のまち宣言 

 幸福度日本一を掲げる長与町において、生涯にわたって心身ともに健康で
暮らすことは、町民の願いであり、幸福の源でもあります。 
 すべての町民が手を携えて、積極的に健康づくりに取り組み、共に生きる喜
びを感じながら幸福度日本一の長与町を築くために、ここに「健康のまち」を
宣言します。        

平成 31 年 2 月 2 日 

１．自ら健康に関心をもち、健康診断をすすんで受診します。 
１．バランスのとれた食生活を心がけ、減塩に取り組みます。 
１．適度な運動・スポーツを通じて、健康的なからだをつくります。 
１．十分な睡眠・休養をとり、心やすらぐ時間を大切にします。 
１．家族・地域で支え合い、健康と幸せの輪を広げます。 
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３４ 感染症対策の充実 所管／健康保険課、 
こども政策課 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SDGs 
該当分野 

基本目標６ ぬくもりのある健康と福祉のまち 

計画の目標 

現状と課題 

⚫ 新しい病原体による感染症を「新興感染症」といい、

HIV 感染症やエボラウイルス病、SARS（重症急性呼

吸器症候群）などがこれにあたります。原因や感染

経路がわからず、あっという間に広がってしまう危険

性があり、ワクチンや治療薬ができるまでに長い時

間がかかるため、予防や治療が難しい病気です。 

⚫ 2019 年末から世界的規模での拡大が続いている新

興感染症である新型コロナウイルス感染症は、私た

ちの暮らしや経済に大きな影響を与えています。 

⚫ 本町では、新興感染症を含むあらゆる感染症に対し

て、感染・発症・重症化予防のための啓発・健康教

育、予防接種・結核検診を推進し、さらに患者発生

に備え危機管理体制を構築します。 

感染・発症・重症化予防の取組や危機管理体制の整備等、 

感染症対策の充実を図ります。 

新興感染症の拡大に際し、一人一人の感染拡大予防の行動が求められています。 
また、感染拡大を防止できる体制づくりや情報発信が求められています。 

資料）健康保険課 

感染症対策の充実

感染症に関する知識の普及

予防接種・結核検診の推進

危機管理体制の構築
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主な達成目標 現状値（R1） 目標値（R7） 

感染症患者発生率（結核） 
11.9人（対 10万人） 

(H30) 
10.0人（対 10万人） 

 

（具体的な取組） 

１ 感染症に関する知識の普及 

感染症に対する知識の普及を図るため、国や県など関係機関と連携し、感染予防のための広報・啓発活動、健康
教育を実施します。 

【主な取組】 ● 感染症予防のための広報・啓発活動、健康教育の実施 

   

２ 予防接種・結核検診の推進 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
予防接種接種率（BCG） 99.2％ 100％ 
感染症の発症や重症化を防ぐため、各種定期予防接種や結核検診を推進します。 

【主な取組】 ● 各種定期予防接種や結核検診の推進 

   

３ 危機管理体制の構築 

国や県、医療機関、大学など関係機関と連携し、新型インフルエンザ等の新興感染症に対応する危機管理体制の
構築を図ります。 

【主な取組】 ★ 新型インフルエンザ等新興感染症による健康被害低減のための危機管理体制の構築 

● 新型インフルエンザ等対策行動計画の見直し検討   
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３５ 医療体制の充実 所管／健康保険課 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SDGs 
該当分野 

基本目標６ ぬくもりのある健康と福祉のまち 

計画の目標 

地域医療ネットワークによる質の高い医療サービスを提供します。 

現状と課題 

■医療施設と医療従事者数 

※病院数・病院病床数・診療所数・診療所病床数・歯科診療所数については各年 10 月 1 日現在 
  （厚生労働省医療施設調査結果より抜粋） 
"※医師数・歯科医師数については隔年 12 月 1 日現在(厚生労働省医師・歯科医師・薬剤師調査より抜粋） 

資料）健康保険課 
 

⚫ 本町の医療体制は、町内の病院や診療所を中心

とした「かかりつけ医」に加え、長崎医療圏での輪

番制病院による手術や入院を必要とする患者に対

応する体制維持（二次救急）、救命救急センターに

よる重篤な患者への高度な医療の提供（三次救

急）で構成されています。 

⚫ また、高齢化が進展する中で、誰もが居場所と役

割を持つ「生涯活躍のまち」を創るためには、地域

における医療の充実を欠くことはできません。 

⚫ 引き続き、各医療機関の機能と役割を明確化し、

相互の連携体制を構築することで、更に質の高い

医療サービスの提供や救急医療体制の充実を図

ります。 

 町内の医療機関としては、平成 30 年度現在、2 つの病院と 38 の一般診療所、19 の歯科診療所が開院してい
ます。さらに、病院と一般診療所が加入している西彼杵医師会により、休日在宅当番医制が実施されています。
また、隣接する長崎市、西海市、時津町と一体となった長崎医療圏を単位とした病院群輪番制病院等が整備さ
れ、救急患者への対応を行っています。 

休日診療体制など、充実した医療体制が図られています。 

病院数 病床数 診療所数 病床数
H26 2 240 35 87 51 17 21
H27 2 240 35 87 17
H28 2 240 36 87 54 17 19
H29 2 240 36 87 18
H30 2 240 38 87 58 19 21
R1 2 240 40 72 19

歯科
医師数

区分
病院 一般診療所

医師数
歯科

診療所数

医療体制の充実

医療連携による質の高い医療サービスの提供

救急医療体制の充実
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主な達成目標 現状値（R1） 目標値（R7） 

病院群輪番制病院数 9施設 9施設 

 

（具体的な取組） 

１ 医療連携による質の高い医療サービスの提供 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
休日の診療対応医療機関数 79 施設 79 施設 
町民の医療ニーズに対応し、充実した医療を提供するために、関係機関が一体となった総合的な医療連携の強化

に努めます。 

【主な取組】 ● かかりつけ医の推進 

● 医療に関する情報発信の強化 

● 医師会等と連携した夜間・休日の医療体制への支援 

● 医療系学生インターン事業の推進 

  

 

２ 救急医療体制の充実 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
病院群輪番制病院数 9 施設 9 施設 
迅速な救命救急活動が図られるよう、町内外の医療機関との連携による救急医療体制の充実に努めます。また、

救急救命に関する知識の普及に努めるとともに、長崎市夜間急患センターの広域利用を推進します。 

【主な取組】 ● 長崎医療圏病院群輪番制※を柱とした救急医療体制の充実 

● 救急蘇生法等救急救命に関する知識の普及 

● 長崎市夜間急患センターの広域利用 
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３６ 結婚・妊娠・出産・子育て支援の充実 所管／こども政策課、 
政策企画課 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SDGs 
該当分野 

基本目標６ ぬくもりのある健康と福祉のまち 

計画の目標 

現状と課題 

■出生数（左軸）と合計特殊出生率（右軸）（単位：人） 

資料）厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」 

衛生統計年報（人口動態編）（長崎県）を基に作成 

結婚から出産、子育てまで、安心して子どもを産み育てられるまちを創ります。 

⚫ 我が国における人口減少と少子高齢化は依然とし

て進展しており、特に地方において深刻な状況で

す。この危機的な人口減少を和らげるためには、

長期的な視点に立って、結婚、妊娠・出産、子育て

の各段階に応じ、きめ細かな対策を総合的に推進

することが求められています。 

⚫ 本町における子育て環境は内外から高く評価され

ており、また町民は、結婚・出産に対して積極的な

意向を有しています。 

⚫ 引き続き子育て等に関する相談体制整備や情報

発信に努めながら、母子の健康管理から子育て支

援環境の整備、さらには子育てと仕事の両立支援

など、きめ細やかな子育て支援を展開します。併

せて、結婚の希望をかなえる取組を推進します。 

令和 2 年 3 月に子ども・子育て支援事業計画を策定。 

長与町の子どもの成長と子育て支援に向けた各種施策を実施していきます。 

■子育て環境の充実度 

（第２期長与町こども・子育て支援事業計画策定時アンケート） 

※5 年前の調査から 5 ポイント以上評価が上がったもの 

＜就学前の家庭＞ 

＜小学生の家庭＞ 

本町の子育て支援 前回 今回 増減
１．子どもの創造性や感性をのばす教育機会 23.2% 34.4% +11.2%
２．医療費の負担軽減 16.9% 25.6% +8.7%
３．子育ての不安や悩みの相談窓口 20.9% 29.0% +8.1%
４．子育てについて学ぶ機会 27.2% 35.0% +7.8%
５．児童館 37.0% 44.6% +7.6%
６．放課後児童クラブ 25.5% 31.5% +6.0%

本町の子育て支援 前回 今回 増減
１．子どもの創造性や感性をのばす教育機会 24.0% 32.8% +8.8%
２．子育ての不安や悩みの相談窓口 39.5% 46.5% +7.0%
３．子育てについて学ぶ機会 36.2% 42.6% +6.4%

448 422 410 406
354
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結婚・妊娠・出産・子育て支援の充実

子育て等に関する相談体制整備と情報発信

親子の健康づくりの充実

子育て支援環境の整備

子育てと仕事の両立支援

結婚の希望をかなえる取組の推進
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主な達成目標 現状値（R1） 目標値（R7） 

合計特殊出生率 1.57(H30) 1.88 

子育て支援や子育て環境が充実している 
と思っている人の割合 

70.4％ 75.0％ 

 

（具体的な取組） 

１ 子育て等に関する相談体制整備と情報発信 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
子育て Web サイト 
大きくなーれ閲覧件数 59,328 件 70,000 件 

子育てに対する情報を効果的に発信するとともに、子育てに関する悩みに柔軟に対応できるよう、総合的な相談体
制の充実を図ります。また、子育て世代包括支援センターの強化や子ども家庭総合支援拠点※の充実に努めるととも
に、訪問事業を強化します。 

【主な取組】 ● 子育てに関する情報発信の強化 

★ 子育て世代包括支援センターの強化 

● 子ども家庭総合支援拠点の充実 

● 個別相談事業の充実 

● 訪問事業の強化 

  

 

２ 親子の健康づくりの充実 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
3～4 か月児乳幼児健診受診率 97.1％ 100％ 
妊婦が安心して出産できるよう、妊婦健診の実施及びマタニティ教室等健康教育・相談体制の充実を図ります。ま

た、出生後は、乳幼児健診や相談事業、家庭訪問を行い、母子の健康づくりを支援します。 

【主な取組】 ★ マタニティ教室など妊産婦の健康づくり       

● 健診や相談事業など乳幼児の健康づくり 

★ 全戸訪問等による健康づくりに関する周知の徹底 

● 特に支援が必要な家庭への保護者支援の強化 
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３ 子育て支援環境の整備 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
子育て支援センター（児童館） 
延べ利用者数 15,746 人 17,000 人 

子育て支援センター 
（おひさまひろば）延べ利用者数 10,554 人 11,400 人 

地域における子育て環境の充実を目指し、児童館など交流の場の充実のほか、子育て支援センターやファミリー
サポートセンターの効果的な運営に努めます。また、障がい児福祉サービスの充実や近年社会問題となっている児
童虐待に対する体制強化を図ります。 

【主な取組】 ● 児童館など親子の交流の場の充実    

● 子育て支援センターのネットワークづくり 

● 子育てサークル等の育成と活動支援 

● 産後ケア事業など育児支援の充実 

★ ファミリーサポートセンターの近隣市町との相互利用 

● ベビーカーなど育児用品の貸出 

★ 障がい児福祉サービスの充実 

● ひとり親家庭への支援の充実 

★ 児童虐待予防と対応の体制強化 

  

 

４ 子育てと仕事の両立支援 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
保育所待機児童数 0 人 0 人 

保育施設定員数 1,063 人 1,123 人 
子育てと仕事が両立できる子育て環境づくりを目指し、幼児教育・保育サービスの充実を図るほか、病児・病後児

保育や放課後児童クラブの充実にも努め、留守家庭児童の居場所づくりを進めます。また、ワーク・ライフ・バランス
の普及に向けた意識啓発に取り組みます。 

【主な取組】 ★ 幼児教育・保育サービスの量的確保及び質の向上 

★ 病児・病後児保育の充実  

★ 放課後児童クラブの充実 

● 子どもの居場所・遊び場づくり 

● 父親や企業等の子育てへの参加促進     

  

 

５ 結婚の希望をかなえる取組の推進 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
婚活支援事業を通して結婚した人数 1 人 10 人 
結婚を希望する人に幅広い出会いの機会を提供できるよう、県と連携した婚活支援を行います。 

【主な取組】 ★ 広域連携による婚活支援事業の実施         
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３７ 高齢者福祉の充実 
所管／介護保険課、福祉課、 

健康保険課、産業振興
課 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SDGs 
該当分野 

基本目標６ ぬくもりのある健康と福祉のまち 

計画の目標 

現状と課題 

■高齢者数と高齢化率（単位：人、％） 

資料）住民基本台帳 

資料）介護保険課 

高齢者一人一人が有する能力の維持・向上のために、きめ細やかな取組を

推進します。 

⚫ 誰もが住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人

生の最後まで続けられるよう、医療・介護・予防・住

まい・生活支援が包括的に提供される地域包括ケ

アシステムの構築が求められています。 

⚫ 高齢者の就業や社会参加を促進するとともに、フ

レイルなどの心身の多様な課題に対応し、きめ細

やかな保健事業を行うため、保健事業と介護予防

の一体的な実施を推進します。 

⚫ 介護が必要になっても、住み慣れた地域や住まい

で尊厳ある自立した生活を送ることができるよう、

質の高い保健医療・福祉サービスを提供します。 

第１号被保険者と要支援・要介護認定者数は年々増加して

いますが、要支援・要介護認定率は低下しています。 

■第１号被保険者数と要支援・要介護認定率の推移（単位：人、％） 

※要支援・
要介護
認定者数

第１号
被保険者数

※第２号被保険者（40 歳から 64 歳）の要支援・要介護認定者は含めていない。 

認定率

高齢化率は年に約１ポイント上昇。 

今後も確実に高齢化が進行していきます。 

高齢者数の増加に対応したまちづくりが求められています。 
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主な達成目標 現状値（R1） 目標値（R7） 

要介護認定率 16.4％ 16.0％ 

 

（具体的な取組） 

１ 介護予防と地域の支え合い活動・生きがいづくりの推進 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
介護学習会参加者数 226 人 360 人 

認知症サポーター数 2,995 人 4,000 人 

いきいきサロン※数 21 組織 30 組織 

老人クラブ会員数 1,453 人 1,600 人 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域包括支援センターを中心に介護予防事業を展開するとと
もに、関係機関が一体となった地域包括ケアシステムの構築を目指します。また、シルバー人材センター等を通じた
就労機会の充実を図るほか、生涯学習や各種のまちづくり活動を通じた高齢者の社会参加を支援します。 

さらに、高齢者の尊厳ある暮らしの保持のため、高齢者に対する虐待防止と権利擁護の取組を推進します。 

【主な取組】 ● 高齢者の外出の機会や交流の場となる介護予防事業の充実 

★ 老人クラブ・自治会・サロン・ボランティア等による地域の支え合い活動の拡大 

★ 認知症予防と認知症に理解があるまちづくりの推進 

★ 在宅医療・介護の連携と充実 

● シルバー人材センターなど高齢者の就労機会の充実 

● 高齢者の虐待防止と権利擁護の推進 

★ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業の推進（再掲） 
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３８ 地域福祉の充実 所管／福祉課、介護保険課、 
地域安全課 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SDGs 
該当分野 

基本目標６ ぬくもりのある健康と福祉のまち 

計画の目標 

現状と課題 

⚫ 現在の人口減少と少子高齢化に適切に対応し、将来

にわたって活力ある地域社会を維持していくために

は、年齢、性別や障がいの有無にかかわらず、全て

の人がお互いの人権や尊厳を大切にし、支え合い、

誰もが生き生きとした人生を送ることができる「地域

共生社会」を創ることが求められています。 

⚫ 高齢者へのケアを地域で包括的に確保・提供すると

いう「地域包括ケアシステム」の考え方を、障がい者、

子どもなどへの支援や複合的な課題にも広げ、課題

を「丸ごと」受け止められる体制整備を進めます。 

⚫ これまで推進してきた「地域包括ケア」等、福祉分野

の取組や手法と、住民の主体性を引き出すまちづくり

分野等の取組や視点との連携を促進することで、地

域住民の「我が事」意識の醸成を進めます。 

誰もが住み慣れた地域で、個性を活かし、お互いが支え合い、助け合う

ことにより、安心して生活をすることができる地域社会づくりを進めます。 
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資料）国勢調査 

■一人暮らしの高齢者の状況（長与町）（単位：世帯、％） 

一人暮らしの高齢者世帯は増加。 
「地域共生社会」の実現に向けた地域づくりが求められています。 

●少子高齢化・人口減少により、多くの地域では単身世帯の増加、社
会的孤立等が発生し、社会経済の担い手の減少や地域の活力低
下などが危惧されています。 

●高齢の親とひきこもりの中高年の子による収入や介護等の課題
「8050 問題」や、子育てと親の介護が同時期に発生する「ダブルケ
ア」の問題等、個人や世帯が抱える問題は複雑化しています。 

●人々が様々な課題を抱え込みながらも、住み慣れた地域で 
自分らしく暮らしていけるよう、「地域共生社会」の実現に向けた取
組が求められています。 

■世帯の家族類型別 65 歳以上世帯員のいる一般家庭の割合
（全国）（単位：％） 

資料）国勢調査 
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主な達成目標 現状値（R1） 目標値（R7） 

支え合いながよ第２層協議体設置数 0か所 5か所 

 

（具体的な取組） 

１ 地域で支え合う体制づくり 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
支え合いながよ第２層協議体設置数 0 か所 5 か所 
長与町社会福祉協議会や自治会、民生委員・児童委員等と連携を図りながら、地域のコミュニティ活動を活性化し、

住民主体の地域福祉活動を促進します。また、日々の暮らしにおける支え合い活動の促進や仲間づくりのための交
流の場づくりを通じて、地域住民同士が地域の状況や課題を共有し、解決を試みることのできる体制の構築を支援し
ます。 

【主な取組】 ● 情報提供と包括的な相談体制の充実 

● 困難を抱える住民の孤独防止 

★ 見守りや生活支援の推進 

● ノーマライゼーション※に向けた理解促進・意識啓発 

● 支え合いながよ推進協議体活動の推進 

  

 

２ 地域福祉の担い手づくり 

ボランティアなど地域で活動する人を支援し、研修・指導体制を整備するとともに、活動の活性化を図ります。また、
地域福祉を推進するリーダーや専門的かつ高度な知識・技術を有する人材の育成・確保に努めます。 

【主な取組】 ★ 福祉の担い手・団体の育成 

● 福祉情報の提供 

● 地域福祉活動への支援 
  

  

３ 地域福祉推進体制の整備 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
避難行動要支援個別支援計画作成地区数 27 地区 47 地区 
避難行動要支援個別支援計画の策定を推進し、災害発生時の高齢者や障がい者等の避難支援に努めます。地

域福祉推進の中心的役割を担う社会福祉協議会との連携強化を図ります。また、民生委員・児童委員が地域で円滑
かつ効果的に活動ができるよう支援します。 

【主な取組】 ● 自主防災活動の支援と避難行動要支援者制度※の推進 

● 高齢者、障がい者、子どもなどの各種施策の調整、連携強化 

● 社会福祉協議会との連携強化 

● 保健・医療・福祉など地域福祉の推進に必要な人材の確保 
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４ 生活困窮者への支援 

生活保護に至っていない生活困窮者に対する支援体制を強化し、自立・就労支援を一層推進します。 

【主な取組】 ● 相談支援体制の強化 

● 就業支援など自立支援   

 

  



144 

  

  



145 

  

 

３９ 障がい者福祉の充実 所管／福祉課 
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SDGs 
該当分野 

基本目標６ ぬくもりのある健康と福祉のまち 

計画の目標 

現状と課題 

■精神障害者保健福祉手帳交付数（単位：人） 

■身体障害者手帳交付数（単位：人） 

■療育手帳交付数（単位：人） 

資料）福祉課  

障がいのある人、一人一人の個性と多様性が尊重され、能力を発揮できる 

まちを創ります。 

⚫ 現在の人口減少と少子高齢化に適切に対応し、活

気あふれる温もりのある地域を創るためには、障

がいの有無にかかわらず、一人一人の個性と多様

性が尊重される「誰もが居場所と役割を持つコミュ

ニティづくり」が求められています。 

⚫ 本町では、平成 18年度に通所複合施設「ほほえみ

の家※」を開設し、同施設を拠点に生活支援と社会

参加の促進を図ってきました。 

⚫ 今後も引き続き、全ての障がい者が地域で安心し

て暮らせるよう、障害者総合支援法に基づく日常

生活・社会生活の総合的・計画的な支援に努める

とともに、障がいの特性に応じた就労支援・社会参

加の促進等を通じ、本人の希望に応じて活躍でき

る地域社会を目指します。 

 身体障害者手帳交付数はほぼ横ばいで推移し
ていますが、療育手帳と精神障害者保健福祉手
帳の交付数は増加傾向にあります。 

 障がい者が安心して暮らし、活躍できる地域社会が必要です。 
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主な達成目標 現状値（R1） 目標値（R7） 

就労系障害福祉サービス事業所 

を通じた一般就労移行者数 
5人 7人 

 

（具体的な取組） 

１ 障がい者の地域生活支援 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
地域生活移行者数 1 人 3 人 
障がい者が住み慣れた地域で安心して生活ができるよう、日常生活支援や相談・医療サービスの提供を図ります。

また、地域における住まいの確保を支援します。 

【主な取組】 ● 日常生活への支援 

● 相談支援体制の充実 

● 地域における住まいの確保 
  

 

２ 障がい者の社会参加支援 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
県障害者スポーツ大会参加者数 29 人 32 人 
就労系障害福祉サービス利用者数 140 人 186 人 

民間事業者や関係機関と連携し、社会参加の場や機会の創出を図るとともに、就労支援に努め、農福連携の導入
についても検討します。 

【主な取組】 ● 学習機会の整備 

● 多様な活動への支援 

● 障がい者就労への支援 

● 障がいの特性に応じた農福連携の検討（再掲） 

  

 

３ 障がい者を支える環境づくり 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
ノーマライゼーションに向けた 
理解促進活動の開催回数 0 回 2 回 

障がい者を支える環境づくりとして、家族介助者への支援や地域ケア体制の整備、虐待防止に向けた取組を進め
ます。 

【主な取組】 ● 家族介助者への支援 

● 地域ケア体制の整備 

● 虐待防止と権利擁護 
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４０ 社会保険制度の充実と原爆被爆者対策 
所管／介護保険課、福祉課、 

健康保険課 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SDGs 
該当分野 

基本目標６ ぬくもりのある健康と福祉のまち 

計画の目標 

社会保険制度の持続可能な運用を図ります。 
また、被爆者の方々への支援を継続的に行います。 

現状と課題 

■国保医療費の推移（単位：百万円、円） 

資料）健康保険課 

⚫ 社会保険制度は、国民が生活する上での、けがや

疾病・高齢化・介護など様々なリスクに備え、保険

税(料)を負担する相互扶助の仕組です。受益と負

担の均衡がとれた持続可能な制度の運用を目指

し、各種の取組による医療保険や介護保険の適正

な運営に努める一方、負担についての町民の理解

の醸成を図ります。 

⚫ 本町には、令和元年度末現在、2,160 人の被爆者

が居住しており、65 歳以上の町民の 20％は被爆

者です。今後も引き続き被爆による精神面・健康面

での不安感を取り除くとともに、疾病を予防し、健

康の保持・増進及び福祉の充実を図ります。 

国保の 1 人あたり医療費は増加傾向にあります。 

国民健康保険医療費は増加傾向にあり、令

和元年度の 1 人あたり医療費は 420,250 円

で、前年度と比較して大きく増加しています。 

医療費の増加を抑制するため、保健事業実

施計画（データヘルス※計画）に基づき特定健

診等の各種保健事業に取り組み、疾病の早期

発見・早期治療に努めることが重要です。 
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主な達成目標 現状値（R1） 目標値（R7） 

1 人あたり国保医療費の 

対前年度伸び率 
3.4％ 1.7％ 

 

（具体的な取組） 

１ 介護保険制度の円滑な実施 

保健・医療・福祉にわたる介護予防及び介護サービスを総合的に提供できる体制を整えるとともに、介護保険事業
の実施状況を分析・評価し、円滑で持続可能な制度運営に努めます。 

【主な取組】 ● サービスに関する情報提供・相談体制の充実 

● 介護保険制度の適正な運用と質の高い介護サービスの提供 

● 介護保険制度に関する広報活動の充実と保険料収入の確保 
  

 

２ 国民健康保険制度・後期高齢者医療制度の円滑な運用 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
1 人あたり国保医療費の対前年度伸び率 3.4％ 1.7％ 

後発医薬品※利用率（国保） 76.8％ 80.0％ 

国民健康保険制度・後期高齢者医療制度による各種事業を推進しつつ、健診データやレセプト※情報などを活用し
たデータヘルス計画に基づいて、効果的な保健事業を実施し、医療費適正化に努めます。 

【主な取組】 ● レセプト・健診情報等を活用した保健事業（データヘルス事業）の推進 

● 後発医薬品の普及促進等による医療費適正化対策の実施 

● 制度に関する情報発信と収入の確保 
  

 

３ 原爆被爆者対策 

原爆被爆者の健康増進と福祉の充実を図るため、相談体制の充実に努めながら、定期健診を実施します。 

【主な取組】 ● 相談体制の充実 

● 定期健診の実施（年 2回）   
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４１ 快適で持続可能な生活環境づくり 所管／住民環境課 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SDGs 
該当分野 

基本目標６ ぬくもりのある健康と福祉のまち 

計画の目標 

豊かな自然環境と美しい街並みを大切に守り育てるまちづくりを進めます。 

現状と課題 

■公害発生原因件数（単位：件） 

資料）住民環境課「公害苦情調査データ入力システム」 

⚫ 訪れたい、住んでみたいと思えるような地域を創る

ためには、豊かな自然、美しい景観など地域の特

色ある資源を最大限に活かし、地域の活性化と魅

力向上を図ることが必要です。 

⚫ 本町は、その中心部を長与川が流れ、波穏やかな

大村湾に注いでいます。身近な里山や波静かな大

村湾、青い海に点在する島々といった美しい自然

環境が町の個性として光り輝いています。 

⚫ これら貴重な本町の自然環境・自然景観の保全を

図るとともに、環境美化・公害防止に向けた取組を

推進し、快適で美しいまちづくりに努めます。また、

地球規模で環境を守るため、温暖化防止活動を推

進します。 

町民一丸となって、美しい自然環境と街並みの維持を推進します。 

■町民一斉清掃の様子 

快適で持続可能な生活環境づくり

自然環境の保全

快適で美しいまちづくり

地球温暖化防止活動の推進
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主な達成目標 現状値（R1） 目標値（R7） 

大村湾・長与川の水質保持の状況 

（監視箇所） 
28か所 28か所 

 

（具体的な取組） 

１ 自然環境の保全 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
大村湾・長与川の水質保持の状況（監視箇所） 28 か所 28 か所 
豊かな自然環境、自然景観をまちの財産として保全します。大村湾の海岸線の自然についても、海洋の環境・生

態系維持の観点から保全を図ります。 

【主な取組】 ● 大村湾・長与川等の清掃活動の実施 

● 大村湾・長与川等の定期的な水質検査 

● 浄化槽の普及啓発 

● 環境騒音・交通騒音の測定 

★ 自然景観の保全 

 

 

２ 快適で美しいまちづくり 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
町民一斉清掃参加者数 9,475 人 10,000 人 
地域コミュニティと連携した環境美化活動の推進のほか、不法投棄や散乱ごみ対策に努めます。また、ペット類の

適正飼育の推進や公害防止に関する指導・啓発に努めます。 

【主な取組】 ★ 環境美化活動の推進 

● 不法投棄や散乱ごみ対策の推進 

● ペット類の適正飼育の推進 

● 公害防止に関する指導・啓発 

  

 

３ 地球温暖化防止活動の推進 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
省エネ・温暖化に対する普及啓発回数 1 回 5 回 
地球温暖化防止や省エネ意識の普及啓発、環境学習の充実を図ります。また、マイカー利用自粛や公共交通の

利用促進を推進します。 

【主な取組】 ● 省エネ意識の向上や取組に関する啓発 

● マイカー利用の自粛、公共交通の利用促進 

● 省エネや温暖化防止の普及啓発に向けた環境学習の充実 

● 公共施設の省エネ化の推進 
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４２ ごみ・し尿の適正な処理 所管／住民環境課 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SDGs 
該当分野 

基本目標６ ぬくもりのある健康と福祉のまち 

計画の目標 

ごみの少ない環境に優しいまちづくりを進めます。 

現状と課題 

⚫ 本町と時津町は、ごみ処理問題の解決を図るた

め、平成 20 年 10 月に「長与・時津環境施設組

合」を設立し、平成 22 年 11 月に「時津クリーンセ

ンター」が完成、そして平成 27 年 3 月に「クリーン

パーク長与」が完成し、ごみ処理とリサイクルを

進めています。また、本町では、町民参加による

資源化物の回収体制を構築するなど、町民と一

体となってごみの減量化に取り組んでいます。 

⚫ 今後も、３Ｒ※の視点に立ち、町民参加によるご

みの減量化及びリサイクル率の向上、意識啓発

に努め、ごみの少ない環境に優しいまちづくりを

進めます。 
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主な達成目標 現状値（R1） 目標値（R7） 

1 日 1 人あたり生活系ごみ量 631g 563g 

 

（具体的な取組） 

１ ３Ｒの推進 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
リサイクル率 23.5％ 25.0％ 
子ども会・自治会活動における 
資源分別収集量 20,484kg 21,000kg 

ごみの排出抑制の３Ｒである発生抑制（リデュース）、再利用（リユース）、再資源化（リサイクル）に向けた意識啓発
に取り組みます。また、事業系ごみの適正処理に関する指導・啓発のほか、町民や教育機関への環境学習を実施し
ます。 

【主な取組】 ● ごみの減量化・資源化の推進 

● 事業系ごみの適正処理に関する指導・啓発 

● 町民及び教育機関への環境学習の実施 
  

 

２ ごみ・し尿収集・処理の効率化 

 現状値（R1） 目標値（R7） 
事業系ごみ排出量 1,849t 1,638t 
長与・時津環境施設組合とともに、適切かつ効率的なごみ収集・処理体制の構築を図ります。さらに、し尿の収集・

処理についても効率化に努めます。 

【主な取組】 ● 効率的なごみ・し尿の収集・処理 

   

３ 食品ロス※対策の推進 

限られた資源の有効活用を図るため、食品ロス対策の周知啓発を行います。 

【主な取組】 ● 食品ロス対策の周知啓発 
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総合計画に掲げる取組と SDGs との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「SDGsの 17 の目標」 

① あらゆる場所あらゆる形態の貧困を終わらせる 

② 飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養の改善を実現し、持続可能な農業を促進する 

③ あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する 

④ すべての人々に包摂的かつ公平な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する 

⑤ ジェンダー（社会的・心理的性別）の平等を達成し、すべての女性及び女児のエンパワーメント 

（能力強化）を行う 

⑥ すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する 

⑦ すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する 

⑧ 包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人 

間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を促進する 

⑨ 強靭（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーション 

の推進を図る 

⑩ 国内及び国家間の不平等を是正する 

⑪ 包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する 

⑫ 持続可能な消費生産形態を確保する 

⑬ 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる 

⑭ 持続可能な開発のために、海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する 

⑮ 陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処なら

びに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止をする 

⑯ 持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供

し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する 

⑰ 持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する 
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１ 

1多様な協働の環境づくり         ●        ● 

2 地区コミュニティ活動の推進    ●             ● 

3自治会活動の推進    ●             ● 

4経営感覚のある行政運営         ●       ●  

5効率的な財政運営                ●  

２ 

6乳幼児教育・保育の充実    ●              

7学校教育の充実    ●     ●         

8青少年の健全育成    ●              

9生涯学習の推進    ●              

10生涯スポーツの推進   ●               

11文化・芸術の振興    ●              

12 国際色豊かなまちづくりの推進    ●              

13人権の尊重          ●        

14平和意識の高揚    ●              

15男女共同参画社会の実現     ●             

３ 

16農業の振興  ●      ● ●  ●       

17林業の振興  ●      ● ●      ●   

18水産業の振興  ●      ● ●     ●    

19商業の振興        ● ●         

20工業の振興        ● ●         

21 観光・シティプロモーションの振興        ● ●         

４ 
22 移住・定住促進及び関係人口の拡大        ●   ●       

23雇用環境の充実        ●  ●        

 

                  

 第 10次総合計画における 42の施策と SDGsにおける 17の目標についての関連性は、 

下表のとおりです。 
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５ 

24市街地の整備           ●       

25上水道の整備      ●            

26下水道の整備      ●        ●    

27道路の整備   ●        ●       

28地域公共交通の充実           ●       

29地域情報化の推進        ● ●         

30消防・防災体制の強化 ●   ●       ●  ●     

31交通事故防止対策の推進   ●               

32安全な生活環境づくり   ●         ●      

６ 

33健康づくりの推進   ●               

34感染症対策の充実   ●               

35医療体制の充実   ●               

36結婚・出産・子育て支援の充実 ●  ●  ●   ●  ●      ●  

37高齢者福祉の充実   ●     ●  ●        

38地域福祉の充実 ●  ●     ●  ● ●       

39障がい者福祉の充実   ● ●    ●  ● ●     ●  

40 社会保険制度の充実と原爆被爆者対策   ●               

41 快適で持続可能な生活環境づくり   ● ●   ●    ●  ● ●    

42ごみ・し尿の適正な処理    ●       ● ●      
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計画の数値目標一覧 
  

数値目標の内容 単位 現状値 目標値 

基本目標１ 協働による持続可能な社会 

施策１ 多様な協働の環境づくり 
ボランティア活動に参加している人の割合 ％ 10.1 15.0 

県立大学シーボルト校との連携事業件数 件 10 12 

施策２ 
地区コミュニティ活動の 
推進 

地域活動に参加している人の割合 ％ 50.9 60.0 

コミュニティ地区連絡協議会事業回数 回 6 9 

コミュニティ活動・イベント等の広報誌掲載回数 回 0 4 

施策３ 自治会活動の推進 

自治会加入率 ％ 68.0 70.0 

研修開催数 回 1 2 

自治会加入促進に係る広報誌掲載回数 回 1 4 

施策４ 経営感覚のある行政運営 

SNS による情報発信数 件 229 290 

町ホームページ更新件数 件 1,275 1,440 

SNS フォロワー数 人 3,507 6,300 

AI、RPA 等業務効率化のための先端技術導入 - 未導入 導入済 

職員研修の受講者数（回・1 人あたり） 回 3.2 3.6 

長崎広域連携中枢都市圏ビジョン 
「生活関連機能サービス向上」分野における連携事業数 

件 21 27 

施策５ 効率的な財政運営 
健全化判断比率 - 抵触なし 抵触なし 

資金不足比率 - 
資金不足 

なし 
資金不足 

なし 
 

基本目標２ 心を育む教育と文化 

施策６ 
乳幼児教育・保育の 
充実 

家庭教育学級の開催数（乳幼児） 回 3 24 

保育士・教諭向け学習会の参加人数 人 467 508 

「ファミリープログラム」を導入した研修会等の実施回数（乳幼児）  回 2 12 

施策７ 学校教育の充実 

学校教育における独自の取組・先駆的な取組の数 件 5 12 

「どんな理由があってもいじめはいけない」と回答した割合(小学校) ％ 98.3 100 

「どんな理由があってもいじめはいけない」と回答した割合(中学校) ％ 98.0 100 

防災訓練実施数（各校平均） 回 3 3 

家庭に対する食育情報提供回数（各校平均） 回 8 10 

地域人材を活かした授業コンテンツ数（各校平均） 件 9 12 

トイレの洋式化率 ％ 55.3 70.0 

研修会の年間参加回数（平均） 回／人 1.97 3 

施策８ 青少年の健全育成 

家庭教育学級の開催数（小・中学校） 回 32 37 

「ファミリープログラム」を導入した研修会等の実施回数 
（小・中学校） 

回 15 24 

メディア安全指導の実施回数 回 12 16 

子ども会育成会連絡協議会リーダー登録者数 人 7 10 

施策９ 生涯学習の推進 

公民館講座の受講者数（実人数） 人 1,542 1,600 

町民 1 人あたりの図書貸出冊数 冊 5.5 6.0 

自主講座（サークル）数 団体 237 250 

公立公民館等(6 施設)の利用者数 人 115,143 116,000 

講師リスト登録者数 人 106 130 

施策１０ 生涯スポーツの推進 

スポーツ施設利用者数（小・中学校施設を含む） 人 350,100 368,000 

スポーツ講座の参加者数 人 1,955 2,060 

スポーツイベント参加者数 人 8,104 9,300 

施策１１ 文化・芸術の振興 

町民文化ホール利用者数 人 35,914 42,000 

遺跡巡り参加者数 人 25 40 

町民文化祭の参加者数（延べ） 人 5,290 6,300 

陶芸の館利用者数（陶芸講座参加者含む） 人 2,108 2,600 

歴史等に関する講座参加者数（延べ） 人 145 200 

施策１２ 
国際色豊かなまちづくりの 
推進 

国際交流事業参加者数 人 263 300 
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数値目標の内容 単位 現状値 目標値 

基本目標２ 心を育む教育と文化 

施策１３ 人権の尊重 
家庭教育学級における人権教育の開催数 回 5 8 

啓発活動・相談機会の提供・情報提供回数 回 28 30 

施策１４ 平和意識の高揚 
平和のつどいへの参加・協力者数 人 368 400 

平和コンサートへの参加者数 人 568 750 

施策１５ 
男女共同参画社会の 
実現 

社会全体において男女が平等と感じる割合 ％ 17.8 20.0 

DV 予防教室の開催中学校数 校 3 3 

町の審議会への女性の登用率 ％ 32.6 40.0 
 

基本目標３ 創造性と活力ある産業 

施策１６ 農業の振興 

農業産出額 千万円 288 320 

農地利用集積面積 ha 1.8 10 

耕作放棄地解消面積 ha 6.4 8.0 

有害鳥獣による被害額 万円 892.1 584.0 

認定新規就農者数 人 2 4 

認定農業者数 人 73 75 

農産物直売所販売額 百万円 426.8 440.0 

ふるさと応援寄附金返礼品数 種 75 200 

ふれあい農園契約貸出率 ％ 89.1 100 

施策１７ 林業の振興 
森林経営管理制度意向調査実施面積 ha 0 42 

補助治山事業（累計） 件 7 9 

施策１８ 水産業の振興 
漁獲（水揚げ）量 t 11.8 12.0 

漁業資源（ヒラメ・ナマコ等）の放流数 尾 43,500 80,000 

施策１９ 商業の振興 

小売業年間販売額 百万円 21,926 24,000 

1 店あたり商品販売額（小売業） 百万円 114 135 

創業支援相談件数 件 11 15 

創業資金貸付件数 件 0 3 

創業関係セミナー参加者数 人 13 20 

施策２０ 工業の振興 

製造品出荷額 百万円 5,343 6,000 

1 事業所あたり出荷額 百万円 242.9 250.0 

ものづくり人材育成事業参加者数 人 32 35 
 

基本目標４ 魅力あるまちと新しいひとの流れ 

施策２１ 
観光・シティプロモーションの 
振興 

主要イベント来客数 人 47,037 50,000 

特産品・農水産物イベントの回数 回 5 6 

体験ペーロン参加者数 人 3,206 3,744 

施策２２ 
移住・定住促進及び 
関係人口の拡大 

社会動態 人 -232 ±0 

移住相談者数 人 29 40 

ながさき移住サポートセンター及び町が関与した移住者数 人 27 30 

長与町に住み続けたいと思う人の割合 ％ 83.8 87.3 

移住ホームページ閲覧件数 件 1,572 1,700 

ふるさと応援寄附金ホームページ閲覧件数 件 29,566 56,000 

施策２３ 雇用環境の充実 

町内事業所就業者数 人 9,239 9,500 

テレワーク・サテライトオフィス等の誘致事業所数 件 0 3 

シルバー人材センター会員数 人 293 320 
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数値目標の内容 単位 現状値 目標値 

基本目標５ 安全・快適・便利な暮らし 

施策２４ 市街地の整備 

高田南土地区画整理事業における整備進捗率（道路） ％ 55.6 100 

高田南土地区画整理事業における整備進捗率（宅地） ％ 58.6 100 

町民 1 人あたりの公園保有面積 ㎡ 8.6 10.0 

橋梁長寿命化修繕計画(R2～R11)に基づく R7 年度までの 
点検・修繕実施率（点検） 

％ 15.2 100 

橋梁長寿命化修繕計画(R2～R11)に基づく R7 年度までの 
点検・修繕実施率（修繕） 

％ 0 100 

施策２５ 上水道の整備 
管路全体耐震適合率 ％ 33.3 37.9 

水道有収率 ％ 91.5 92.5 

施策２６ 下水道の整備 高度処理施設の整備 系列 1 3 

施策２７ 道路の整備 

都市計画道路 西高田線整備進捗率 ％ 48.1 92.6 

都市計画道路 高田越中央線整備進捗率 ％ 52.2 100 

グリーンベルト整備延長 m 5,016 7,516 

施策２８ 地域公共交通の充実 

公共交通が充実していると思っている人の割合 ％ 27.8 33.0 

新たな交通路線の導入（町内循環線バス、広域循環線バスな
ど） 

- 未導入 導入済 

JR 一日平均乗客数（本川内駅除く） 人 3,453 3,700 

MaaS の導入 - 未導入 導入済 

施策２９ 地域情報化の推進 

ICT を活用した新たな取組数 件 0 5 

オープンデータ公開数 件 9 15 

ICT 関連講習会延べ受講者数 人 187 440 

メディア安全指導延べ受講者数 人 1,578 1,770 

施策３０ 消防・防災体制の強化 

風水害による死傷者数 人 0 0 

消防団員数 人 284 290 

防災メール登録者数（SNS 登録者含む） 人 4,874 7,700 

自主防災組織の組織率 ％ 98.3 100 

事業所との協定締結数 件 16 26 

施策３１ 
交通事故防止対策の 
推進 

交通事故死傷者数 人 115 減少傾向の維持 

高齢者事故発生件数（運転・歩行） 件 31 減少傾向の維持 

交通事故発生件数 件 90 減少傾向の維持 

施策３２ 安全な生活環境づくり 

犯罪認知件数 件 49 減少傾向の維持 

子ども 110 番の家設置数 戸 335 400 

子ども 110 番の車台数 台 132 150 
 

基本目標６ ぬくもりのある健康と福祉のまち 

施策３３ 健康づくりの推進 

平均自立期間（男性） 歳 80.35 延伸 

平均自立期間（女性） 歳 84.49 延伸 

運動習慣者の割合（特定健診問診） ％ 43.7 50.0 

ミックンポイント事業参加者数（累計） 人 1,500 3,500 

特定健康診査受診率（国保） ％ 49.1 60.0 

特定保健指導実施率（国保） ％ 56.9 60.0 

メタボリックシンドローム該当者割合（国保） ％ 19.1 18.0 

自殺死亡者数 人 10 減少 

朝食を毎日食べている割合（小学 6 年生男子） ％ 87.6 100 

朝食を毎日食べている割合（小学 6 年生女子） ％ 89.8 100 

虫歯のない者の割合（3 歳児健診） ％ 86.1 90.0 

施策３４ 感染症対策の充実 
感染症患者発生率（結核） 人/10 万人 11.9 10.0 

予防接種接種率（BCG） ％ 99.2 100 
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数値目標の内容 単位 現状値 目標値 

基本目標６ ぬくもりのある健康と福祉のまち 

施策３５ 医療体制の充実 
病院群輪番制病院数 施設 9 9 

休日の診療対応医療機関数 施設 79 79 

施策３６ 
結婚・妊娠・出産・ 
子育て支援の充実  

合計特殊出生率 - 1.57 1.88 

子育て支援や子育て環境が充実していると思っている人の割合 ％ 70.4 75.0 

子育て Web サイト大きくなーれ閲覧件数 件 59,328 70,000 

3～4 か月児乳幼児健診受診率 ％ 97.1 100 

子育て支援センター（児童館）延べ利用者数 人 15,746 17,000 

子育て支援センター（おひさまひろば）延べ利用者数 人 10,554 11,400 

保育所待機児童数 人 0 0 

保育施設定員数 人 1,063 1,123 

婚活支援事業を通して結婚した人数 人 1 10 

施策３７  高齢者福祉の充実  

要介護認定率 ％ 16.4 16.0 

介護学習会参加者数 人 226 360 

認知症サポーター数 人 2,995 4,000 

いきいきサロン数 組織 21 30 

老人クラブ会員数 人 1,453 1,600 

施策３８ 地域福祉の充実 

支え合いながよ第２層協議体設置数 
（コミュニティごとに設置） 

か所 0 5 

避難行動要支援個別支援計画作成地区数 地区 27 47 

施策３９ 障がい者福祉の充実 

就労系障害福祉サービス事業所を通じた一般就労移行者数 人 5 7 

地域生活移行者数 人 1 3 

県障害者スポーツ大会参加者数 人 29 32 

就労系障害福祉サービス利用者数 人 140 186 

ノーマライゼーションに向けた理解促進活動の開催回数 回 0 2 

施策４０ 
社会保険制度の充実と 
原爆被爆者対策 

１人あたり国保医療費の対前年度伸び率 ％ 3.4 1.7 

後発医薬品利用率（国保） ％ 76.8 80.0 

施策４１ 
快適で持続可能な 
生活環境づくり 

大村湾・長与川の水質保持の状況（監視箇所） か所 28 28 

町民一斉清掃参加者数 人 9,475 10,000 

省エネ・温暖化に対する普及啓発回数 回 1 5 

施策４２ ごみ・し尿の適正な処理 

1 日 1 人あたり生活系ごみ量 ｇ 631 563 

リサイクル率 ％ 23.5 25.0 

子ども会・自治会活動における資源分別収集量（kg） kg 20,484 21,000 

事業系ごみ排出量 t 1,849 1,638 
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用語解説 

用 語 解   説 頁 

あ 

行 

RPA 
RPA(Robotic Process Automation)：これまで人間のみが対応可能と想定されていた定型作
業、もしくはより高度な作業を、ロボットで自動化すること。 

32,50,116 

IR 
IR（Integrated Resort）：統合型リゾート。カジノ施設及び会議場施設、レクリエーション施設、展
示施設、宿泊施設等が一体となった複合観光施設。 

1,33,96 

IoT 
IoT（Internet of Things）：モノのインターネット。コンピュータなどの情報・通信機器だけでなく、
多種多様な「モノ」に通信機能を持たせ、インターネットに接続したり相互に通信することにより、自
動認識や自動制御、遠隔計測などを行うこと。 

5 

ICT 
ICT（Information and Communication Technology）：情報通信技術の総称。以前は、IT
（Information Technology）という言葉が一般に用いられていたが、IT に「コミュニケーション」を
加えた ICT の方が国際的には定着している。 

6,32,36,49, 
50,61,90, 
116,117,118 

アウトソーシング 
地方自治体の業務を外部委託し、民間のノウハウを活用して、町民サービスの向上、自治体業務
の効率化、地域の企業・市民活動の活性化を図る取組。 

51 

アジェンダ 将来実現可能な目標を明記した行動計画。特に法人や国際機関などの組織が使う。 2 

いきいきサロン 
地域に住む高齢者の閉じこもり予防や交流を目的に、誰でも一緒に参加することのできる介護予
防活動。地域住民グループにより、身近で気軽に集える場所で月 1 回以上運営されている。 

140 

イノベーション 
これまでのモノ・仕組などに対して、全く新しい技術や考え方を取り入れて新たな価値を生み出し、
社会的に大きな変化を起こすこと。 

4,5,153 

ウェザースフィールド町 
アメリカ合衆国コネチカット州中心部に位置する人口約 2 万 6 千人の町で州都ハートフォード市
のベッドタウン。平成 9 年に本町と姉妹都市締結。 

72 

AI 
AI（Artificial Intelligence）：人工知能。知的な機械、特に知的なコンピュータプログラムを作る
科学と技術。「コンピュータによって実現する知的な活動」や「人の知的な振る舞いを模倣するコン
ピュータシステム」とも言われる。 

5,32,50,116 

SNS 
SNS（Social Networking Service）：インターネットを通じて人と人との繋がりを促進し、コミュニテ
ィの形成を支援するサービス。 

38,46,48,50, 
63,90,116, 
118 

NGO 
NGO(Non-Governmental Organization）：非政府組織。貧困、飢餓、環境など、世界的な問題
に対して、民間の立場から、国境や民族、宗教の壁を越え、利益を目的とせずにこれらの問題に
取り組む団体。 

2,5 

NPO 
NPO（Non Profit Organization）：非営利組織。各地域のニーズや社会問題を解決しようと活動
する営利を目的としない団体。 

2,5,24,38,43, 
48 

オアシス運動 
（オ）おはようございます、（ア）ありがとうございます、（シ）失礼します、（ス）すみません、という基
本的な挨拶をまず身につけるという取組。 

64 

オープンデータ 
国、地方公共団体及び事業者が保有する官民データのうち、国民誰もがインターネット等を通じて
容易に利用できるような形で公開されたデータ。 

116 

か 

行 

介護予防 

高齢者が要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減、悪化の防止を目的として行
うもので、単に心身機能の改善だけではなく、日常生活の活動を高め、家庭や社会への参加を促
し、それによって一人一人の生きがいや自己実現のための取組を支援し、生活の質の向上を目
指すもの。 

37,38,127, 
128,139,140, 
148 

海底耕うん 
海底の堆積物をかくはんし、底質環境を改善しようとすること。泥中に酸素が供給され、生物の生
息環境を良好に保つことができる。 

88 

関係人口 
移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域や地域の人々と多様に関わ
る人々のこと。 

25,34,88,98, 
154 

間伐 育成する樹木の一部を間引きし、残存木の成長を促進する作業。 86 

教育ファーム 
家畜や農作物の飼育・栽培過程を見たり体験したりして、農業や自然・環境問題・生命・労働など
を学ぶことができる農場・農園・圃場・牧場のこと。 

83 

業務継続計画（BCP） 
BCP(Business Continuity Plan）：テロや災害、システム障害発生時など人・モノ・情報等利用
できる資源に制約がある状況下において、優先的に実施すべき業務を特定するとともに、業務の
執行体制や対応手順、継続に必要な資源の確保等をあらかじめ定める計画。 

117,118 

グリーンベルト 
歩道を整備しにくい狭い道路の路側帯を緑色にカラー化し、通行する車両に対して視覚的に注意
を促すことで、歩行者との接触事故を防ぐなど歩行者の安全対策として実施するもの。 

112 

軽スポーツ 他のスポーツに比べて比較的負荷のかからないスポーツのこと。 68 

健康格差 
年齢、体質などの個人の特性だけでなく、生育、居住、就労等、各人の置かれた社会経済的状態
の違いにより起こる健康状態の差。 

127 

健康寿命 
一生のうち、認知症や寝たきりにならずに元気に過ごせる期間。平均寿命から寝たきりや認知症
など要介護状態の期間を差し引いたもの。 

37,68,127, 
128 

健全化判断比率 
地方自治体の財政状況の悪化を早期に把握し、財政を健全化させることを目的として、平成 19
年度決算から算定と公表が義務づけられた指標。実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債
費比率及び将来負担比率の４つの比率から成る。 

53,54 

県立大学情報セキュリテ
ィ産学共同研究センター
（仮称） 

長崎県立大学シーボルト校に設置が予定されている、大学・学生と企業の共同研究の場。 32,100,116 

広域連合 
地方公共団体が、広域にわたり処理することが適当であると認められる事務を処理するために設
ける特別地方公共団体。 

49 

公共施設等総合 
管理計画 

地方公共団体が所有する公共施設等を対象とした、施設整備や維持管理等に係る方針を示す総
合的な計画。 

54 

口腔ケア 口の中を清潔に保ったり、機能訓練を行うことで、口腔内だけでなく体全体の健康を保つケア。 127,129 

合計特殊出生率 
15 歳から 49 歳の女性の年齢別出生率を合計した指標。一人の女性が平均して一生の間に何人
の子どもを産むかを表す。 

36,135,136 

高等技術専門校 
各都道府県が職業能力開発促進法に基づいて設置している就職・再就職のための職業訓練を目
的とした教育機関。 

23,44,66 
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用 語 解   説 頁 

か 
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高度処理 
通常の下水処理よりも、水の汚れの原因となる有機物や富栄養化の原因となる窒素やリン等をよ
り多く取り除く処理。 

109,110 

後発医薬品 
医師の処方を必要とする医療用医薬品のうち、新薬（先発医薬品）の特許が切れた後、開発メー
カーとは別のメーカーが製造販売する医薬品。ジェネリック医薬品ともいう。 

148 

コーディネーター いろいろな要素を統合したり調整したりして、ひとつにまとめ上げる役目。 60 

国土強靭化計画 
「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」第 13
条に基づき、都道府県又は市町村の区域において策定する計画。「強さ」と「しなやかさ」を持った
安全・安心な国土・地域・経済社会の構築を目的とする。 

118 

国民保護計画 
国民保護法に基づき、外国からの武力攻撃やテロが発生した場合の国民の「避難」「救援」「被害
の最小化」について各自治体が作る計画のこと。 

119 

ココロねっこ運動 
子どもたちの心のねっこを育てるために、大人のあり方を見直し、みんなで子どもを育てる県民運
動。長崎県子育て条例第 22 条に明記されている。 

64 

子育て支援センター 
乳幼児と親が気軽に集まって自由に遊んだり、育児相談等をすることができる場所。妊娠・出産・
子育てに関する様々な相談に対応し、地域の保健医療・福祉の関係機関との連絡調整を行うな
ど、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行う。 

36,57,137 

子育て世代包括 
支援センター 

妊娠期から出産、子育て期にわたる子育て全般のワンストップ総合相談窓口として設置。保健・保
育・福祉・教育その他の子育て支援を円滑に利用できるよう必要な支援を行う。 

35,136 

子ども 110 番 
（の家・車） 

登下校中の子どもたちを地域の大人たちで見守り、犯罪に巻き込まれることを未然に防ぐ、地域
全体で子どもたちを守る取組。 

124 

子ども家庭総合支援 
拠点 

町内に所在する全ての子どもとその家庭及び妊産婦等を対象とし、その福祉に関し、必要な支援
に係る業務を行い、特に要支援児童及び要保護児童等への支援業務の強化を図る場所。 

136 

コミュニティ交通 
交通空白地域・不便地域の解消を図るため、地方自治体、地域住民が主体的に取り組む生活移
動手段の確保を目的とした交通。 

113,114 

コミュニティスクール 
学校、保護者、地域住民が知恵を出し合い、学校運営に意見を反映させることで、一緒に協働し
ながら子どもたちの豊かな成長を支え「地域とともにある学校づくり」を進める法（地教行法第 47
条の 5）に基づいた仕組。 

36,59,61,63, 
64,66 

コミュニティバス 
一定の地域内を、その地域の交通需要に合わせて運行するバス。小型バスで住宅地の内部まで
入ったり、公共施設を結ぶなど、通常の路線バスではカバーしにくいきめ細かい需要に対応する
ためのもの。 

114 

さ 

行 

サイクルツーリズム 
「サイクリング・自転車」と「観光・旅行」を組み合わせたもので、自転車に乗りながら、地域の自然
や地元の人々、食事や温泉といったあらゆる観光資源を五感で感じ、楽しむことを目的としたツー
リズムのこと。 

33,96 

財政力指数 
地方公共団体の財政力の強弱を示すものであり、一般財源必要額に対して町税等の一般財源収
入額がどの程度確保されているかを測るもので、指数が高いほど裕福な団体であり、1 以上の地
方公共団体は普通交付税が交付されない。 

12 

支え合いながよ第２層 
協議体 

住み慣れた地域での暮らしを継続していくため、住民自らが参加・協力し、相互の助け合い活動を
目指し、町内 5 地区に分かれて情報交換や今後の課題について協議する場。 

38,142 

サテライトオフィス 
企業本社や、官公庁・団体の本庁舎・本部から離れた所に設置されたオフィスのこと。支社・支店
がその場所でしかできない仕事の場所であるのに対し、サテライトオフィスは本社以外でも働ける
場所を作ることが目的。 

32,34,100, 
116 

サポカー補助金 
満 65 歳以上の高齢運転者が対象の「対歩行者衝突被害軽減ブレーキやペダル踏み間違い急発
進抑制装置を搭載する車（サポカー）」や「後付けのペダル踏み間違い急発進抑制装置」の購入
等を支援する補助金。 

122 

３Ｒ 
リデュース（Reduce 廃棄物の発生抑制）、リユース（Reuse 再使用）、リサイクル（Recycle 再生利
用、再資源化）の頭文字をとった言葉。資源の有効利用により、環境にできるだけ負荷をかけない
循環型社会を形成するための考え方である。 

151,152 

シーサイドストリート 
長与町内を通る国道 207 号線の、大村湾を望む風光明媚な道路を「シーサイドストリート」と称し、
活用・PR を行っている。潮井崎公園や和三郎憩いの広場などのほか、みかん畑、オリーブ畑、カ
フェやレストラン、お土産処や立ち寄り湯等も点在している。 

33,96 

シーサイドマルシェ 
シーサイドストリートや長与町の土産品・生産物等の周知及び交流人口の拡大を図るため、平成
25 年度から開催されているイベント。多数の店やブースが出店する。 

33 

市街化区域 
都市計画法に定める都市計画区域のうち、既に市街地を形成している区域及び今後優先的かつ
計画的に市街化を図るべき区域。 

7,23 

市街化調整区域 
都市計画法に定める都市計画区域のうち、無秩序な市街化を防止し、市街化を抑制すべき区域と
して定める区域。 

23 

事業承継 
現経営者から後継者へ事業のバトンタッチを行うこと。大きく分けて「親族内承継」「役員・従業員
承継」「第三者承継」の３類型に区分される。 

25,31,89,90, 
91,92､100 

資金不足比率 公営企業ごとの資金の不足額が、事業の規模に対してどの程度かを表す指標。 53,54 

自主防災組織 自治会などを単位として、町民が自主的に連帯し、防災活動を行う組織。 117,119 

実質赤字比率及び 
連結実質赤字比率 

一般会計の赤字額及び全会計の赤字額が一年間の収入に対してどの程度かを示す指標。 53 

シティプロモーション 
都市の活性化促進のために、宣伝材料となる資源や魅力を確立し、それらを効果的に宣伝・広報
するとともに、都市を PR すること。 

95,96,154 

姉妹都市 親善や文化交流を目的として特別の関係を結んだ都市。 72 

事務事業評価 
主に町民に対し、どのように成果をあげたのかという民間的経営の視点から行政が行う事務事業
を評価し、その評価結果を行政経営に反映させ、町民の満足度を最大限に高めるための手法。 

54 

生涯活躍のまち 
年齢や障がいの有無等を問わず、移住者や関係人口、地元住民等を対象とした誰もが居場所と
役割を持つコミュニティづくりを目指すもの。 

65,99,133 

情報アクセシビリティ 
高齢者・障がい者をはじめ、あらゆる人が、情報通信機器・ソフトウェア及びこれらによって実現さ
れるサービスを支障なく操作又は利用できる機能を指す。 

50 
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用 語 解   説 頁 

さ 

行 

情報セキュリティ 
災害による情報の消失、情報通信機能の停止、情報の盗難・紛失、第三者によるコンピュータへ
の侵入、コンピュータウイルス等の脅威から大切な情報を守ること。 

116 

情報リテラシー 
情報機器やネットワークを活用し、情報やデータを取り扱う上で必要となる基本的な知識や能力の
こと。 

26,115,116 

食育 
子どもたちや消費者が、自分の食について自ら学び、考え、実践できるようになるよう支援するこ
と。 

60,127,129 

食品ロス 本来食べられるのに捨てられてしまう食品。 152 

新型インフルエンザ 
毎年流行を繰り返す季節性インフルエンザウイルスと性質が異なるウイルスが突然変異により現
れ、ほとんどの人が免疫を持たないため世界的な大流行を起こすインフルエンザ。およそ 10 年か
ら 40 年の周期で発生している。 

37,132 

人権の花運動 
学校に配布した花の種子・球根などを、子どもたちが協力し育てることによって生命の尊さを実感
し、その中で豊かな心を育み、優しさと思いやりの心を体得することを目的とした運動。 

74 

新興感染症 
新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症のように、最近新しく認知され、感染力の強さか
ら公衆衛生上の問題や社会的影響が大きい感染症。 

24,37,131, 
132 

水源のかん養 森林の土壌がスポンジのような性質を持つために有する貯水や治水・ろ過などの機能のこと。 85,86 

水道有収率 
配水した水量のうち、料金徴収の対象となった水量が占める比率。漏水等により損失した水量が
多いほど低下する。 

108 

スマート農業 ロボット技術や ICT を活用して超省力・高品質生産を実現する新たな農業。 31,82 

生活習慣病 
生活習慣が原因で起こる疾患の総称。日本の三大死因である、ガン、脳血管疾患、心疾患や、重
篤な疾患の要因となる動脈硬化症、糖尿病、高血圧症、脂質異常症、肥満症などが該当する。 

26,127,128 

性的マイノリティ 体の性と心の性が一致しない人や同性愛者、両性愛者などの性的少数者。 73 

施策評価 
総合計画に謳われた政策目標を具現化するための施策及び計画に設定した数値目標の進捗状
況に関する評価。分析することで、まちづくりの進捗状況や課題の把握をするとともに、課題に応
じた改善策の検討や限られた行政資源の選択と集中を進めることを目的として実施。 

53,54 

総合型地域スポーツ 
クラブ 

町民が主体的に運営する地域密着型のスポーツクラブ。誰もが、いつでも、どこでも各自のニーズ
に応じて多様なスポーツ活動を行うことができる。 

67 

Society5.0 

狩猟社会（Society1.0）、農耕社会（Society2.0）、工業社会（Society3.0）、情報社会
（Society4.0）に続く、新たな社会。サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度
に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会を指
す。 

5,32,115, 
116 

た 

行 

体験ペーロン 
県外からの修学旅行生を対象としたペーロン保存会スタッフによる大村湾でのペーロン体験学
習。自然との触れ合いや地元の人々との交流、連帯意識の醸成などを目的とする。 

34,96 

ダウンサイジング 規模を縮小すること。コストダウンや効率化のために小型化すること。 108 

多面的機能支払 
農業・農村は、洪水や土砂崩れの防止、自然環境の保全、良好な景観の形成等の多面的機能を
有しており、それらを保全管理し、資源向上を図るための取組。 

82 

地域学校協働活動 
幅広い地域住民等の参画を得て、地域全体で子どもたちの学びや成長を支えるとともに、「学校を
核とした地域づくり」を目指して、地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働して行う様々な
活動。 

66 

地区コミュニティ 
町民が自主的に参加し、その総意と協力により、住みよい地域社会を構築することを目的として構
成された集まりで、住みよいまちづくりを進めるための重要な基盤となるもの。本町では小学校区
を基本に、５つの地区コミュニティが設置されている。 

37,38,45,46, 
63,123,124, 
154 

地産地消 地域で生産された食材をその地域で消費すること。 83 

チャレンジショップ 
行政や商工会による起業を促す取組。将来、自分の店を出店したいと考えている店舗創業者や、
新たにショップを開いてみたい事業者・グループのための期間限定ショップ。 

31,89,90 

中山間地域等直接支払 
農業の生産条件が不利な地域（中山間地域）における農業生産活動を継続するため、行政による
支援を行う制度。 

82 

DV DV（Domestic Violence）：配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から受ける暴力。 78 

データヘルス 
医療保険者が、レセプト・健診情報等の電子的に保有された健康医療情報を活用・分析し、加入
者の健康状態に則した効率的・効果的な保健事業を実施する取組。 

147,148 

テレワーク 
ICT（情報通信技術）を活用して、時間や場所の制約を受けずに柔軟に働くことができる新しい働
き方。 

32,34,100, 
116 

電子図書館 
インターネットを利用して、パソコンやスマートフォン・タブレット上で電子書籍を借り、読むことがで
きる図書館。 

65,66 

統合型校務支援 
システム 

教務系（成績処理、出欠管理、時数管理等）、保健系（健康診断票、保健室来室管理等）、学籍系
（指導要録等）、学校事務系など統合した機能を有しているシステム。教員の事務負担軽減に加
え、児童生徒と向き合う時間の確保と教育の質的向上が期待される。 

61 

特定健康診査 
40 歳から 74 歳までの人を対象に、医療保険者単位で実施されている内臓脂肪型肥満に着目し
た健康診査。 

37,127,128 

特定保健指導 
特定健康診査の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病
の予防効果が多く期待できる人に対して専門スタッフ（保健師や管理栄養士など）が行う保健指
導。 

127,128 

特別支援教育 
以前は特殊教育の対象でなかった LD（学習障害）、ADHD（多動性障害）、高機能自閉症等を含
む全ての障がいのある児童生徒に対して、一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高
め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うもの。 

36,60 

ドローン 遠隔操作や自動制御によって飛行する無人航空機。 82 

な 

行 

ながさき移住サポート 
センター 

長崎県への移住を支援するために設置された県と県内全 21 市町が協働運営する公的団体。就
職相談員による仕事のマッチング、住まいや市町の情報提供等、長崎県への U ターン・I ターン
のサポートを行っている。 

34,98 

長崎医療圏病院群 
輪番制 

長崎医療圏（長崎市、西海市、長与町、時津町）の９病院が、休日・夜間の救急患者を交代で受け
入れ、救急医療を確保する制度。 

134 
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な 

行 

ながよ検定 
長与町独自の「検定テキスト（漢字・計算・英語）」を毎年作成し、小・中学生は、このテキストで勉
強し、年に数回「ながよ検定」にチャレンジしている。クラス全員で合格を目指すことで、進んで学
ぶ姿勢を身につけ、基礎学力の向上に繋がっている。 

36,59,60 

長与皿山窯跡 
時津町と境界を接する山麓に立地し、現況は、細長く傾斜して上がる段々畑の形状をなしている。
焚口から窯尻までの水平全長は 115m を測り、焼成室は 25 室ほどと推測されている。波佐見諸
窯で確認されている巨大窯に匹敵する規模を持つ。 

70 

長与町農業支援 
センター 

農業に関する総合的な相談や、効率的で安定した農業経営への支援を行うため、本町に設置さ
れた窓口。 

31,83 

長与焼 

主に長与皿山窯跡で焼かれた焼き物を指す。大量生産された日常雑器類の他、三色の釉薬が美
しい長与三彩がある。『大村郷村記』に、「寛政 4 年（1792）に長与村の市次郎という人物が大変
珍しい焼き物を焼いたので、褒美として畠二段を与えて田尾焼と名付けた」との記述があり、これ
が長与三彩を指すものとして考えられている。 

70 

ニュースポーツ 
一般的に、勝ち負けにこだわらず、誰もが、いつでも、どこでも、いつまでも、気軽に自由に楽しめ
るスポーツのこと。 

68 

認定こども園 教育･保育を一体的に行う施設で､幼稚園と保育所の機能を併せ持った施設。 57,58 

認定新規就農者 
新規就農者のうち、農業経営開始後５年目の目標を示した「青年等就農計画」を市町村に提出
し、「地域農業の新たな担い手」として認定された者。認定を受けると、様々な国の支援措置を受
けられ、早期の経営安定化を図ることができる。 

32,82 

認定農業者 
意欲的に農業に取り組むために、自ら農業経営改善計画を作成して市町村の認定を受ける農業
者。認定により、国の支援策を重点的に受けることができる。 

31,32,82 

農商工連携 
農林漁業者と商工業者が互いの「技術」や「ノウハウ」を持ち寄り、新しい商品やサービスの開発・
提供、販路拡大などに取り組むもの。 

31,83 

農地中間管理機構 
高齢化や後継者不足などで耕作を続けることが難しくなった農地を借り受け、認定農業者や集落
営農組織などの担い手に貸し付ける公的機関。都道府県にひとつずつ設置され、農地の集約化
や耕作放棄地の解消を推進する。 

82 

農福連携 
障がい者等が農業分野で活躍することを通じ、自信や生きがいを持って社会参画を実現していく
取組。障がい者等の就労や生きがいづくりの場を生み出すだけでなく、担い手不足や高齢化が進
む農業分野において、新たな働き手の確保に繋がる可能性もあるとされている。 

100,146 

ノーマライゼーション 
障がいのある人もない人も同じように社会の一員として社会活動に参加し、自立して生活すること
ができる社会を目指すこと。 

142,146 

は 

行 

バース 
バース（berth）：港内で貨物の積み卸しなどを行うために船舶が停泊する水域を指す。船 1 隻が
作業を行うために占める水域を 1 バースと呼ぶ。 

1,25 

ハザードマップ 
自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、被災想定区域や避難場所・避難経路
などの防災関係施設の位置などを表示した地図。 

82,119,120 

バリアフリー 
障がいのある人が生活する上で妨げとなっている障壁（バリア）を取り除いて住みやすい生活環境
を創ること。段差などの物理的障壁のほか社会的・制度的・心理的障壁の除去をいう。 

114 

PFI 
PFI（Private Finance Initiative）：社会資本整備などにおいて設計・建設・維持管理・運営に民
間の資金とノウハウを活用し、公共サービスの供給を民間と協働で行う手法。 

51 

PDCA 
計画を立て（Plan）、実行し（Do）、その結果を評価（Check）し、改善する（Action）という一連のプ
ロセスのこと。PDCA サイクルの最大の特徴は一連のプロセスを次の計画に反映させることにあ
る。 

28,43,53 

PPP 
PPP（Public Private Partnership）：官（Public）と民（Private）が連携し、様々なプロジェクトを
効率よく実現していく仕組。官から民への考え方に加え、行政・企業・住民間の「役割と責任のパ
ートナーシップの再構築」という観点がある。 

51 

避難行動要支援個別 
支援計画 

避難行動要支援者一人一人に対する避難支援方策を定めた計画。 38,142 

避難行動要支援者制度 
高齢や障がいなどの理由で災害時に自力避難が困難な人の名簿をあらかじめ作成し、災害発生
時の避難支援活動や安否活動に役立てる制度。 

142 

避難行動要支援者避難
支援プラン 

避難行動要支援者への避難支援の考え方や取組の進め方を取りまとめるとともに、地域における
平常時からの避難行動要支援者の把握や支援の仕組を構築することを目指した計画。 

119 

ひばり学級 
就学前の子どもを中心に、発達の心配や子育ての困りごとに対し、相談・発達支援を行う本町の
機関。 

57 

病児・病後児保育 
児童が病気又はその回復期にあって集団保育が困難な状況にあり、保護者の労働などにより家
庭で保育ができない場合に、一時的に保育を行う施設。 

35,137 

ファミリーサポート 
センター 

育児の相互援助活動を行う会員組織。子育ての手助けをしてほしい人と手助けをしたい人がとも
に会員となり、お互いに助け合う。 

35,49,137 

ファミリープログラム 
参加者同士が、あるテーマについてコミュニケーションを交わすことによって互いに学び合う、参加
型の学習プログラム。 

35,36,57,58, 
64 

フッ化物応用 
フッ化物を歯に作用させて、歯質の虫歯抵抗性（耐酸性の向上、結晶性の向上、再石灰化の促
進、抗菌・抗酸化作用）を高め、虫歯を予防する方法。 

129 

ブックスタート事業 
赤ちゃんと保護者が、絵本を介して心触れ合うひとときを持つきっかけを作るため、0 歳児健診な
どで、絵本を開く楽しい「体験」と「絵本」をセットで提供する事業。本町では 3～4 か月児健診時に
実施している。 

35,57,58 

ふるさとキャリア教育 
ふるさとへの愛着心を育成する「ふるさと教育」と、社会的・職業的自立に向け、必要な能力や態
度を育成する「キャリア教育」を複合した教育。 

32,36,61 

ふれあい農園 
本町に 6 か所設置している市民農園。市民農園とは、都市住民がレクリエーション目的で小面積
の農地を利用して野菜や花を栽培する農園。 

83 

フレイル 

「加齢に伴う予備能力低下のため，ストレスに対する回復力が低下した状態」を表す“frailty”の日
本語訳として日本老年医学会が提唱した用語。要介護状態に至る前段階として位置づけられる
が、身体的脆弱性のみならず精神心理的脆弱性や社会的脆弱性などの多面的な問題を抱えや
すく、自立障害や死亡を含む健康障害を招きやすいハイリスク状態を意味する。 

26,37,127, 
128,139 
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は 

行 

放課後児童クラブ 
保護者が仕事などで昼間家庭にいない小学生に対し、放課後や学校の休業日に児童館や保育
所、学校の余裕教室などを利用して、遊びや生活の場を与えて適切な指導を行い、健全な育成を
図るもの。 

35,137 

包括的民間委託 
受託した民間事業者が創意工夫やノウハウの活用により効率的・効果的に運営できるよう、複数
の業務や施設を包括的に委託すること。 

110 

ほっとミーティング 
町長が地域に出向いて、地域住民の皆様や団体の皆様と一緒に、長与町をより良くするためのま
ちづくりのアイデアなどを語り合う場。 

50 

ほほえみの家 
平成 18 年 4 月に町内に開所した障がい者複合施設。「ひばり学級」や「子育て支援センターおひ
さまひろば」を併設。作業・活動の場としてだけでなく、町内の全ての障がい児・者、子育て中の皆
様が気軽に集え、情報交換ができる場となることを目指す。 

145 

ま 

行 

MaaS 

MaaS（Mobility as a Service）：電車やバス、飛行機など複数の交通手段を乗り継いで移動する
際、スマートフォン等から検索～予約～支払を一度に行えるように改めて、ユーザーの利便性を
大幅に高めたり、また移動の効率化により都市部での交通渋滞や環境問題、地方での交通弱者
対策などの問題の解決に役立てようとする考え方に基づいたサービス。 

33,34,113, 
114 

MICE 
企業等の会議（Meeting）、企業等の行う報奨・研修旅行（インセンティブ旅行）（Incentive 
Travel）、国際機関・団体、学会等が行う国際会議（Convention）、展示会・見本市、イベント
（Exhibition/Event）の頭文字を使った造語で、これらのビジネスイベントを総称したもの。 

1,25 

ミックンポイント事業 
町民の運動習慣の定着を図るための健康づくり事業。運動習慣づくりのきっかけとして、町が貸し
出した歩数計を持って歩く、定期的な体組成の測定、健診結果の提出、健康イベントへの参加で
ポイントが付与され、ポイントは商品券等の商品と交換ができる。 

38,128 

メタボリックシンドローム 
内臓肥満に高血圧・高血糖・脂質代謝異常が組み合わさることにより、心臓病や脳卒中などにな
りやすい病態。 

128 

や 

行 

UI ターン 
U ターン、I ターンの総称。U ターンとは、出身地から進学や就職のため地域外の都会に出た後、
出身地に戻ること。I ターンとは出身地にかかわらず、住みたい地域を選択し移り住むこと。 

31,82 

ユニバーサルデザイン 
年齢や性別、障がいの有無などにかかわらず、当初からできるだけ多くの人が利用しやすいよう
に製品・建物・空間をデザインすること。 

38,103,105 

ら 

行 

リスクマネジメント リスクを組織的に管理（マネジメント）し、損失等の回避又は低減を図るプロセス。 61 

レセプト 診断報酬明細書。医療機関が保険診療に要した費用を保険者に請求するための請求明細書。 148 

連携中枢都市圏 

相当の規模と中核性を備える都市が近隣の市町村と連携し、コンパクト化とネットワーク化により
「経済成長のけん引」、「高次都市機能の集積・強化」及び「生活関連機能サービスの向上」に努
め、人口減少・少子高齢社会においても一定の圏域人口を有し活力ある社会経済を維持するた
めの拠点を形成する政策。この政策に基づき、長崎市、長与町、時津町の１市２町による圏域が
形成されている。 

10,28,34,49, 
50,119 

６次産業化 
農林漁業・農山漁村と２次産業としての製造業、３次産業としての小売業等を融合・連携させ、事
業の総合的かつ一体的な推進を図ることで、農山漁村の豊かな地域資源を活用した新たな付加
価値を生み出す取組。 

31,83,88 

わ 

行 

ワークショップ 
地域の様々な立場の人々が参加し、コミュニティの諸課題を協力して解決したり、各種の共同作
業を通じて計画づくりなどを進めていく手法。 

13,17,44 

ワーク・ライフ・バランス 
「仕事と生活の調和」の意味で、働きながら私生活も充実させられるように職場や社会環境を整え
ること。 

35,77,137 
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令和２年１１月２０日 

 

長与町長  吉田 愼一 様 

 

長与町総合開発審議会 

会長  田中 嘉昭 

長与町第１０次総合計画について（答申） 

令和 2 年 10 月 13 日付 2 長与政発第 48 号にて、本審議会に諮問された長与町第 10 次総合計画（案）

について慎重に審議した結果、少子高齢化等による人口減少局面での向こう 10 年間の本町のまちづくり

の指針として、その内容が妥当であるものと認めます。 

なお、これまで幅広く議論された中での主要な意見は、以下のとおりです。 

記 

１．若い世代を中心とした大幅な転出超過と出生数の減少により、人口減少が顕在化する中で、関係機関

との連携した取組に加え、県外在住の本町出身者を活用するなど、若い世代の地元定着・移住促進に努

めるとともに、出生率向上に向け、当事者に寄り添った子育て支援・教育環境のさらなる充実を図る必

要があること。 

２．学校・家庭・地域が協働し、子どもたちを豊かに育む「コミュニティスクール」の取組を積極的に推

進するとともに、「ファミリープログラム」の充実に努め、家庭での教育力向上を図ることが重要であ

ること。また、子どもから高齢者まで誰もが安全にインターネットやタブレット・スマートフォン等を

利活用できるよう様々な機会を通じた「メディアリテラシー教育」の積極的推進が不可欠であり、特に

学齢期におけるメディア利用の危険性について認識の共有を図る必要があること。 

いじめ、不登校の問題は、一生を左右する深刻な悪影響を及ぼすおそれが強いことから、引き続き真

摯な対応が必要であること。 

３．本町の農業は、柑橘が基幹作目であることを基本とし、土砂災害防止等の多面的機能を有する観点も

踏まえ、生産基盤整備、担い手の確保・育成、加工・流通体制整備、作目の多様化、販路の多角化等持

続可能な農業の実現に努める必要があること。また、ロボット技術や ICT を活用したスマート農業の

導入を検討すべきであること。 

林業に関しては、本町においても手入れ不足の森林が増加していることを踏まえ、新たに導入された

森林経営管理制度を活用する等、森林管理の適正化を図り、森林が有する土砂災害防止等多面的機能の

発揮に努める必要があること。 

また、本町の漁業は、小規模経営と高齢化という厳しい状況にあるが、ナマコやヒラメ等は大村湾の

有力な漁業資源であることから、引き続き生産基盤整備と経営改善に努める必要があること。 

４．近年、町内での買い物環境に一定の改善が見られるものの、依然として更なる充実が求められている

ことから、引き続き商業機能の立地を促進する必要があること。さらに、地域活性化の観点からホテル

答申書 
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等宿泊施設の誘致も検討すること。 

工業に関しては、新技術・新製品開発を支援するとともに経営基盤強化や円滑な事業承継を図り、併

せて県立大学を活用した新産業創出や地場企業の育成が必要であること。 

５．本町では県内でもいち早く、町民総歩き運動や健康ポイント事業を導入するなど、住民との協働によ

る健康づくりが根付いている。これらの取組を基本とし、児童生徒から高齢者までスポーツを通じた

健康づくりを図っていく必要があること。また、町民の健康づくりへの関心が高まる中、近年利用者が

急増しているトレーニング室の機能強化に努める必要があること。 

  さらに、新型コロナウイルス等新興感染症の感染拡大を防止するため、「新しい生活様式」に適切に

対応しつつ、施策の推進を図る必要があること。 

６．高齢化が進展する中、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に提供される地域包括ケアシス

テムを構築するに加え、スポーツや趣味、文化活動等を通じた高齢者の居場所・仲間づくりを図り、生

き生きとした高齢者で溢れ、住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最後まで続けられるよう

な地域社会の実現に努めていく必要があること。そのためには、特にフレイル予防の観点が重要であ

ること。 

７．新図書館については、生涯学習の拠点及び町民が気軽に集い憩える交流の場として、着実に整備を推

進すること。加えて、自然と触れ合える遊歩道の整備を進め、さらに移動が容易となるよう公共交通を

充実させるなど、外出が楽しくなるまちづくり、歩きたくなる空間づくりに努める必要があること。 

８．これから先の少子高齢・人口減少社会においても活気ある豊かな地域社会を維持していくため、「協

働」をまちづくりの柱に据え、多様な主体間相互の協働を進める必要があること。 

  特に自治会・地区コミュニティと行政間の連携が重要であることから、自治会加入率向上や地区コ

ミュニティの活性化にも一層努めるべきであること。 

９．AI やロボットなどの先端技術により、経済の発展と社会的課題の解決を目指す Society 5.0 について

は、10 年後の本町の有るべき姿を見越し、経済性・効率性のみの追求とならないよう留意しながら、

積極的に推進する必要があること。また、その際には、県立大学が有する人材と知的資産の活用を図る

こと。 

全ての国連加盟国が目指す 2030 年までの国際目標 SDGs に関しては、本町のまちづくりと轍を一に

するものであり、達成に向けた取組を促進する必要があること。 

10．本計画は、「長与町第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略」を包含しており、特に４つの戦略プロ

ジェクトは、人口減少・少子高齢社会への処方箋として示されたものである。数値目標を含め、計画の

適切な進行管理及び進捗状況の住民への情報提供に努めるとともに、その結果を年次の実施計画に反

映させ、本計画の効果的推進を図り、もって基本構想に謳う将来像の実現に努めること。 
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